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様式２－３－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間中間評価 評価の概要様式 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 

評価対象中長期

目標期間 

中長期目標期間中間評価 平成２８～令和元年度 

中長期目標期間 平成２８～令和４年度（第１期） 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 国土交通大臣 

 法人所管部局 総合政策局 技術政策課 担当課、責任者 技術政策課 課長 吉原 敬一 

 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 榎本 通也 

 

３．評価の実施に関する事項 

平成２年 ５月 26 日 理事長ヒアリングを実施 

令和２年 ７月 21 日 監事ヒアリングを実施 

令和２年 ８月４日   国土交通省国立研究開発法人審議会海上・港湾・航空技術研究所部会から意見を聴取 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

なし。 
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様式２－３－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間中間評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，Ｄ） 

Ａ 

評定に至った理由 「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26 年９月２日総務大臣決定）及び「国土交通省独立行政法人評価実施要領」（平成 27 年４月１日国土交通省決定）の規定に基づき、重要度の高

い項目を考慮した項目別評定の算術平均（以下算定式のとおり。）に最も近い評定である「Ａ」評定とする。 

【項目別評定の算術平均】 

算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重要度の高い６項目（項目別評定総括表、項目別評定調書参照）については加重を２倍とする。 

（Ａ４点×（６項目×２）＋Ｂ３点×３項目） ÷ （６項目×２＋３項目） ＝ ３．８０ 

 ⇒加重後の算術平均に最も近い評定は「Ａ」評定である。 

 

 

２．法人全体に対する評価 

当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適性、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著

な成果の創出や将来的な成果の期待が認められた。 

特に、「分野横断的な研究の推進等」、「船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等」、「港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等」、「電子航法に関す

る研究開発等」、「研究開発成果の社会への還元」及び「戦略的な国際活動の推進」については、国土交通省が推進する政策の実現、研究成果の広範な普及、国際的な基準・標準策定等に大きく貢献しており、顕著

な成果の創出や将来的な成果の創出が認められることから、高く評価する。 

 

３．項目別評価の主な課題、改善事項等 

なし。 

 

４．その他事項 

研究開発に関する審議

会の主な意見 

・分野横断的な研究の推進等について、理事長のリーダーシップのもとに、研究分野の横通、研究者の交流、要素技術の抽出などが積極的に行われ、大規模災害時ボトルネック解析をはじ

めとして 3 研究所共同ならではの特徴的な研究成果につながっており、顕著な成果を上げている。 

・船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等について、中長期目標等に沿って 4 年間で着実に結果を積み上げ、DLSA、小型高効率スクラバーの開

発、GLOBUS の学術成果と産業利用、浮体式洋上風力発電の安全ガイドライン策定、複数 AUV の制御アルゴリズム開発など、継続的に国内外で客観的な評価を受けており、顕著な成果

を上げている。 

・港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等について、常に社会のニーズに対応すべく、継続してきた研究に新しい要素を取り入れており、沿岸域における大規模災害

の予測・軽減・復旧に必要な数値シミュレーション技術や実験技術の開発など、工学的・科学的に重要な成果を多数創出したことは顕著な成果と言える。 

・電子航法に関する研究開発等について、国土交通省からのニーズに沿った研究内容に高い水準で成果を上げており、次世代 SBAS、GBAS のプロトタイプ構築を始め、実際の空港への適

用や国際基準への貢献がなされていることは顕著な成果である。 

・研究開発成果の社会への還元について、理事長のリーダーシップのもと、成果の社会還元に今まで以上のリソースを配分し、基準やガイドラインの策定、論文発表、民間への成果移転、特

許出願等、社会への情報発信に積極的に取り組んできたことは、顕著な成果である。 

・戦略的な国際活動の推進について、IMO、PIANC、ICAO などの国際機関などにおいて、議長を務めるなど国益を損なわない基準策定に尽力し、国際交流・連携においては中心的役割を果

たしたことは大きく評価される。 

監事の主な意見 なし。 
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様式２－３－３ 国立研究開発法人 中長期目標期間中間評価 項目別評定総括表様式 

中長期目標（中長期計

画） 

年度評価 中長期目標

期間中間評

価 

（自己評

価） 

項目

別調

書№ 

備

考

欄 

 中長期目標（中長期計

画） 

年度評価 中長期目

標期間中

間評価 

（自己評

価） 

項目別

調書№ 

備

考

欄  H28

年度 

H29

年度 

H30

年度 

R1 

年度 

（自己

評価） 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

  H28

年度 

H29

年度 

H30

年度 

R1 

年度 

（自己

評価） 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4

年度 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 １．分野横断的な

研究の推進等 

 

 

B B A 

A 

(A) 

   
A ○ 

（A） 
Ⅰ-1 

   業務運営の効率化

に関する目標を達

成するためにとる

べき措置 

B B A 

B 

(B) 

   

B  

（A） 
Ⅱ 

 

２．船舶に係る技

術及びこれを活用

した海洋の利用等

に係る技術に関す

る研究開発等 

A A A 

A 

(A) 

   

A ○ 

（A） 
Ⅰ-2 

              

３．港湾、航路、

海岸及び飛行場等

に係る技術に関す

る研究開発等 

A A A 

A 

(A) 

   
A ○ 

（A） 
Ⅰ-3 

  Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

４．電子航法に関

する研究開発等 

 

 

A A A 

A 

(A) 

   
A ○ 

（A） 
Ⅰ-4 

   財務内容の改善に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置 

B B B 

B 

(B) 

   

B  

（B） 
Ⅲ 

 

５．研究開発成果の

社会への還元 

 

 

A A A 

A 

(A) 

   
A ○ 

（A） 
Ⅰ-5 

              

 ６．戦略的な国際

活動の推進 

 

 

A A A 

A 

(A) 

   

A ○ 

（A） 
Ⅰ-6  

 Ⅳ．その他の事項 

             その他業務運営に

関する重要事項 

 

 

B B B 

B 

(B) 

   

B  

（B） 
Ⅳ 

 

            
         

 

※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。  
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様式２－３－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間中間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ 分野横断的な研究の推進等 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】 統合を機に新たに構築する体制の下、分野横断的な

研究を効率的かつ効果的に実施し、国土交通省の政策実現に大きく

貢献していくことが期待されているため。 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

（研究開発評価、政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビ

ューシートの番号を記載） 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 ２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度  ２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 

分野横断的

研究の実施

数 

－ 2 3 2 3 － － － 予算額（千円）        

経営戦略に

係る会議の

実施数 

－ 30 26 30 34 － － － 決算額（千円）        

         経常費用（千円）        

         経常利益（千円）        

         行政コスト（千

円） 

       

          従事人員数        

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注２）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 中長期目標期間中間評価 

 研究所は、海洋の

利用推進や運輸産業

の国際競争力の強化

等の政策について、

今回の統合を機に、

分野横断的な研究を

効率的かつ効果的に

実施し、その実現に

大きく貢献していくこ

とが期待されている。 

また、分野横断的な

研究をはじめとする

海洋の利用推進、

我が国産業の国際競

争力強化といったテ

ーマは、旧海上技術

安全研究所、旧港湾

空港技術研究所及び

旧電子航法研究所の

旧３研究所が保有す

る技術と知見を効果

的にかつ最大限に活

用して取り組むべき

政策課題である。こ

１．評価軸 

○各分野の専門的知見を活用し

て分野横断的研究を推進し、成果

を創出したか。 

○研究開発成果の最大化に向け

て、「社会への還元」や「国際活動

の推進」といった研究開発成果の

活用も視野に入れ、戦略的な研究

計画や経営の在り方について企画

立案を行ったか。  

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

根拠： 

分野横断的な研究においては社会実

装や実用化に向けた実績及び国土交

通省の政策実現への貢献といった優

れた成果を創出した他、各研究分野

を横断した防災減災研究報告書の発

行など、３研究所の統合効果を発揮

し、顕著な成果を上げたため。また、

研究マネジメントにおいては、うみそら

評定 Ａ 

【評定に至った理由】 

当該国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果、取組み等について

諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、下記のとおり顕著な成果の創出や

将来的な成果の創出の期待等が認められるため、A 評定とする。 

（分野横断的な研究の推進） 

・3 研究所統合後の 4 年間を通じて、「大規模災害時における海上・航空輸送

に関わるボトルネック解析」に関する研究のように 3 つの研究所が連携したプ

ロジェクトが立ち上がり、また、「⾸都圏空港の機能強化」及び「次世代海洋資

源調査技術」に関する研究のように、国⼟交通省の政策実現への貢献や社会

実装につながる研究成果を創出する等、所期の目標以上に３研究所の統合効

果を発揮しており、顕著な成果であると認められる。さらに、AI 検討調査チーム



5 

研究開発を効率的か

つ効果的に実施して

いくためには、戦略的

な研究の企画立案や

各研究部門の連携や

調整といった研究マ

ネジメントの充実が不

可欠であり、研究所

は、そのための体制

を構築する必要があ

る。 

 

【重要度：高】 統合を

機に新たに構築する

体制の下、分野横断

的な研究を効率的か

つ効果的に実施し、

国土交通省の政策実

現に大きく貢献してい

くことが期待されてい

るため。 

 

 

（１）分野横断的な研

究の推進 

各分野の技術シー

ズや専門的な知見を

応用し、国土交通省

の政策の実現に大き

く貢献していくことを

目的とした、海中探

査技術、海中施工技

術、物資・人員輸送

技術の連携による次

世代海洋資源調査技

術に関する研究開発

や 、 航 空 交 通 の 管

理・解析技術と空港

施設の維持管理技術

の連携による首都圏

空港の機能強化に関

する研究開発といっ

のため、旧３研究所

の研究領域にまたが

る分野横断的な研究

を効率的かつ効果的

に実施し、その政策

の実現に貢献する。 

また、新たに経営戦

略室を設置する等、

分野横断的な研究を

はじめとする研究開

発を効率的かつ効果

的に実施するため、

戦略的な研究計画の

企画立案や各研究部

門の連携・調整を行う

研究マネジメント体制

を構築する。 

 

 

 

 

 

 

（１）分野横断的な研

究の推進 

研究所は、海洋の

利用推進と国際競争

力の強化といった課

題について、分野横

断的な研究を効率的

かつ効果的に実施す

る。 

このため、以下の

研究開発を進める。 

①次世代海洋資源調

査技術に関し、海底

観測・探査、海中での

施工、洋上基地と海

底との輸送・通信、陸

上から洋上基地への

輸送・誘導等に係る

研究開発 

２．評価指標 

○研究開発等に係る具体的な取

組及び成果の実績 

○研究マネジメントに係る具体的

な取組及び成果の実績 

 

 

 

 

 

 

（１）分野横断的な研究の推進 

○次世代海洋資源調査技術に関して

は、「AUV の複数運用技術の研究開

発」を海上技術安全研究所にて、「水

中音響ビデオカメラの研究開発」を港

湾空港技術研究所において実施し

た。これらの研究を実施するにあたっ

ては、連携研究の検討を行うためのタ

スクフォースを設置し、AUV による迅

速で広範囲なスクリーニングののちに

音響ビデオカメラをスポット的に投入

する、といったソフト側に主点のあるも

のに研究の方向性を修正した。 

AUV の複数運用技術については、４

機の航行型 AUV と１機のホバリング

型 AUV の同時運用に成功し、 

実運用事例として、伊豆諸島海域の 

熱水地帯において民間企業による複

数機 AUV 調査を実施し、全 7 回の潜

航調査を成功させた。複数機 AUV 同

時運用の有効性及び社会実装達成

が可能であることを確認するととも

に、広域高効率調査を実現した。ま

た、こうしたAUVの運用技術を民間企

業へ技術移転し、運用技術の完成度

向上を図るため、制御プログラムの改

良を兼ねて、民間による習熟運用を

実施した。これにより、民間企業が、

海上技術安全研究所の AUV とその

運用技術を使って独力で海底資源調

査産業に参入する体制が確立され

た。 

水中音響ビデオカメラについては、縦

横分解能 0.25゜，奥行分解能最小

1cm の国内外で最も高精細な映像を

取得する仕様の装置について、深海

用（耐水圧 3000m）は気中重量 92kg，

浅海用（耐水圧 30m）は気中重量

研長期ビジョンの行動計画を推進した

ことにより、将来のイノベーション創出

の期待が認められるため。 

 

（１）分野横断的な研究の推進 

○次世代海洋資源調査技術について

は、世界で初めて実用化を想定した

複数機 AUV での熱水鉱床調査に成

功する等で世界の先端レベルにある

海上技術安全研究所の AUV 技術を

多数の本邦民間企業に移転した。こ

れにより、今後の本邦の AUV による

海洋資源調査の産業化に大きく貢献

した。また、少ない資源で短期間に効

率的な海底探査を実現する複数 AUV

の隊列制御を実現するアルゴリズム

を開発し、実験を通じて、その有効性

を確認した。 

水中音響ビデオカメラにおいては、

濁りのある中での視認サポートにつ

いて一定の成果が認められ、AUV や

ROV での活用といった実際の港湾施

工や維持管理の生産性向上に向けて

着実に前進した。 

この様に、本研究は２研究所の適

切な連携の下で研究管理がなされ、

着実な成果が出ていると評価できる。 

今後は、これらの成果を活用し、港

湾施設や洋上風力施設等の保守点

検等、広範囲な適用を可能とする予

定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を立ち上げる等、日頃から研究所間で情報交換を図る体制を構築したことは、

今後も新たな分野横断的な研究テーマを創出することにつながる取組みであ

り、将来的な成果の創出の期待が認められる。 

（研究マネジメントの充実） 

・研究所の⻑期ビジョン及び⾏動計画を策定し、4 年間を通じて、研究所⼀体と

しての取組みを戦略的に推進したことにより、３研連携による競争的資⾦の獲

得、研究⽀援体制の強化、イノベーション創出に向けた研究開発環境の構築

等を実現しており、顕著な成果であると認められる。 

 

【その他事項】 

（国立研究開発法人審議会の意見） 

評定：A 

＜評定理由＞ 

○ 以下の点について高く評価できる。 

・理事長のリーダーシップのもとに、研究分野の横通、研究者の交流、要素技

術の抽出などが積極的に行われ、大規模災害時ボトルネック解析をはじめとし

て 3 研究所共同ならではの特徴的な研究成果につながった。 

・３研究所統合の象徴的な評価項目であるが、その実現の苦労は並大抵のこ

とではなかったはず。それにも関わらず、海洋分野におけるドローンのガイドラ

イン策定や、高温高圧ジェットによる高粘度物質の流動化の研究、小型船の自

動着桟などにおいて成果が出始めていることは大いに評価に値する。 

・AI など、これから推進すべきこと、より深く細かい内容を共有しつつあることは

評価が高い。 

・行動計画の策定に基づき、研究の学術的成果の充実、人づくりのための合

同研修の実施、研究交流の促進などが次第に形になってきた。さらなる進展を

期待したい。 

 

＜その他の意見＞ 

・防災減災分野や AI の勉強会が次の課題に繋がることを期待している。 

・3研究所が統合して、模索しながら進めてきたことが形になってきたところであ

り、今後はその検証が必要と考える。 
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た分野横断的な研究

を推進する。また、こ

れら以外の分野横断

的な研究テーマの模

索や検討を継続的に

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研究マネジメント

の充実 

研究開発成果の最

大 化 を 推 進 す る た

め、研究所全体の統

制管理を行う体制を

構築し、当該体制の

下で、国土交通省の

政策を取り巻く環境

や最新の技術動向を

踏まえた戦略的な研

究計画の企画 立案

や、将来的な研究所

の業務量を見据えた

経営の在り方につい

て の 企 画 立 案 を 行

う。 

また、研究の一層

の推進を図るため、

必要な経費の積極的

な確保に努める。さら

に、それぞれの研究

の 実 施 に あ た っ て

は、必要に応じた分

野横断的な研究体制

の導入やＩＣＴを活用

②我が国における国

際交通ネットワークの

要である首都圏空港

の機能強化に関し、

滑走路等空港インフ

ラの安全性・維持管

理の効率性の向上等

に係る研究開発 

さらに、上記以外の

分野横断的な研究テ

ーマについても、模索

や検討を継続的に行

い、新たな研究テー

マの確立を目指す。 

 

 

（２）研究マネジメント

の充実 

研究開発成果の最

大 化 を 推 進 す る た

め、研究所全体の統

制管理を行う経営戦

略室を設置し、当室

を中心として、国土交

通省の政策を取り巻

く環境や最新の技術

動向を踏まえた戦略

的な研究計画の企画

立案や、将来的な研

究所の業務量を見据

えた経営の在り方に

ついての企画立案を

行う。また、当室を中

心として、研究所全

体の研究計画や経営

戦略に関する会議を

定期的に開催する。 

また、研究の一層

の推進を図るため、

必要な経費の積極的

な確保に努める。さら

に、それぞれの研究

32kg にそれぞれ軽量化を図るととも

に、音響映像呈示システムを開発し

た。また、港湾施工や維持管理での

使用を目指し、潜水士の視認、浚渫

工や置換工の施工管理での試用を行

った。それぞれ、国土交通省関東地

方整備局及び九州地方整備局との連

携により、専用ソフトウェアの開発も

行った。それらの成果により、水槽内

で潜水士の動作の視認、浚渫時のグ

ラブの動作の視認、置換工での投入

される土砂の視認の他、置換後の海

底高さをリアルタイムで表示すること

に成功した。これらの成果は、施工中

の音響可視化とともに CIM を活用した

施工の ICT 化への橋渡しをするもの

である。 

 

○首都圏空港の機能強化に関して

は、空港の基盤施設・航空交通管理

の各分野に渡る連携課題として「空港

設計および地上走行時間管理に資す

る交通データ等活用技術の研究」を

電子航法研究所にて実施した。港湾

空港技術研究所と連携して羽田空港

の交通量と緊急補修工事箇所に基づ

いた路面損傷場所をマップ上で重ね

合わせ、交通量と路面損傷との関連

性および要因について検討を進め、

羽田空港の舗装の維持管理を実施す

る国土交通省東京航空局及び、設

計・整備を実施する国土交通省関東

地方整備局から要望されたデータ提

供や意見交換を実施した。さらに、主

要な誘導路について地点交通量をパ

ターンとして把握し、実際に交通デー

タを取得した期間以外の期間につい

ても通年日々の交通量を推定できる

可能性を得た。 

また、空港機能の強化に寄与する研

究課題の整理を目的として、港湾空

港技術研究所、電子航法研究所及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○首都圏空港の機能強化について

は、電子航法研究所と港湾空港技術

研究所のそれぞれが持つデータを連

携、活用し、空港内の交通量と路面

損傷の関連性等について検討して得

られた研究成果を国土交通省関係部

局に提出したことで、平成 30 年度以

降同省より一定の評価をうけ、継続的

な依頼に基づくデータ提供を行い続け

る形で、大きく貢献している。さらに効

率的な交通量推定手法の研究開発を

進めており、空港面シミュレータを活

用した３研究所の他の新たな研究開

発課題の創出につなげた段階に至っ

ている。 
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した日常的な研究情

報の交換、研究施設

の有効活用を進め、

将来のイノベーション

創出に向けた取組の

活性化を図る。 

 

 

 

 

 

 

の実施にあたって、Ｉ

ＣＴを活用した日常的

な研究情報の交換、

研究施設の有効活用

を進め、経営資源の

効果的・効率的な活

用を図るとともに、研

究者相互のコミュニ

ケーションの場、研究

所の役員と職員との

間での十分な意見交

換の場を設ける等、

将来のイノベーション

創出に向けた取組を

活性化する。 

 

国土交通省航空局において H28 に立

ち上げた連携調整会合を毎年継続し

て実施し、前述の研究課題の概要と

進捗を関係する研究者間及び当局と

の間で共有するとともに、今後の連携

事項について意見交換を行っている。 

 

○海洋分野の点検におけるドローン

技術活用に関する研究に関しては、

海洋分野である船舶、洋上風車、港

湾施設の点検において、ドローンを効

果的に活用し目視確認の代替又は支

援を行うことで、点検作業の負担を軽

減させることが可能となることを確認

し、コスト低減、安全性向上、作業効

率の向上など総合的な観点での維持

管理の高度化を目的とした「交通運輸

技術開発推進制度」による研究（平成

29～令和元年度）を実施した。 

点検におけるドローン技術活用の実

用化に向けた課題への対応として、

飛行実験を実施し、LIDER（レーザー

によるレーダー）を用いたドローンによ

る自立安定飛行を確認し、閉鎖区域

内でも自立飛行ドローンを用いること

で、検査時間の安定及び短縮が可能

であることを確認した。また、開発した

利用技術を、船舶の点検、港湾の点

検、洋上風力発電施設の点検に適用

し、有効性を確認するとともに、ドロー

ンの運用法と３つの点検作業に対す

るガイドラインを作成した。 

 

○大規模災害時における海上・航空

輸送に関わるボトルネック解析に関し

ては、大規模災害発生時の救助・救

援活動（特に、人命救助において一つ

のリミットとなる発災後 72 時間以内）

における陸・海・空が連携した輸送お

よびその結節点となる空港、港湾にお

ける混雑の発生と対応策について、

事前検討を可能にするシミュレーショ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○海洋分野の点検におけるドローン

技術活用の研究においては、船舶の

点検（海技研担当）、港湾の点検（港

空研担当）、洋上風力発電施設の点

検を、実際にドローンを用いて実施

し、得たデータを基に解析して、欠陥

の検出や港湾構造物の変化の検出

が適切に行われていた。また、ドロー

ンの運用についての法的な側面につ

いての調査（電子研担当）がなされて

いた。これらをもとに 3 つの検査対象

に対応した。 

このように本研究においては 3 つの

研究所が他の研究機関と協力してド

ローン運用と画像による解析手法を

中心に連携して活動し、今後の点検

作業に有益なガイドラインを作る等積

極的な研究活動が行われ各研究所

が持つポテンシャル以上の研究がで

きたと評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大規模災害時における海上・航空

輸送に関わるボトルネック解析の研

究は、平成３０年度より共通連携研究

テーマとして防災・減災技術を設定
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ンツールの開発を目的とした「交通運

輸技術開発推進制度」による研究を

令和元年度より開始している。なお、

本研究の成果が地方自治体の防災

計画や災害対策の立案・修正におい

て有効に活用されることを最終目標と

している。 

傷病者輸送シミュレーションの前提条

件となる各種データを取得するため、

地震や台風による大規模災害が予想

される地方公共団体の防災計画等に

ついて実態調査をするとともに、災害

時の傷病者輸送全体を模擬する災害

時輸送シミュレータ、陸と空の結節点

の様子を模擬する空港面シミュレータ

及び港湾施設の利用性を評価するシ

ステム構築のためのフレームワークを

設計した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○共通基盤となる技術を活用した研

究については、AI/IoT 技術、防災・減

災技術、洋上風力発電等の共通基盤

技術に関して3研連携勉強会と、少人

数のグループ勉強会を開催し、同時

に研究施設見学を実施することにより

分野横断的な取組と交流を促進し、よ

り一層の研究活動の活性化を図っ

た。 

また、防災・減災に関連した技術研

究開発への取組として、各研究所が

取り組んできた防災に関する研究を

冊子に取りまとめた。勉強会と本冊子

をきっかけとして「大規模災害時にお

ける海上・航空輸送に関わるボトルネ

ック解析」の研究を 3 研が連携して立

し、３研究監で３研究所内での関連研

究を冊子として取りまとめ、その中の

災害時輸送シミュレーションを中心に

研究計画の作成を行い、交通運輸技

術推進制度に応募して採択された。 

また、この研究は令和元年度が初

年度であることから、まず、傷病者輸

送シミュレーションを行うために必要

な設定条件等に関する調査を、文献

調査と被災が予想される地方公共団

体の防災担当者が参加する連絡会を

設置して実施した。次に、３研の２つ

のシミュレータと港湾の利用性評価シ

ステムの接続のための調整を行い、

傷病者輸送シミュレーションのフレー

ムワークが構築できた。 

この様に、本研究は、適切な連携

研究の創出管理の下、研究計画が策

定され、採択された。さらに、初年度

に実施すべき研究が的確に実施され

ており、適切な研究管理がなされ、各

研究所の独自の能力以上の研究が

なされていると評価できる。 

今後は、シミュレータの構築を進

め、各地方公共団体の防災計画への

成果の反映を目指す。 

 

○海技研と港空研は、３研統合のあ

った平成 28 年度より、海難事故時に

おける油流出・処理効率向上技術に

関する研究を共同で実施していた。こ

の研究の議論の中で、今回の研究の

アイディアが創出され、令和元年度の

科研の研究として採択された。 

令和元年度は 3 年計画の初年度に

あたり、重油、界面活性剤及び水のエ

マルジョン化に関する基礎的な実験

や高温・高圧ジェットで光年ドブスの

流動化促進を行うシステムの試作及

びその実験が実施され、その結果を

日本機械学会において海技研と港空

研の研究者による共著論文として発
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案し、国土交通省の交通運輸技術開

発推進制度への応募に発展させた。 

新たな分野横断研究として、２つの

新規テーマを開始した。１つは、油回

収技術に関する研究である「高温高

圧ジェットによる高粘度物質の微細化

及び流動化に関する研究」が令和元

年度の科研の研究として採択され、

研究を開始した。令和元年度は 3 年

計画の初年度にあたり、重油、界面

活性剤及び水のエマルジョン化に関

する基礎的な実験や高温・高圧ジェッ

トで高粘度物質の流動化促進を行う

システムの試作及びその実験が実施

され、その結果を日本機械学会にお

いて海技研と港空研の研究者による

共著論文として発表した。 

もう１つは、「みちびき」を利用した

データの利活用による小型船の自動

着桟に関する研究を開始し、準天頂

衛星「みちびき」についての知見とハ

ードの共用により、短期間に、実験ベ

ースではあるが、仮想岸壁への自動

着桟に成功している。また、音声によ

り操船指示のタイミングを支援する着

桟操船支援システムの構築を行っ

た。 

 

各研究所の研究発表会等では、海

上技術安全研究所研究発表会、港湾

空港技術講演会、電子航法研究所研

究発表会において、分野横断的研究

として各研究所が相互に講演を行っ

た。また、研究連携の状況を把握、管

理するために「研究の連携案件調査

票」を作成、更新し、研究所内で共有

した。 

 

 

 

 

 

表した。 

これまで述べてきたように、2 つの

研究所間で適切にコミュニケーション

が取られ連携研究が創出された。さら

に、研究目標である高粘度物質の流

動化促進に向けた研究が着実に行わ

れており、分野横断的な研究が適切

に推進されているとともに着実な成果

が出ていると評価できる。今後、さら

に研究が進み、システムの実用化と、

流出油回収の効率化に期待できる。 

 

 

 

○「みちびき」から得られるデータの利

活用として、本研究は、船員不足で困

窮している内航船運航の支援として、

着桟の操船の支援と自動化につい

て、令和元年度より研究を進めたもの

で、海技研の船舶制御技術およびハ

ードの運用技術と、電子航法研究所

の、準天頂衛星「みちびき」について

の知見とハードの共用により、短期間

に、実験ベースではあるが、仮想岩壁

への自動着桟に成功している。また、

音声により操船指示のタイミングを支

援するシステムの構築を行った。 

この様に、本研究では、２研究所の適

切な連携の下、迅速に研究成果が出

たと評価できる。 

 

○新しい連携研究創出のための取り

組みでは、共通基盤技術と共通連携

研究テーマを適切に設定し、会議の

専門家の講演、プロジェクトチームで

の討議による人工知能に関する知識

の深化や、テレビ会議機能を用いた

テーマを絞った３研連携勉強会を開

催して基盤技術に関する知識の取得

と利用の推進を適切に図るなど、効

率的に新しい連携研究の創出の取り

組みがなされていた。 
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（２）研究マネジメントの充実 

○中長期目標期間中の研究開発成

果の最大化を推進かつ旧３研究所

の研究分野にまたがる分野横断な

研究を効率的かつ効果的に実施す

るとともに、研究所全体の統制管理

を行うため、海上、港湾、電子航法

の各分野を専門とするメンバーで

構成する経営戦略室を設置し、理

事長と経営戦略室との研究所の経

また、研究のコーディネーターの役

割を担う研究監を設置し、彼らに３研

究所の研究内容の理解を促し、その

理解をベースとして適切に連携研究

テーマの把握、調整、管理がなされて

きた。これにより、船舶工学、土木工

学および電気・電子工学と興味の違う

研究者の連携の難しさを克服して、当

初設定されていた２つの連携研究の

他、３つの連携研究を創設した。さら

に、共通基盤技術として設定した人工

知能技術を利用した１６の研究が創

出された。 

さらに、３研連携勉強会について

は、３研の研究者へのアンケートの結

果、７割弱の研究者が肯定的な評価

をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研究マネジメントの充実 

○研究所全体の統制管理を行うた

め、経営戦略室を設置し、統合した研

究所としてのあり方について企画調

整を実施し、基本理念及び運営方針

の策定などにより、研究所全体の統
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営戦略に関する定期的な会議を開

催し、統合した研究所としての取り

組みを企画した。平成３０年度から

は、海上技術安全分野、港湾空港

技術分野、電子航法分野の各分野

を専門とする研究監と連携して各

研究分野の連携・調整を行うため

の会議、理事長及び全役員と経営

戦略室との研究所の経営戦略に関

する定期的な意見交換会を開催し

た。 

 

○平成２８年度は、研究所の基本理

念及び運営方針を策定した。策定

にあたっては役員との意見交換を

踏まえ、研究所全体の意見の聴取

などを行い、「交通の発展と、海、

空、国土づくりに貢献します」との基

本理念のもと、研究所の将来像を

設定した。また、運営方針として①

アカデミズムとインダストリーの交

流点、②基礎学術の充実と産業知

識の体系化、③イノベーションと新

技術、未来創造の拠点、と３本柱を

定め、新たな価値を創造する研究

所の「かたち」を今後つくっていくこ

とを目指した。平成２９年度は、社

会全体の将来の方向性、交通運輸

のあり方、関連技術・研究を取り巻

く環境などの動向を踏まえ、海事、

航空、社会基盤、交通経済、国際

経済各分野の外部有識者等で構

成された外部有識者からなる会合

において、長期ビジョンを策定し

た。長期ビジョンについては、これ

まで３研究所が培ってきたポテンシ

ャルをさらに高めるだけでなく、これ

らの学術及び技術力を連携、融合

させることで、交通とこれが支える

産業の持続発展と、海、空、国土の

開発、利用、保全等の適切な利用

に貢献することを基本理念として策

制管理を行った。また、研究所の長期

ビジョンを策定し、研究所一体として

の取り組みを進めた。 

 

○中長期目標期間の年度計画は着

実に進捗していることに加え、うみそ

ら研長期ビジョンの行動計画を推進し

たことにより、「研究体制の充実」につ

いては、研究成果の最大化に向けた

研究体制の充実を目指す取組を行う

ことで、３研連携の研究課題による競

争的資金を獲得した。「人づくり」につ

いては、所内外の研修に総務・企画

部門の職員を含む全役職員が積極的

に取り組むことにより、研究業務をよ

り効率的、効果的に進めるための研

究支援体制を強化した。「研究交流の

促進」については、海外の研究機関と

の連携を促進することにより、研究分

野の幅を広げ、将来の海外機関との

共同研究等、イノベーション創出に向

けた研究開発環境の構築を進めるこ

とができた。 

 

○科研費を含む各種競争的資金の研

究への応募及び各種受託業務の契

約及び民間企業等の要望に基づく有

償での研究所施設利用等により、外

部資金の獲得を積極的に行った。 

 

○ICT を活用した日常的な研究情報

の交換については、テレビ会議システ

ムやメール等を活用し、勤務時間の

有効活用及び経費の節減につなげ

た。また、３研究所の情報システム統

合については内閣サイバーセキュリ

ティセンターから他法人に推奨される

良好事例として高く評価された。さら

に、３研究所統一の新会計システム

については、管理業務の効率化及び

経費の節減につながることが期待さ

れる。 
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定した。さらに、長期ビジョンの中に

は、共通基盤となる技術、基礎的

研究を強化した「研究体制の充

実」、能力ある人材の採用、研修等

を充実した「人づくり」および外部機

関との研究・技術交流・連携学術等

の「研究交流の促進」を３つの柱と

した「行動計画」をまとめ研究所一

体として取り組んで行くこととした。

平成３０年度以降は、この行動計画

に沿って、研究所一体となって取組

を実施した。 

「研究体制の充実」については、

３研連携勉強会やグループ勉強会

を各々複数回開催し、共通基盤技

術の研究に関する今後の連携につ

いて情報共有や意見交換等により

推進するなど、分野横断的な研究

を中心に研究成果の最大化に向け

た研究体制の充実を目指す取組を

行った。その結果、令和元年度に

は３研究所が連携して研究課題を

立案し、国土交通省の交通運輸技

術開発推進制度への応募に結び

つけた。 

「人づくり」については、内閣官房

内閣サイバーセキュリティセンター

(NISC)等の外部機関が主催する研

修や勉強会に研究所職員を積極的

に参加させるとともに、研究倫理研

修、知財研修及び安全保障輸出管

理研修等の各種研修（所内研修）

を積極的に実施した。その際、研究

部門のみならず総務・企画部門の

職員も受講させることにより、研究

所全職員のスキルを向上させ、研

究業務をより効率的、効果的に進

めるための支援体制の強化につな

げた。 

「研究交流の促進」については、

国内企業や大学等の外部機関との

共同研究を引き続き実施したほ

 

○研究所運営全般に係る会議や分野

横断的研究の推進に係る会議の開

催、並びに３研連携勉強会等の開催

により、将来のイノベーション創出に

向けた取り組みを積極的に実施して

いる。 

 

○研究マネジメントにおいては、これ

まで 4 年間で、研究開発成果の最大

化に向けて、戦略的なうみそら研長期

ビジョンの及び行動計画を策定し、行

動計画を推進したことにより顕著な成

果が創出された。今後３年間、引き続

き、行動計画を推進することにより、

世界最高の研究レベルとイノベーショ

ン駆動の実現が期待される。 

 

ここに示した様に、ベースの違う研

究所の連携は難しいという状況にも

かかわらず、３件の公募型研究の採

択を実現すると共に、こうした取り組

みは連携研究以外にも３研の研究の

促進に貢献できており、A 評価に値す

る顕著な成果が出たと評価する。 
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か、研究員の在外派遣を通じて海

外の研究機関との連携を促進する

ことにより、研究所としての研究分

野の幅を広げ、将来の海外機関と

の共同研究等、イノベーション創出

に向けた研究開発環境の構築を目

指す取組を実施した。 

 

○必要経費の積極的な確保のため、

科研費を含む各種競争的資金の研

究への応募及び各種受託業務の

契約等により、外部資金獲得の取

組を積極的に行った。平成２８年度

は、戦略的イノベーション創造プロ

グラム（SIP）を獲得し、「次世代海

洋資源調査技術」に関する研究開

発を海技研、港空研で実施した。 

平成２９年度は、交通運輸技術開

発推進制度（競争的資金）におい

て、海洋分野の点検におけるドロー

ン技術活用に関する研究」が採択

され、３研究所がそれぞれの得意

分野を生かした形で、研究を開始し

た。平成３０年度は、分野横断的な

研究に係る外部資金の確保に向け

た取組を行い、「大規模災害時にお

ける海上・航空輸送に関わるボトル

ネック解析」の研究を３研究所が連

携して立案し、国土交通省の交通

運輸技術開発推進制度への採択

につなげた。また、令和元年度に

は、1 件の研究について科研費を

獲得し、分野横断的な研究を実施

している。 

 

○ICT を活用した日常的な研究情報

の交換については、三鷹・調布地

区にある海上技術安全研究所と電

子航法研究所及び横須賀地区に

ある港湾空港技術研究所との間の

コミュニケーションに積極的にテレ

ビ会議システムやメール等を活用し
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た。各種報告や情報交換に加え、

各研究分野の連携・調整を行うた

めの会議もテレビ会議で行い、分

野横断的な研究の計画立案に役

立てた。 

研究所の情報システムに関し

て、３研究所のネットワークシステ

ム統合などの整備を実施し、平成３

１年１月からは３研究所で同一のグ

ループウェアの稼働を開始した。こ

の情報システムの統合について

は、必要なセキュリティ対策を講じ

ながら運用されていたことから、内

閣サイバーセキュリティセンター

（NISC）によるセキュリティ監査にお

いて、３研究所が連携して「法人と

して共通のセキュリティ水準を念頭

にセキュリティ対策を推進したこと」

が「他法人に推奨される良好事例」

として、高く評価された。また、３研

究所統一の新会計システムの整備

を行い、平成３１年４月からは運用

を開始し、今後の管理業務の効率

化及び経費の節減につながること

が期待される。 

 

○研究施設の有効活用の取り組みに

ついては、海上技術安全研究所の

研究分野において、港湾空港技術

研究所の懸濁物粒径分布測定装

置及び水中設置型粒度・ 粒径分

布測定記録計、海底探査水槽を活

用し、海上技術安全研究所の AUV

の潜航動作試験を港湾空港技術

研究所の水中作業環境再現水槽

において実施するなど、研究所間

の施設利用を積極的に行い、効果

的・効率的な施設運用を推進した。

また、400m 試験水槽、海底探査水

槽及び電波無響室などにおいて、

民間企業等の要望に基づき有償で

研究所施設を利用させることによ
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り、研究資金の確保にもつなげた。 

 

○研究者間の相互のコミュニケーショ

ンの場としては、それぞれの研究

所の研究発表会の他に３研究所の

研究者間の情報及び意見交換の

場として、３研連携勉強会及びグル

ープ勉強会を定期的に開催した。

特に３研連携勉強会については研

究所の施設見学会や意見交換会

を併せて開催することで、最新の研

究、各研究所施設の紹介等を行

い、研究所全体として研究の一層

の推進を図った。また、３名の研究

監が各研究所の研究計画及び研

究評価の委員会に参加し、各研究

所の情報収集を互いに行い、海

上・港湾・航空技術研究所内の研

究の把握と連携研究の提案に活用

した。 

研究所役員と職員との間につい

ては、理事長をはじめとする役員及

び経営戦略室による研究所運営全

般に係る会議や、経営戦略室と研

究監による分野横断的研究の推進

に係る会議を定期的に行うことで、

研究所の将来の運営方針や各研

究職員の研究内容等の相互理解

を深めるとともに、将来のイノベー

ション創出に向けた取り組みに役

立てるための研究所職員からの意

見聴取を行う等を積極的に実施し

た。 

その他、管理部門が研究職職員

に対して研究支援の充実方策に関

する要望調査を実施し、研究者と

管理部門のコミュニケーションにも

取り組むとともに、役員が全職員に

対して、研究所の方針に関するア

ンケートや３研統合後の４年間に関

する職員の意識調査を実施し、役

員と職員のコミュニケーションの向
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上にも取り組んだ。 

今後もこれらの意見交換会等を活

用し、各研究員個別間における具

体的なさらなる連携の場の設置等

を引き続き促進していく。 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－３－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間中間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２ 船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】我が国の海上輸送の安全の確保等における技術的課

題の解決は、国土交通省の政策目標実現に不可欠であるため。 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

（研究開発評価、政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビ

ューシートの番号を記載） 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 ２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度  ２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 

査読付論

文数（ジャ

ーナル等

で発表さ

れたもの） 

－ 95 (52) 

編※ 

137(73) 

編※ 

143

（71）

編※ 

154(92) 

編※ 

－ － － 予算額（千円） 3,264,785 3,302,692 3,136,060 3,144,263 － － － 

重点的に

取り組む

研究実施

数 

－ 25件 24件 13件 13件 － － － 決算額（千円） 4,436,733 4,761,679 4,539,815 3,458,359 － － － 

競争的資

金の獲得

件数 

－ 61件 63件 58件 75件 － － － 経常費用（千円） 4,144,361 4,517,371 4,578,938 3,641,308 － － － 

         経常利益（千円） 289,122 84,386 -331,674 -116,300 － － － 

         行政コスト（千円） 2,474,921 2,839,269 3,114,941 5,687,828 － － － 

          従事人員数 212 207 208 201 － － － 

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注２）行政コストは、30年度実績まで、行政サービス実施コスト 

注３）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全文査読の論文数。括弧内はうちジャーナル発表数   
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 中長期目標期間中間評価 

 国土交通省は、よ

り安全かつ効率的で

環境負荷の低い海上

輸 送 の 実 現 に 向 け

て、船舶等の安全の

確保及び環境負荷の

低減を進めるととも

に、海洋産業の振興

及び国際競争力の強

化、海事産業を支え

る人材の確保・育成

などの政策を推進し

ている。研究所は、こ

のような政策におけ

る技術的課題への対

応や関係機関への技

術支援等のために、

次の研究開発課題に

ついて、重点的に取

り組むこととする。 

さらに、独創的また

は先進的な発想に基

づき、研究所の新た

な研究成果を創出す

る可能性を有する萌

芽 的 研 究 に 対 し て

は、先見性と機動性

を持って的確に対応

する。 

 

【重要度：高】 我が国

の海上輸送の安全の

確保等における技術

的課題の解決は、国

土交通省の政策目標

実現に不可欠である

ため。 

 

 

中長期目標に掲げ

ら れ た 研 究 開 発 課

題、すなわち海上輸

送の安全確保及び環

境負荷の低減や海洋

開発の推進、海上輸

送を支える基盤的技

術開発等に対する適

切な成果を創出する

ため、本中長期目標

期間においては、次

に記載する研究に重

点的に取り組むことと

する。また、これら重

点的に取り組む研究

開発課題以外のもの

であっても、本中長期

目標期間中の海事行

政を取り巻く環境変

化により、喫緊の政

策課題として対応す

べきものがある場合

は、重点的に取り組

む研究開発課題と同

様に取り組むこととす

る。さらに、独創的ま

たは先進的な発想に

基づき、研究所の新

たな研究成果を創出

する可能性を有する

萌芽的研究について

も、先見性と機動性を

もって的確に対応す

るとともに、研究ポテ

ンシャルの維持・向

上、海事分野での新

たなシーズの創生を

図るための取組を行

う。 

１．評価軸 

（国の方針・社会的観点） 

○成果・取組が国の方針や社会の

ニーズに適合し、社会的価値（安

全・安心の確保、環境負荷の低

減、国家プロジェクトへの貢献、海

事産業の競争力強化等）の創出に

貢献するものであるか。 

 

（科学的観点） 

○成果の科学的意義（新規性、発

展性、一般性等）が、十分に大き

いか。 

 

（時間的観点） 

○成果が期待された時期に創出さ

れているか。 

 

（国際的観点） 

○成果が国際的な水準に照らして

十分大きな意義があり、国際競争

力の向上につながるものである

か。 

 

（先見性・機動的観点） 

○萌芽的研究について、先見性と

機動性を持って対応しているか。 

 

 

２．評価指標 

○研究開発等に係る具体的な取

組及び成果の実績 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

中長期目標に掲げられた研究開発

課題、海上輸送の安全確保及び環境

負荷の低減や海洋開発の推進、海上

輸送を支える基盤的技術開発等に対

する適切な成果を創出するため、（１）

海上輸送の安全の確保、（２）海洋環

境の保全、（３）海洋の開発、（４）海上

輸送を支える基盤的な技術開発の４

つの分野を重点的に実施した。 

各研究について、年度計画に記載

された措置事項を着実に実施するとと

もに、政策課題（社会・行政ニーズ）等

の研究開発課題を取り巻く環境変化

を踏まえた措置内容の見直し等を実

施しつつ取り組んだ。 

具体的な取り組みは以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

根拠： 

年度計画は全て達成しており、研

究開発成果の最大化に向けた顕著な

成果の創出や、将来的な成果の創出

の期待が求められる。有識者から構

成される外部評価委員会の委員よ

り、各評価軸に沿った評価を受けた。

特筆すべき事項は以下のとおり。 

 

なお、予算額と決算額のかい離の

主な要因については、受託事業等が

予定を上回ったことであり、適切な財

務運営を図ったものと考える。 

 

（国の方針・社会的観点） 

〇各種研究は、段階的に成果が充実

しており、解析技術やデジタルツイン

等の昨今の情報科学の進展や海事

産業界の社会ニーズを取り込んでい

けるような方向性や、GHG 削減に向

けた新たな社会を見越した研究開発

などの研究のビジョンも含めた方向性

を高く評価できる。特に、省エネ付加

物を考慮した次世代 CFD ソフトを世界

で初めて開発・実用化した実績は、科

学的意義・社会的価値・成果の時期

の全ての観点で高く評価できるもので

あり、顕著な成果である。 

 

（科学的観点） 

〇4 年間、査読付き論文数や論文賞

などの受賞数が高い水準にあり、そ

れら研究の成果が一般社会に還元さ

れていることは科学的意義が十分に

大きかったといえる。また、将来のさら

なる発展が期待される顕著な成果が

評定 Ａ 

【評定に至った理由】 

当該国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等について諸事情

を踏まえて総合的に勘案した結果、下記のとおり顕著な成果の創出や将来的

な成果の創出の期待等が認められる。また、本評価項目に係る予算額と決算

額には乖離が生じているが、これは受託等の確保に務め、予定以上に外部資

金を獲得したことが主な要因であり、独立行政法人に対して自己収入の拡大

に向けた取組みが求められる中、研究開発に関する成果の創出の観点のほ

か、業務運営に関する財源確保の観点からも顕著な成果を挙げたものと認め

られる。これらを総合的に勘案し、A 評定とする。 

 

（海上輸送の安全の確保に関する研究） 

・海上輸送の安全の確保に関する研究では、先進的な船舶の安全性評価手

法及び合理的な安全規制の体系化に関する研究開発として、荷重・構造強度

評価システム（DLSA）の改良・高度化が順調に進められており、造船所での利

用も拡大していることから、我が国造船業の国際競争力強化に大いに貢献し

ている。今後、中長期計画（２）②に従って開発された船舶基本設計ソフトとの

融合により、船舶の最終強度や事故時の残余強度等の評価を可能とする

「DLSA-Ultimate」の開発・実用化が見込まれており、我が国造船業の国際競

争力の更なる強化に加え、海難事故の防止への貢献が期待される。 

また、船舶のリスク評価技術及びリスクに基づく安全対策構築のための影

響評価技術の開発として、液化水素運搬船の漏洩リスク解析のためのリスク

モデルを構築し、世界初の液化水素運搬船の建造に貢献するなど、先進的な

船舶の普及に繋がる顕著な成果を挙げている。今後、代替燃料の漏洩リスク

モデルの開発、自動運航船を構成するシステムのモデル化等を進めることに

より、我が国が目指すゼロエミッション船及び自動運航船の早期実用化への

貢献が期待される。 

さらに、安全運航と海難事故防止に必要な技術開発及び基準に関する研究

として、国土交通省が平成 29 年 3 月に公表した「船舶におけるスマートフォン

アプリ活用のためのガイドライン」の案策定、実海域環境下での操縦性能を推

定する模型実験法の開発、波浪中での負荷変動に対する主機の応答特性を

考慮できる水槽模型試験法の開発、船舶の新たな制動手法の開発を行うな

ど、中長期目標に定める海難事故等の原因究明手法の深度化や適切な再発

防止策の立案に大いに貢献する成果を挙げている。今後、荒天下の操船評価

プログラムや走錨リスク判定システムなどの開発が見込まれ、新たな安全基

準の検討や海難事故等の減少に貢献することが期待される。 

（海洋環境の保全に関する研究） 

・海洋環境の保全に関する研究では、船舶から排出される大気汚染物質に関

わる環境対策技術や、水素、アンモニア等の多様な代替燃料を用いた舶用動
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（１）海上輸送の安全

の確保 

海難事故の再発防

止と社会合理性のあ

る安全規制の構築に

よる安全・安心社会

の実現及び国際ルー

ル形成への戦略的な

関与を通じた海事産

業の国際競争力の強

化に資するため、先

進的な船舶の安全性

評価手法の研究開発

や、海難事故等の原

因究明手法の深度化

や適切な再発防止策

の立案等に関する研

究開発に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）海上輸送の安全

の確保 

安心・安全社会の

実現のため、適切な

安全規制の構築が求

められる一方、国際

海事機関（ＩＭＯ）での

議論に基づき必ずし

も技術的合理性のな

い規制の導入による

社会的コストの増加

に対する懸念から、

船舶の安全性向上と

社会的負担のバラン

スを確保する合理的

な安全規制体系の構

築 が 期 待 さ れ て い

る。また、船舶の安全

性向上に係る技術開

発成果を背景として

我が国が国際ルール

策定を主導すること

は、安心・安全社会

の実現とともに我が

国海事産業の国際競

争力強化の観点から

重要である。さらに、

海難事故の発生原因

を正確に解明し、適

切な海難事故防止技

術を開発することは、

海難事故の削減のた

め不可欠である。こ

のため、以下の研究

開発を進める。 

①先進的な船舶の安

全性評価手法及び更

なる合理的な安全規

制の体系化に関する

研究開発 

 

 

（１）海上輸送の安全の確保 

〇先進的な船舶の安全性評価手法

及び更なる合理的な安全規制の体系

化に関する研究開発においては、船

舶の安全性向上と社会的負担のバラ

ンスのとれた合理的な構造強度評価

法の策定及び規則体系の再構築を目

標に、船体荷重・構造応答一貫解析

強度評価システムの開発を実施して

きた。 

具体的には、まず船体の縦曲げ最

終強度を評価するための荷重・構造

強度評価システム（DLSA-Basic）を開

発した。続けて、DLSA-Basic に海象

条件設定をモジュールとして疲労被

害度等を全船構造要素へマッピング

できる世界でも例を見ないシステムを

開発した。さらに、リアルタイム強度評

価システムや全船体を対象とした構

造の動的応答及び崩壊強度の評価を

可 能 と す る シ ス テ ム （ DLSA-

Professional）を開発することにより、

船体の網羅的な強度評価と、作業コ

スト低減を両立できる、造船所の構造

設計を可能とした。一連のシステム

は、累計ですでに造船所 9 社で利用

を開始した。本研究に関連して、国内

では、2018 年度市村産業賞貢献賞、

第 8 回「ものづくり日本大賞（製造・開

発技術部門九州経済産業局長賞）」、

日本船舶海洋工学会賞（論文賞）を

受賞し、海外では、米国機械学会の

最優秀論文賞を受賞した。 

今後、上記で開発したソフトと船舶

基本設計ソフトとを融合させる等実施

することにより、船舶の最終強度評価

及び動的評価などを可能とするソフト

（DLSA-Ultimate）の実用化が期待で

きる。 

【中長期計画 2（1）①】 

出ている研究が多いことも評価でき

る。 

 

（時間的観点） 

〇4 年間、中長期計画に従った適切

な研究方針のもと進捗し、状況に応じ

たテーマの再設定も適切に行われて

おり、 時宜を得た顕著な成果を上げ

ている。特に、液化水素運搬船の実

船モデルの開発や環境対策技術に関

する研究は、業界から期待された時

期に成果を得られることが出てきてお

り非常に高く評価できる。 

 

（国際的観点） 

〇波浪中抵抗増加プログラムや全球

版気象海象データベース（GLOBUS）

など、世界的に見て最先端の研究成

果は、すでに社会実装が進んでいる

ものが多く、業界への提供もすでに実

施していることから、我が国海事産業

界の国際競争力の向上につながって

いる。また、AUVの高度な開発運用に

ついても、着実に経験を蓄積してお

り、国際的な水準を持っていると評価

できる。 

 

（先見性・機動的観点） 

〇世界が注目する前からアンモニア

や水素の燃焼に関する研究を始めた

ことは、先見性をもっていると言える。

また、海上輸送や造船需要の将来予

測や災害時の輸送評価シミュレータ

の開発など、先見性をもった新たな試

みも精力的に展開していることは評価

できる。 

 

以上の成果は、国の方針や社会ニ

ーズに適合し、安全・安心の確保、環

境負荷の低減等の社会的価値の創

出に貢献するとともに、成果の科学的

意義についても十分に大きいもので

力システムの開発等を進めており、国土交通省による各種ガイドライン、ロード

マップ等（水素燃料電池船の安全ガイドライン、2020 年 SOx 規制適合舶用燃

料油使用手引書、国際海運のゼロエミッションに向けたロードマップ）の発行に

貢献している。今後、低硫黄燃料や水素、アンモニア等の代替燃料の燃焼改

善技術の確立等により、我が国が目指す水素社会の実現、大気汚染防止、

GHG 排出削減への更なる貢献が期待される。 

 また、実海域における運航性能の評価手法の開発及び船舶の総合性能評

価のための CFD 技術の高度化が着実に進められている。今後、実海域性能

評価法の確立、主機デジタルツイン技術を用いた主機監視システムの開発、

次世代 CFD の実用化等を進めることにより、我が国海事産業における省エネ

船・ゼロエミッション船の開発・実用化に大きく貢献することが期待される。 

（海洋の開発に関する研究） 

・海洋の開発に関する研究では、海洋再生可能エネルギー生産システムとして

波力発電及び浮体式風力発電に関する基盤技術の研究開発を進め、波力発

電装置の制御手法を確立、浮体式洋上風力発電施設の損傷時復原性の適用

条件を明確化（国土交通省の関連ガイドライン改正に貢献）するなど、海洋開

発に係る国産技術の発展に寄与する顕著な成果を挙げている。今後、浮体式

洋上風力発電施設の設置・保守オペレーションで使用される作業船に関する

安全性・稼働性評価技術の確立、波力発電装置の制御手法の更なる改良・実

装等が見込まれ、安全性・経済性を両立させた海洋再生可能エネルギー開発

の促進と CO2 排出削減による地球温暖化防止に大きく貢献することが期待さ

れる。 

 また、海洋資源開発に係る生産システムとして、海底熱水鉱床の採鉱・揚鉱

技術等の研究開発を進め、商業生産を想定した計画支援プログラム及び全体

システムの稼働性評価プログラムを開発し、海洋資源開発に係る国産技術の

確立・実用化に向けて顕著な成果を挙げている。今後、海底熱水鉱床開発シ

ステムに関する安全性・稼働性評価技術の開発と計画支援プログラムの高度

化が見込まれ、我が国政府及び民間の海底資源開発企業等による活用が期

待される。 

 さらに、AUV 運用技術に関する研究開発において、AUV の複数機同時運用

に係る技術の開発・高度化が進められており、顕著な成果を挙げている。今

後、複数 AUV 制御システムの更なる高度化と実海域での実証実験を進め、よ

り広域の資源探査等を可能にするとともに、民間への技術移転を推進すること

で、民間の海洋産業の国際競争力強化に貢献することが期待される。 

（海上輸送を支える基盤的な技術開発に関する研究） 

・海上輸送を支える基盤的な技術開発に関する研究では、海事産業の発展を

支える技術革新と人材育成に資する技術として、ICT 技術を活用した生産管理

システム及び造船曲げ加工支援 AR システムの開発を行い、複数の中小造船

所に導入されるなど、我が国造船業の生産性向上・競争力強化に資する顕著

な成果を挙げている。今後、AI 技術を活用した次世代造船設計システムのプ

ロトタイプ及び騒音予測 Web アプリケーションの開発が見込まれており、更な

る我が国造船業の生産性向上・国際競争力向上への貢献が期待される。 
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②海難事故等の原因

究明の深度化、防止

技術及び適切な対策

の立案に関する研究

開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇国土交通省が掲げる海事生産性

革命「i-Shipping」の一環として、上記

に関する研究開発と関連した船体構

造モニタリングシステムの開発を実施

している。 

世界で初めてコンテナ船の船体構

造モニタリング解析を実施し、モニタリ

ングを実施した大型コンテナ船 10 隻

から得られた応力データをもとに最大

応答値や疲労寿命に及ぼすホイッピ

ング影響を解明した。これらのデータ

をもとに、船体構造モニタリングガイド

ラインの草案を作成した。さらに、遭

遇海象と作用荷重を解析するプログ

ラムを開発し、就航船の最大荷重を

推定できるようになったため、設計時

の荷重と比較が可能となり、安全余

裕度の推定が可能となった。一連の

研究開発の結果を踏まえ、新たに船

体構造デジタルツインの研究開発を

開始し、今後、今まで不可能であった

海難事故検証が可能となり、さらなる

海難事故防止が期待される。 

【中長期計画 2（1）①】 

 

〇先進的な船舶の安全性評価の一

環として船舶のリスク評価技術及びリ

スクに基づく安全対策構築のための

影響評価技術の開発を実施してき

た。GHG 問題対応のための代替燃料

の導入に向けて、具体的には、リスク

評価技術を用いた伊豆大島西岸推薦

航路を世界で初めて設定することが

できたことにより、多くの船舶が期待

通りにこの推薦航路を遵守し当航路

における衝突の危険性の減少に貢献

できた。また、液化水素運搬船の漏洩

リスクのためのリスクモデルを構築す

ることにより、造船事業者は世界初の

液化水素運搬船の建造を着手するこ

とができた。 

あり、国際的な水準に照らして非常に

大きく、我が国海事産業の競争力強

化に大きく寄与するなど、評価軸を満

足する顕著な実績と考える。また、今

後の研究計画を踏まえ、中長期目標

に対して、目標以上の成果が期待で

きる研究や、中長期目標で期待され

た成果をすでに達成し、発展的に新

たな研究を開始したものも多いことか

ら、自己評価を「A」と評価した。 

 

 

 

 また、海上輸送の新たなニーズに対応した運航支援技術として、AI 技術を活

用した画像処理による AIS 非搭載船検出システム、音声ガイダンスによる着桟

操船支援システム等を開発し、自動運航船の実用化に資する顕著な成果を挙

げている。今後、避航経路表示システム、自動運航見張りシステム等の開発

が見込まれており、船員不足への対応やヒューマンエラーによる海難事故の

削減に資する自動運航船の実用化に向けた更なる貢献が期待される。 

 

【その他事項】 

（国立研究開発法人審議会の意見） 

評定：Ａ 

＜評定理由＞ 

○ 以下の点について高く評価できる。 

・中長期計画に沿って 4 年間で着実に結果を積み上げ、技術的にも社会的に

も評価を受けるなど顕著な成果がみられる。 

・DLSA、小型高効率スクラバーの開発、GLOBUS の学術成果と産業利用、浮

体式洋上風力発電の安全ガイドライン策定、複数 AUV の制御アルゴリズム

開発など、継続的に国内外で客観的な評価を受けており、顕著な成果を上げ

ている。 

・水素燃料電池船の実証実験を始めカーボンフリー燃料船の安全性と経済性

評価や、ICT 利用による大陸間自動運航、AI による海上物流効率化は今後

ますます大変重要になると思われる。大いに期待している。 

・デジタルツインや自動化などの今後を見据えた研究への展開は、高く評価で

きる。 

・DLSA-Basic，-Professional は国内造船所の設計技術の国際競争力向上に

大きく貢献するものであり、本システムの永続的な発展と保守・維持の体制も

検討されていることが評価できる。 

・全球版気海象データベースは普遍的に利用できる人類の資産であり、これを

整備した功績は大きい。 

・IMO での活動や GHG 削減技術、AUV 開発など、社会的ニーズを反映した活

動や、将来を見据えた萌芽的研究成果も評価できる。 

・デジタル技術などを適宜取り入れ、研究開発テーマを柔軟に適応させている

ことも評価できる。 

 

＜その他の意見＞ 

・造船業の国際的競争力向上は、今やパラダイムシフト的な新規技術開発に

よるところが大となり、民間に期待できなければ研究開発法人が担うしかな

い。ますますの発展を期待する。 

・AUV 運用技術に関する技術は、海洋資源開発に限らず海洋や水産関係の調

査研究などに活用されることを期待する。 
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（２）海洋環境の保全 

船舶による環境負

荷の大幅な低減と社

会合理性を兼ね備え

た環境規制の実現及

び国際ルール形成へ

の戦略的な関与を通

じた海事産業の国際

競争力の強化に資す

るため、適切な規制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）海洋環境の保全 

ＩＭＯにおいて、船

舶の運航に伴い排出

される二酸化炭素（Ｃ

Ｏ２）、窒素酸化物（Ｎ

Ｏｘ）、硫黄酸化物（Ｓ

Ｏｘ）等の規制が段階

的に強化されるととも

に、排ガス中のブラッ

クカーボン等新たな

今後、自動運航船のリスク評価外ド

ライン等を作成することにより、新たな

コンセプトの船舶などの設計段階にお

けるリスク解析を可能となる。 

【中長期計画 2（1）①】 

 

〇海難事故等の原因究明の深度化、

防止技術及び適切な対策の立案に関

する研究開発においては、安全運航

と海難防止に必要な技術開発や基準

の提案を実施してきた。 

具体的には、荒天下での安全性の確

保するために IMO で規定されている

最低出力暫定指針の改訂案を提案

し、合理的かつ実効可能な指針案の

策定に貢献した。また、小型船用の衝

突の防止支援スマホアプリ開発ガイド

ライン案を作成し、国土交通省におい

てのガイドライン策定に貢献した。さら

に、波浪中での負荷変動に対する主

機応答特性を考慮できる水槽模型試

験法、実海域環境下での操縦性能の

推定する模型試験法を開発し、荒天

下での主機安全稼働及び操縦性能

の向上に貢献した。 

今後、荒天下における操船評価プ

ログラムや走錨リスク判定システムを

開発することにより、海難事故の減少

が期待される。 

【中長期計画 2（1）①】 

 

 

（２）海洋環境の保全 

〇船舶による環境負荷の大幅な低減

と社会合理性を兼ねそら得た環境規

制の実現に向けて、船舶から排出さ

れる大気汚染物質に関わる環境対策

や多様なエネルギー源等を用いた舶

用動力システムの開発を実施してい

る。 

まず、船舶ディーゼル機関から排

出される PM 等大気汚染物質の計測
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手法、船舶のグリー

ン・イノベーションの

実現に資する革新的

な技術及び実海域に

おける運航性能評価

手法の研究開発、並

びに船舶から排出さ

れる大気汚染物質の

削減や生態系影響の

防止に資する基盤的

技術及び評価手法等

に関する研究開発に

取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題についても検討

が行われている。こ

のため、これらの船

舶に起因する環境負

荷の大幅な低減に資

する革新的な技術開

発とともに、環境への

負荷を正しく評価した

うえで社会合理性の

ある適切な規制を構

築することが求めら

れている。また、環境

負荷低減に係る技術

開発成果を背景とし

て国際ルール策定を

主導することは、地球

環境問題解決への貢

献とともに我が国海

事産業の国際競争力

強化の観点から重要

である。このため、以

下の研究開発を進め

る。 

①環境インパクトの

大幅な低減と社会合

理性を兼ね備えた環

境規制の実現に資す

る規制手法に関する

研究開発 

②船舶のグリーン・イ

ノベーションの実現に

資する革新的な技術

及び実海域における

運航性能評価手法に

関する研究開発 

③船舶の更なるグリ

ーン化を実現するた

めの、粒子状物質（Ｐ

Ｍ）等の大気汚染物

質の削減、生態系影

響の防止に資する基

盤的技術及び評価手

組成を分析し、将来的な BC、PM 等排

出規制検討の前提となる排出量の把

握に寄与した。［本研究に関して、日

本マリンエンジニアリング学会論文賞

を受賞した。］ 

2020 年から新たに強化される船舶

の排ガス中の硫黄分濃度規制（SOｘ

規制）に対応するため、SOｘ規制適合

燃料油の陸上物性試験を実施し、品

質等を確認することにより、国土交通

省「2020 年 SOx 規制適合舶用燃料油

使用手引書」（、平成 31 年 3 月）の発

行に貢献した。さらに、続けて低硫黄

燃料の実船試験を追加で実施（12

隻）し、品質等を確認したことにより、

国土交通省は「2020 年 SOx 規制適合

舶用燃料油使用手引書（第 2 版）」を

令和元年 9 月に発行した。 

また、SOｘ規制の対応策の１つであ

る排ガス洗浄装置（スクラバー）の搭

載に関しても、一般的に当装置が大

型で搭載できない内航船でも使用で

きるよう、従来の高さから 1/2 程度に

小型化し、世界で一番小さく、且つ、

エンジン負荷が高くなり、排ガス流量

が増加しても十分な脱硫性能を有す

る小型並行流ジェット式スクラバーを

開発した。 

【中長期計画 2（2）①】 

 

〇新たな舶用エンジン開発に向けて、

アンモニアの舶用ディーゼルエンジン

における直接燃焼システムを開発し

た。また、水素燃料電池船ガイドライ

ン案の作成し、平成 29 年度末に国土

交通省が「水素燃料電船ガイドライ

ン」を発行した。さらに、GHG 削減技

術の将来シナリオとその削減効果を

作成し、国土交通省が策定した「国際

海運のゼロエミッションに向けたロー

ドマップ」など、社会合理性を兼ね備

えた規制策定に貢献した。 
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法に関する研究開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中長期計画 2（2）①】 

 

〇船舶のグリーン・イノベーションの実

現に資する革新的な技術及び実海域

における運航性能評価手法に関する

研究開発においては、実船の実海域

性能を正確に評価すことを目的とし

て、共同研究参加 25 社で、海事クラ

スター共同研究「実海域実船性能評

価プロジェクト」を立ち上げ、実船モニ

タリングデータから、実海域での実船

性能を評価推定する手法を開発して

いる。手法の開発にあたっては、まず

世界一の精度を有する全休版の気象

海象データベースを構築することによ

り、船舶設計時に実海域運動性能の

評価が可能となった（有償提供し 4 社

が購入）。また、実海域での性能評価

手法開発の一環として、波浪中抵抗

増加算出プログラムを開発し、現在国

内外 8 社が使用している。さらに、船

体＋プロペラ＋主機特性連成計算プ

ログラム、主機の異常状態を検知す

るシミュレーションプログラムを開発す

るなどにより、海象影響評価や波浪

中の主機への負荷状態の把握を可

能とした。本研究開発では、内閣府の

第 1 回日本オープンイノベーション大

賞優良事例として選出され、他にも日

本船舶海洋工学会賞（論文賞）、日本

船舶海洋工学会英文論文集優秀論

文賞を受賞した。 

今後は実海域性能評価法の確立を

目指すとともに、主機デジタルツイン

技術を用いた監視システムの開発等

を実施する。 

【中長期計画 2（2）②】 

 

〇船舶の総合性能評価のため、次世

代 CFD 技術の高度化に向けた研究を

実施している。 

船舶の推進プロペラ性能を把握する
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（３）海洋の開発 

海洋再生可能エネ

ルギー・海洋資源開

発の促進及び海洋開

発産業の育成並びに

国際ルール形成への

戦略的関与を通じた

我が国海事産業の国

際競争力強化に資す

るため、船舶に係る

技術を活用して、海

洋再生可能エネルギ

ー生産システムに係

る基盤技術、海洋資

源開発に係る生産シ

ステム等の基盤技術

及び安全性評価手法

の確立並びに海洋の

利用に関する技術等

に関する研究開発に

取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）海洋の開発 

海洋再生可能エネ

ルギー・海洋資源開

発の促進及び海洋開

発産業の育成並びに

国際ルール形成への

戦略的関与を通じた

我が国海事産業の国

際競争力強化が求め

られている。一方、実

際の海洋開発は民間

での開発リスクが過

大であるため、海洋

開発推進、海洋産業

の育成に向けた国と

民間との連携が重要

である。したがって、

研究所には、船舶に

係る技術を活用し、

海洋基本計画等の国

の施策に沿ったナシ

ョナルプロジェクト、海

洋産業育成等への技

術的貢献を行うととも

に、実際の開発・生

産を担う我が国企業

ため、プロペラから発する水中騒音の

計測システム・騒音推定方法を構築

することにより、我が国のキャビテー

ション水槽試験技術（プロペラ性能技

術）の ISO 規格化を実現させた。 

また、世界初の省エネ付加物に対

応した次世代 CFD ソフトを開発し、計

算のためのガイドラインを作成した。

本 CFD ソフトは現在 13 社が利用して

おり、日本船舶海洋工学会賞（開発）

を受賞した。 

今後、CFD 計算法の国際基準化を

目指すとともにクラウドを活用した計

算サービスを実施する。 

【中長期計画 2（2）②】 

 

（３）海洋の開発 

〇海洋再生エネルギー・海洋資源開

発の促進などを通じた海事産業の国

際競争力強化にするため、海洋再生

可能エネルギー生産システムに係る

基盤技術及び安全性評価手法の確

立に関する研究開発を実施している。

波力発電、浮体式風力発電の開発の

一環で、並進動揺型波力発電装置の

不規則波中での制御手法を開発する

ことにより、理論的な波エネルギー吸

収限界の約９割を確保することができ

ることがわかったため、実証フィール

ドで活用がされている。また、洋上風

車設置船の損傷時復原性の適用条

件を明確化することにより、浮体式洋

上風力発電施設技術基準安全ガイド

ライン改訂に貢献した。 

今後、合成繊維索の係留安全性評価

方法ガイドライン等を開発することに

より安全性と経済性を両立させた海

洋再生可能エネルギー開発の促進が

期待される。 

【中長期計画 2（3）①】 

 

〇海洋資源開発に係る生産システム
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への技術的支援が求

められている。このた

め、以下の研究開発

を進める。 

①海洋再生可能エネ

ルギー生産システム

に係る基盤技術及び

安全性評価手法の確

立に関する研究開発 

②海洋資源開発に係

る生産システム等の

基盤技術及び安全性

評価手法の確立に関

する研究開発 

③海洋の利用に関連

する技術に関する研

究開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等の基盤技術及び安全性評価手法

の確立に関する研究開発において

は、採鉱・揚鉱パイロット事業に参加

し、可動性・安全性評価、機器設計、

製作オペレーション検討を実施するな

ど、我が国海洋資源開発に貢献した。

実試験では、揚鉱母船の稼働性、揚

鉱管挙動等の評価手法を構築したこ

とにより、世界初となる水深 1,600ｍの

海底熱水鉱床の連続揚鉱試験の成

功に貢献した。また、移送管の挙動を

同時に解析できるプログラム、海底鉱

物資源開発における計画プログラム、

可動性評価プログラムを開発するな

ど、海底熱水鉱床の今後の商業生産

化の促進に貢献した。本研究に関し

ては、エンジニアリング奨励特別賞、

日本船舶海洋工学会賞（論文賞）、北

極圏国際シンポジウム青田昌秋賞、

米国機械学会優秀論文賞を受賞し

た。 

今後、海底熱水鉱床開発システムへ

の計画支援プログラムの高度化や安

全性評価技術の開発を行うことによ

り、国が実施する総合的な検証・評価

への活用や海底資源開発企業などに

よる活用を可能とする。 

【中長期計画 2（3）②】 

 

〇海洋の利用に関連する技術に関す

る研究開発では、AUV（自律型無人探

査機）運用技術として、まず、洋上中

継器を開発し、３機の AUV と同時運

用を世界ではじめて成功し、次年度に

AUV３機、ホバリング型 AUV 及び洋

上中継器の同時運用に成功するとと

もに航行型ＡＵＶ4 号機（世界最高レ

ベルの運動性能）を開発し、5 機同時

運用技術を開発するなど海底熱水鉱

床の更なる効率的な広域探査に貢献

した。さらに、マニュアルの作成や民

間事業者を招いた実海域訓練等を実
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（４）海上輸送を支え

る基盤的技術開発 

海事産業の技術革

新の促進と海上輸送

の新ニーズへの対応

を通じた海事産業の

国際競争力強化及び

我が国経済の持続的

な 発 展 に 資 す る た

め、海事産業の発展

を 支 え る 革 新 的 技

術、人材育成に資す

る技術、海上輸送の

新たなニーズに対応

した運航支援技術、

海上輸送の効率化・

最適化に係る基盤的

な技術等に関する研

究開発に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）海上輸送を支え

る基盤的な技術開発 

海事産業の技術革

新の促進、海運・造

船 分 野 で の 人 材 確

保・育成、多様なニー

ズに応える海上交通

サービスの提供等に

より我が国海事産業

の国際競争力を強化

するとともに、我が国

経済の持続的な発展

に資することが求め

られている。このた

め、以下の研究開発

を進める。 

①海事産業の発展を

支える技術革新と人

材育成に資する技術

に関する研究開発 

②海上輸送の新たな

施し、民間事業者が独力で潜航計画

から AUV 運用、データ解析まで行え

る体制を構築し、民間への技術移転

を促進した。ホバリング型 AUV「ほば

りん」を活用した銚子沖洋上風力発電

施設（東京電力）の基部点検作業の

試行試験を実施し、国内再生エネル

ギー普及へ貢献した。   

一方、AUV隊列制御アルゴリズム、

AUV 充電ドッキング技術を開発し、海

洋開発産業の発展及び広範な AUV

活用に寄与した。本研究では、開発し

た AUV が、シップオブザイヤー2018

部門賞受賞した。 

今後、多数 AUV 全体制御システム

の開発を行うだけでなく、民間への

AUV 技術の転用を進めることにより、

民間海洋産業の競争力強化に貢献

することができる。 

【中長期計画 2（3）③】 

 

（４）海上輸送を支える基盤的技術開

発 

〇海事産業の国際競争力及び我が

国経済の持続的な発展のため、海事

産業の技術革新の促進と海上輸送の

新ニーズへの対応を行ってきた。 

海事産業の発展を支える技術革新と

人材育成に資する技術に関する研究

開発においては、これまでに開発して

きた生産管理システムを造船所が導

入し、実証実験を実施した結果、５～

１０％の工数削減効果が得られること

を確認した（中小造船所 7 社に適

用）。また、造船作業手順等を示した

「フィードバック型現場曲げ加工支援

システム」を開発することにより、熟練

作業者と同等程度の工数で作業が可

能となった。さらにこれを鋼板条で表

示する「曲げ加工支援 AR システム」

を開発し実証実験を行った結果、明

瞭に AR を表示でき、管曲げ加工を効
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ニーズに対応した運

航支援技術・輸送シ

ステム等に関する研

究開発 

③海 上物流の効 率

化・最適化に係る基

盤的な技術に関する

研究開発 

 

 

率的に実施できることを検証し、造船

所への導入を可能とした。 

今後、AI 技術を活用した次世代の設

計システムの開発などを行い、生産

性向上などに貢献する。 

【中長期計画 2（4）①】 

 

〇海上輸送の新たなニーズに対応し

た運航支援技術・輸送システム等に

関する研究開においては、ICT を利用

した自動運航に関する技術開発を実

施してきており、AI 技術を活用した画

像処理による AIS 非搭載船検出シス

テムを開発、自律機能組み込み型操

船シミュレータのフレームワークを構

築、自動避航操船機能のモジュール

構築を行うなど、海上輸送の新たなニ

ーズに対応した。また、自動運航船の

運航に必要な規則を整理し、IMO へ

提出するなど、自動運航船の実現に

向けて貢献した。さらに、音声ガイダ

ンスによる着桟操船支援システムを

開発し、操船者の精神的作業負担の

軽減を可能とした。 

今後、自動運航見張りシステムの開

発などを通じ、船員不足への対応やヒ

ューマンエラーによる海難事故の削

減に貢献する。 

【中長期計画 2（4）②】 

 

〇海上物流の効率化・最適化に係る

基盤的な技術に関する研究開発にお

いては、海上運賃予測モデルの構築

することにより、輸出入貨物を主な対

象として、AI を用いた輸送モデルの航

路評価が可能となった。また、平時及

び災害時における複合一貫輸送評価

手法の開発において、Deep learning

技術による貨物輸送評価手法を開発

した（4 経路中から正解経路を 95％の

正解率）。また、地震発生後の輸送計

画作成から評価までの輸送シミュレー
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タを開発し、広域震災時におけるプッ

シュ型輸送(4～7 日目用の災害支援

物資輸送)の実施にあたり、被災港(瀬

戸内海及び付近の港を除く)も用いた

海上輸送を併用することで遅延を効

果的に緩和できる可能性を示した。 

今後、海上貨物・造船需要等の評価・

予測手法の開発等を実施することに

より、業界の経営計画やマーケティン

グに貢献できる。 

【中長期計画 2（4）③】 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 

 

 

 

 

 

  



29 

様式２－３－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間中間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３ 港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】我が国の港湾・空港の整備等における技術的課題の

解決は、国土交通省の政策目標実現に不可欠であるため。 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

（研究開発評価、政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビ

ューシートの番号を記載） 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 ２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度  ２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 

査読付論
文数 
（ジャー
ナル等で
発表され
たもの） 

－ 

132

（73）

編※ 

128(79)

編※ 

140(73)

編※ 

99（60） 

編※ 
－ － － 

予算額（千円） 

2,406,304 2,348,641 2,335,898 2,338,801 － － － 

各種表彰

の受賞件

数 

－ 15件 9件 13件 14件 － － － 

決算額（千円） 

3,009,034 2,994,183 3,539,172 3,153,808 － － － 

基礎的な

研究開発

等の実施

件数 

－ 27件 27件 23件 24件 － － － 

経常費用（千円） 

2,713,279 2,868,367 3,240,110 2,896,330 － － － 

事業の実

施に係る

研究開発

の実施件

数 

－ 26件 25件 31件 27件 － － － 

経常利益（千円） 

18,047 107,832 -57,552 -103,625 － － － 

競争的資

金の獲得

件数 

－ 40件 25件 22件 21件 － － － 

行政コスト（千円） 

2,303,955 2,655,402 1,983,492 3,650,164 － － － 

          従事人員数 100 94 97 101 － － － 

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注２）行政コストは、30年度実績まで、行政サービス実施コスト 

注３）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

 

 

 

 

 

 

※要旨査読のみのプロシーディングスも含む（括弧内はジャーナル数）。  
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 中長期目標期間中間評価 

 国土交通省では、

港湾・空港施設等の

防災及び減災対策、

既存構造物の老朽化

対策、国際コンテナ

戦略港湾や首都圏空

港の機能強化、海洋

開発の拠点整備等の

緊急的な課題への対

応のための政策を推

進している。 

研究所は、上記政策

における技術的課題

への対応や関係機関

への支援のため、構

造物の力学的挙動等

のメカニズムの解明

や要素技術の開発な

ど港湾・空港整備等

に関する基礎的な研

究開発等を実施する

とともに、港湾・空港

整備等における事業

の実施に係る研究開

発を実施する。 

さらに、独創的また

は先進的な発想に基

づき、研究所の新た

な研究成果を創出す

る可能性を有する萌

芽 的 研 究 に 対 し て

は、先見性と機動性

を持って的確に対応

する。 

なお、研究所によ

る基礎的な研究開発

等の成果は、国土技

術政策総合研究所に

おいて、技術基準の

中長期目標に掲げ

ら れ た 研 究 開 発 課

題、すなわち東日本

大震災を教訓とした

地震や津波の防災及

び減災対策、港湾・

空港 等施設におけ

る既存構造物の老朽

化対策、産業の国際

競争力強化のための

国際コンテナ戦略港

湾や首都圏空港の機

能強化、海洋開発の

拠点整備など、国土

交通省が推進する政

策における技術的課

題への対応や関係機

関への技術支援に対

する適切な成果を創

出するため、本中長

期目標期間において

は、次に記載する研

究に重点的に取り組

むこととする。 

基礎的な研究開発

等のうち、波浪、海

浜、地盤、地震、環

境、計測等に関する

研究は、研究所が取

り組む港湾・空港等

分野のあらゆる研究

等の基盤であること

から、中長期目標期

間中を通じてこれらを

推進し、波浪や海浜

変形等に係るメカニ

ズムや地盤及び構造

物の力学的挙動等の

原理や現象の解明に

１．評価軸 

○成果・取組が国の方針や社会の

ニーズに適合し、社会的価値（災

害の軽減・復旧、ストックの形成、

海洋権益の保全、沿岸環境の形

成・活用等）の創出に貢献するも

のであるか。 

○基礎的な研究を積極的に実施し

ており、成果の科学的意義（新規

性、発展性、一般性等）が、十分に

大きいか。 

○成果が期待された時期に創出さ

れているか。 

○成果が国際的な水準に照らして

十分大きな意義があるものである

か。 

○研究開発に際し、国土技術政策

総合研究所との密な連携が図られ

ているか。 

○萌芽的研究について、先見性と

機動性を持って対応しているか。 

 

 

２．評価指標 

○研究開発等に係る具体的な取

組及び成果の実績 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

中長期目標に掲げられた、国土交通

省が推進する港湾・空港施設等の防

災及び減災対策、既存構造物の老朽

化対策、国際コンテナ戦略港湾や首

都圏空港の機能強化、海洋開発の拠

点整備等の緊急的な課題への対応

のための政策について、技術的課題

への対応や関係機関への支援のた

め、（１）沿岸域における災害の軽減と

復旧、（２）産業と国民生活を支えるス

トックの形成、（３）海洋権益の保全と

海洋の利活用、（４）海域環境の形成

と活用の４つの分野の研究開発課題

に重点的に取り組んだ。 

各研究について、年度計画に記載さ

れた措置事項を着実に実施するとと

もに、政策課題（社会・行政ニーズ）等

の研究開発課題を取り巻く環境変化

を踏まえた措置内容の見直し等を実

施しつつ取り組んだ。 

具体的な取り組みは、以下のとおり。 

 

（１）沿岸域における災害の軽減と復

旧 

〇最大級の地震による波形予測と被

害予測に関する研究では、港湾及び

空港における強震観測と記録の整理

解析、地震災害及び被災要因調査、

大都市直下で発生する大地震に対す

る強震動予測手法の開発、地震動の

連成作用下の液状化機構と評価予測

について検討を行った。特に、大都市

直下で発生する大地震に対する強震

動予測手法に関しては、当所が開発

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

根拠： 

年度計画は全て達成しており、研究

開発成果の最大化に向けた顕著な成

果の創出や、将来的な成果の創出の

期待が求められる。有識者から構成

される外部評価委員会の委員より、

各評価軸に沿った評価を受けた。特

筆すべき事項は以下のとおり。 

 

（国の方針や社会のニーズへの適

合、社会的価値の創出への貢献） 

大規模実験結果を活用した石油コン

ビナートの低コスト耐震対策工法の開

発や GIS ベースの簡易診断手法、津

波による海上火災数値シミュレーショ

ン モ デ ル の 構 築 、 ド ロ ー ン （ RTK-

GNSS 付き）等による岸壁使用可否判

断システムの開発、GPS 波浪計と海

洋レーダーを複合した津波予測シス

テムや三次元高精細津波遡上シミュ

レータの開発、津波による構造物周

辺の局所洗掘量の推定手法などの研

究成果が現場に適用されることで、

「南海トラフ地震」や「首都直下地震」

等の、地震、津波による災害軽減が

図られる。また、AIを活用したコンテナ

ターミナルの開発などは我が国の産

業の国際競争力の確保に寄与し、コ

ンクリートの劣化予測手法の高度化、

アルカリ骨材反応に係る新たなコンク

リート膨張試験法・膨張予測モデルと

対策の提案、ペトロラタム被覆防食の

防食効果確認センサ、港湾施設群の

LCC 最適化のための維持管理手法、

海洋コンクリート構造物の補修・補強

技術の体系化、ICTを利用した点検診

評定 Ａ 

【評定に至った理由】 

評価期間内の年度計画に記載されている事項について全て実施した上で、

下記のとおり顕著な成果の創出が認められる。また本評価項目に係る予算額

と決算額には乖離が生じているが、これは受託等の確保に務め、予定以上に

外部資金を獲得したことが主な要因であり、独立行政法人に対して自己収入

の拡大に向けた取組みが求められる中、研究開発に関する成果の創出の観

点のほか、業務運営に関する財源確保の観点からも顕著な成果を挙げたもの

と認められる。これらを勘案し、A 評定とする。 

・沿岸域における災害の軽減や復旧に関する研究では、平成 28 年 4 月に発

生した熊本地震において震源断層の破壊過程の推定と震源近傍の強震記録

を分析した。また、地震動の連成作用による液状化特性・機構と評価予測につ

いて取りまとめるとともに、液状化の発生に及ぼす地震動継続時間の影響を

考慮する方法を海外の液状化予測判定法にも適用できるように拡張した。本

研究により強震記録を得られなかった地点の地震動推定に活用されるととも

に、地震動の連成作用による液状化特性・機構と評価予測及び液状化の発生

に及ぼす地震動継続時間の影響を考慮する方法が「港湾の施設の技術上の

基準」に反映され、成果が期待された時期に創出されており、顕著な成果であ

ると認められる。 

 また、熊本地震のほかにも評価期間内に発生した平成 30 年 9 月の北海

道胆振東部地震、令和元年 9 月の台風 15 号などの災害発生時には発災直後

に調査団を派遣し、調査結果から被災原因を解明するとともに復旧などの技

術支援を行うなど、災害復旧に貢献した点は、優れた取組みである。引き続

き、強震観測及び災害調査を実施することにより、災害が発生した際の効率

的・効果的な復旧事業の実施に向けた更なる貢献が期待される。 

・産業と国民生活を支えるストックの形成に関する研究では、コンクリート構

造物に極めて有害なアルカリ骨材反応に対して、新しい膨張試験法及び環境

条件を考慮したコンクリート膨張予測モデルを初めて構築し、予測精度の大幅

な向上を実現した。また、セメントの一部を高炉スラグ微粉末で置換することで

同反応を抑制する対策を提案し、効果を実証した。これらの成果は日本材料

学会最優秀論文賞やセメント協会論文賞を受賞するなど第三者からの評価を

得ている。本研究により、コンクリート構造物のライフサイクルにわたる健全性

の確保、損傷の低減による維持管理の効率化が図られ、インフラの生産性向

上に資することが期待でき、インフラの長寿命化を進める我が国の方針に沿っ

た顕著な成果であると認められる。今後、本試験方法及び予測モデルを港湾

工事への活用により、インフラの長寿命化に向けた更なる貢献が期待される。 

・海洋権益の保全と海洋の利活用に関する研究では、水中音響ビデオカメラ

について、音響映像呈示システムのアプリケーションの改良を行い、改良した

アプリケーションを実際の建設現場において、床掘浚渫工、置換工の施工管
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策定など政策の企画

立案に関する研究等

に活用されている。こ

のことから、研究所は

引き続き国土技術政

策総合研究所との密

な連携を図る。 

以上を踏まえ、本

中長期目標の期間に

おいて研究所は、国

土交通省の政策推進

のため、次に示す研

究開発課題に重点的

に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）沿岸域における

災害の軽減と復旧 

南海トラフ巨大地

向けて積極的に取り

組む。また、個別の

港湾・空港等の整備

を技術的に支援する

ための研究開発につ

いても積極的に取り

組む。 

これら重点的に取

り組む研究開発課題

以外のものであって

も、本中長期目標期

間中の港湾行政を取

り巻く環境変化によ

り、喫緊の政策課題

として対応すべきもの

がある場合は、重点

的に取り組む研究開

発課題と同様に取り

組むこととする。 

さらに、独創的また

は先進的な発想に基

づき、研究所の新た

な研究成果を創出す

る可能性のある萌芽

的研究に対しても、先

見性と機動性を持っ

て的確に対応する。 

なお、港湾・空港分

野に関する研究開発

については、 同分野

において政策の企画

立案に関する研究等

を実施する国土技術

政策総合研究所との

一 体 的 な 協 力 体 制

を、引き続き維持す

る。 

 

 

（１）沿岸域における

災害の軽減と復旧 

南海トラフ巨大地

した疑似点震源モデルによる強震動

シミュレーションのスラブ内地震への

適用性を示して、強震動予測手法とし

て確立、地震動の連成作用下の液状

化地盤の挙動評価・分析と対策に関

して、人工排水材を用いた液状化伝

搬・ボイリング被害抑止工法並びに従

来の課題を抜本的に克服した隆起抑

制型 CPG 工法を開発・提示した。ま

た、既存係留施設の簡易耐震性能評

価手法、多種多様な施設で構成され

るコンビナートの防災性向上に関する

診断・対策技術について検討を行い、

既存の民有コンビナート施設の簡易

耐震診断手法の開発、低コスト耐震

対策の提案を行った。【年度計画 

3(1)①】 

 

〇地震・津波・高波と地盤ダイナミクス

の相互作用に関する研究では、海底

地盤流動のダイナミクスと防波堤・護

岸の安定性評価について検討を行っ

た。具体的には、液状化及び津波・高

潮を考慮した護岸耐震対策として、模

型振動実験や再現解析を行い、新た

な発想により大幅にコスト縮減と工期

短縮を可能とする既存護岸の耐震改

良工法を開発し、港湾海岸整備事業

に導入したほか、施設所有者が所有

施設の地震時の被害を推定できる

GIS ベースの簡易診断手法について

も、地震時挙動を検討して開発した。

また、地震後の港湾施設の被災状況

把 握 、 利 用 可 否 判 断 に 関 係 す る

RTK-GNSS を用いたドローン等による

岸壁使用可否判断システム（Berth 

Surveyor）を開発し、岸壁法線の正確

な変形量の測定手法を提案し、実証

実験により検証するとともに、その活

用方策について本省や地方整備局と

ともに検討を行った。また、沿岸構造

物の吸い出し・陥没等安定性評価と

断システム、桟橋上部工点検用 ROV

などは、インフラの効率的な維持管理

に資するとともに、海面廃棄物処分場

の高度利用技術はインフラストックの

有効活用に資する。低潮線・国土保

全のための遠隔離島における炭酸カ

ルシウム地盤形成等に関する研究、

ICT を活用した水中施工機械（水中バ

ックホウ）や水中音響カメラの開発な

どは海洋権益の保全に貢献してい

る。また、流出油の岸壁等への漂着

抑制技術の開発などは、油流出事故

時の危機管理体制強化及び沿岸環

境の保全に資する。さらに、洋上風力

発電設備の耐震性能照査手法の開

発は、新たな再生可能エネルギーとし

て期待されている洋上風力の活用推

進を地震国である我が国において図

って行く上で不可欠なものであり、将

来の効率的なエネルギー政策の実現

に資するものである。 

よって、研究の成果・取組は社会のニ

ーズに適合するとともに、社会的価値

の創出に大きく貢献すると考える。 

 

（基礎的な研究の積極的な実施、成

果の科学的意義） 

遠地津波の伝播計算において海水の

圧縮性、地球の弾性、地球の自己重

力を考慮することより遠地津波の予

測精度を飛躍的に向上させるととも

に、実験に使用する材料の屈折率を

調整することにより注入薬液の地盤

への浸透状況の可視化に成功したほ

か、インドネシア・スラウェシ地震津波

災害を対象とした研究は、地震に伴

い発生した海岸・海底の地すべり津波

を引き起こすという従来知られていな

かった連鎖機構を明らかにしたもので

あるが、これらはいずれも世界で初め

て得られた非常に画期的な研究成果

である。礫地盤に対する「原位置 X 線

理システムとして試用した。本研究により港湾の建設現場においても i-

Construction の取組みが進められるなか、今後、全国の港湾施設への適用が

期待されるなど、成果が期待された時期に創出されており、顕著な成果である

と認められる。今後、港湾工事への音響映像呈示システムの適用により、効率

的な水中作業の実施に向けた更なる貢献が期待される。 

・海洋環境の形成と活用に関する研究では、ブルーカーボンが大気から吸収・

固定する炭素貯留量を定量評価することに成功し、「港湾の施設の技術上の

基準」に反映されたほか、UNFCCC （ 国連気候変動枠組条約）の湿地ガイド

ラインに対する日本政府の意見に反映され、気候変動への有効な対策として

国際的に高い評価を受けるなどブルーカーボンによる二酸化炭素吸収効果は

世界的にも注目されている。本研究により、世界で初めてブルーカーボンの吸

収効果を把握したことは国際的な水準に照らしても十分大きな意義があるもの

と考えられ、顕著な成果であると認められる。今後、ブルーカーボンによる二酸

化炭素吸収効果の高精度な予測モデルを確立することにより気候変動に関す

る国際的な枠組み（IPCC）への反映に向けた更なる貢献が期待される。 

 

【その他事項】 

（国立研究開発法人審議会の意見） 

評定：Ａ 

＜評定理由＞ 

○ 以下の点について高く評価できる。 

・これまでの年度計画についても高い水準で達成しており、個別の研究開発成

果には優れた成果が見られ、今後も期待できる。 

・常に社会のニーズに対応すべく、継続してきた研究と新しい要素を取り入れ

ていることは評価が高い。 

・台風や低気圧による大雨災害が多発し、また大規模地震・津波リスクが高ま

る中で、沿岸域における大規模災害の予測・軽減・復旧に必要な数値シミュレ

ーション技術や実験技術の開発など、工学的・科学的に重要な成果を多数創

出したことは評価できる。 

・インフラ設備のモニタリング技術、遠隔操作できる水中機械の開発などを積

極的に進め、厳しい自然環境の中でも沿岸域の社会インフラの建設・保全の

課題に対して大きく貢献した。 

・地震動の連成作用下の液状化地盤の挙動メカニズムの解明と液状化被害抑

止技術の開発は非常に有望である。 

・最大級地震の被災調査を実施し、その結果を踏まえて着床式洋上風力発電

の耐震性能の検討につなげており、今後の成果が期待できる。 

・火災や漂流物を考慮した津波遡上シミュレーション法やメソスケール気象モ

デルでの高潮の再現モデルの開発は、今後の社会貢献が大いに期待される。 

・AI を活用した高効率コンテナターミナルの開発に着手し、実際のふ頭を対象

に将来配置の検討を実施していることは評価に値する。今後、この手法で実際

にコンテナターミナルの改造や設計がなされることを大いに期待する。 
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震や首都直下地震を

はじめとする大規模

災害の発生リスクが

高まっているなか、国

民の生命や財産を守

るために、防災及び

減災対策を通じた国

土強靱化の推進が必

要である。研究所は、

東日本大震災をはじ

めとした既往の災害

で顕在化した課題へ

の対応を引き続き推

進するとともに、新た

な災害が発生した場

合には迅速に対応し

つつ、港湾・空港等に

おける地震、津波及

び高潮・高波災害の

軽減及び復旧に関す

る研究開発等に取り

組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震や首都直下地震に

代表される地殻変動

の活発化や異常気象

による巨大台風の発

生等による大規模災

害の発生リスクが高

まるなか、今後起こり

うる災害をいかに軽

減し、また迅速に復

旧復興を図ることに

重点をおいて、ハード

及びソフト両面からの

取組が求められてい

る。 

このため、既往の

災害で顕在化した技

術的な課題への取り

組みを継続しつつ、

以下の研究開発を進

める。 

①地震災害の軽減や

復旧に関する研究開

発 

②津波災害の軽減や

復旧に関する研究開

発 

③高潮・高波災害の

軽減や復旧に関する

研究開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策技術の開発、地盤工学的観点か

らの高波に対する海岸施設の安定性

評価手法について検討を行った。さら

に、沿岸域施設の耐震性能早期発現

のための対策技術開発に関して、既

設構造を活用したストラット追設と増

杭による桟橋式係留施設の耐震改良

工法について検討した。【年度計画 

3(1)①】 

 

〇最大級の地震に対する被害軽減技

術に関しては、2018 年 9 月に発生し

た北海道胆振東部地震で被災した苫

小牧港において被災調査を行うととも

に、その調査結果や強震観測記録、

震源情報を基に復旧のための技術的

支援を行った。また、技術基準に反映

された交換部材の耐震設計法につい

て、照査法の適用性を確認し、今後、

洋上風力発電施設の耐震設計に反

映していく予定である。【年度計画 

3(1)①】 

 

〇ICT による意思決定支援システム

に関しては、津波火災の事例や既往

の被害額推計手法を調査し、海上火

災シミュレーションモデルを構築して

ケーススタディを実施した。また、波の

分散性、海水の圧縮性、地球の弾

性、地球の自己重力の計算コードを

統合し、これらの効果を同時に考慮す

る球面の津波伝播モデルを構築した

ほか、流体と構造物の連成計算にお

いて計算効率や安定性を高めるとと

もに、新たに地震動による構造物の

変形応答を解析するモデルを組み込

んだ。 

さらに、GPS 波浪計と海洋レーダーを

複合した津波予測システムの開発に

着手し、GPS 波浪計の過去の観測値

を再解析して衛星配置等の情報とフィ

ルター処理とを組み合わせることで、

CT スキャン装置」の開発により精度

の高い土質試験が実現でき、また、新

たに開発した疑似点震源モデルは、1

つの枠組みでスラブ内地震の震源周

辺の多様な強震動を精度良く再現で

きる先駆的・独自的な研究である。津

波、高潮・高波の数値シミュレーション

における粒子法の適用は、砕波、地

盤の洗掘、構造物の破壊過程等様々

な現象を包括的に取り扱える枠組み

を目指す新たな取り組みであり、より

効果的な粘り強い構造物設計に資す

る。うねりの発生機構に係る研究で

は、新たな指標として Swell Index を定

義し、うねり性波浪の出現頻度を定量

堤活汎用的に評価できるようにした。

複合観測情報に基づく津波予測技術

については、相反原理等の適用によ

って波源推定に必要な計算の手間と

コストを大幅に削減し、スーパーコン

ピュータを必要とせずに解析が行える

画期的手法を開発している。また、離

島の地形動態に関する研究では、南

鳥島の地質コアサンプル採取により

超長期の海水準変動を推定し、今後

の地形予測の大前提となる新たな知

見を得たほか、新しい技術である水

中を透過するグリーンレーザーのスキ

ャナを搭載したドローンを使用して、

測量が難しい離島の地形動態を効率

的に実施できる手法を開発するととも

に、一般的な沿岸域における測深へ

の可能性を明らかにしている。 

これらの研究は今後の発展が大いに

期待されることから、基礎的な研究を

通じて科学的意義の大きい成果が得

られていると考える。 

 

（期待された時期での成果の創出） 

2016 年 4 月の熊本地震の発生後、震

源近傍の強震記録を分析するなどに

より震源断層の破壊過程をいち早く

＜その他の意見＞ 

・災害の軽減や復旧、インフラの維持管理等への貢献は評価が高いが、一般

社会への情報発信を増やしてほしい。 

・トータルでは顕著な成果を上げていると判断されるものの、顕著な成果として

説明されている場所・記述方法が他研究所に比べると弱いと感じる。 
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津波の検知精度を高める手法を構築

した。【年度計画 3(1)②】 

 

〇耐津波強化港湾の形成に関して

は、2011 年東北地方太平洋沖地震津

波による岩手県山田町の浸水とがれ

きの漂流計算を行って、津波遡上行

の再現性を高めたり、防護施設の変

形も考慮して背後地の浸水を計算す

るシミュレータを完成して大槌町や高

知県の浦戸湾沿岸での試計算を行っ

た。 

また、三次元津波遡上シミュレータの

計算効率を向上させ、釜石港と高知

港で試計算を行って実用レベルに高

めたほか、津波による構造物周辺の

洗掘の実験を行って、その現象を再

現する粒子法の数値計算モデルを構

築し、このモデルのシミュレータを構

成する圧力モデルに水中に浮遊する

土粒子が海底地盤に付着する体積モ

デルを付加するとともに、構造物モデ

ルも高精度化し、これらモデルを連成

するモデルの開発に着手した。 

さらに、時間逆転イメージングによる

データ駆動型基底を用いた波源イン

バージョン手法を開発して波源の推

定精度を改善し、相反原理に基づい

て波源推定に必要なグリーン関数の

計算コストを大幅に削減する技術を開

発した。【年度計画 3(1)②】 

 

〇高潮・高波の予測と最大級の被害

想定に関しては、全国港湾海洋波浪

情報網 NOWPHAS の波浪観測データ

の処理・解析を実施するとともに、うね

り性を想定した方向スペクトル推定手

法の検討を行い、うねり性波浪を第３

世代波浪推算モデルの一つである

WW3 を 用 い て 推 算 し た も の を

NOWPHAS 観測値との比較を行うこと

によって、その適用性を検討したほ

明らかにしたほか、北海道胆振東部

地震、台風 1821 号などの自然災害に

対し、研究中の成果も活用しつつ、速

やかに現地の復旧を支援した。大規

模な地震が発生した後の復旧復興の

拠点として港湾が重要な機能を発揮

するための岸壁使用可否判断支援シ

ステムの開発や、近年ますます大型

化・猛烈化する台風による港湾施設

の被災のメカニズムを解明する研究

は、自然災害に対する国民の不安の

軽減に資するものである。また、喫緊

の課題である「南海トラフ地震」の対

策として防波堤の倒壊等を考慮した

三次元高精細津波遡上シミュレーショ

ンモデルを実用化したとともに、新た

な発想により大幅にコスト縮減と工期

短縮を可能とする既存護岸耐震改良

工法を開発し、港湾海岸施設整備事

業に導入されたほか、「国土強靭化」

対策として、新たに津波火災被害を推

定可能な数値計算モデルの開発、高

精 度 な 波 浪 変 形 解 析 プ ロ グ ラ ム

「NOWT-PARI」の改良を行った。ま

た、国土交通省が進める生産性革命

に貢献すべく、インフラメンテナンス分

野では被覆防食効果確認センサ「ペト

モニ」、IoT を活用した遠隔操作による

点検診断システムの構築、ROV によ

る桟橋上部工点検手法を開発したほ

か、i-construction 分野では、浅海用

音響ビデオカメラの小型化、水中バッ

クホウによるマシンガイダンスシステ

ム構築を実現した。 

このほか、流出油ハザードマップ配信

システムの改良を行うなど、成果が期

待された時期に創出されていると考え

る。 

 

（国際的な水準における成果の意義） 

熊本地震における震源断層の破壊過

程に関する論文や津波の越流とマウ
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か、WAM と WW3 による外洋の波浪推

算の精度に有意な差がないことを確

認し、WW3 を用いた日本沿岸波浪推

算システムを構築した。 

また、ブシネスク方程式による波浪変

形モデル NOWT-PARI を改良し、平面

の波浪場に航走波を入力してその伝

播を計算する手法を検討し、同モデル

を矩形断面のような水深が急変する

海底地形にも適用できるように改良し

たほか、開発した航走波造波モデル

を高精度化し、現地観測による推定

式と比較して現地適用性を検討する

とともに、航走波を考慮した港内静穏

度解析法を提案し、従来の荷役稼働

率との差を定量的に示した。さらに、

被災で一部が水没した防波堤や新設

した潜堤の波浪制御効果に着目した

波浪変形計算を実施し、港内静穏度

に与える影響を定量的に示した。【年

度計画 3(1)③】 

 

〇最大級の高潮・高波の被害軽減技

術に関しては、メソスケール気象モデ

ルを用いた沿岸の海象・海洋環境予

測モデルの開発を目指す中で、気象

GPV データを入力できるように海水流

動モデルを改良し、根室の高潮を例

に推算精度を検証する一方で、気象・

海洋・波浪の相互作用を考慮するモ

デルを構築した。また、日本の主要な

海域で ROMS による高潮と SWAN に

よる波浪の推算精度を検証するととも

に、台風の成長限界強度など最大級

の台風の設定方法を検討し、既往モ

デルによる台風 1915 号の気象場と高

潮の再現性を検証した。 

また、防砂シートの擦り切れや消波ブ

ロックの安定性の実験を行う一方で、

台風 1812 号の被災調査も活用しなが

ら UAV による被災調査の効率化を検

討した。 

ンド内の浸透越流の連成作用による

防波堤の不安定化機構に関する論

文、連続する大きな地震動（余震を含

む）による液状化メカニズムの解明に

関する論文などは国際ジャーナルで

採択されており、特にブルーカーボン

による気候変動の緩和効果と適応効

果の研究成果は、その成果がインパ

クトファクターが非常に高い国際トップ

ジャーナルに採択されたほか、気候

変動への有効な対策として UNFCCC

の湿地ガイドラインに対する日本政府

の意見表明に反映されたり、豪州政

府からの要請により「ブルーカーボン

国際パートナーシップ」に当研究所と

して登録するなどして、気候変動への

有効な対策として国際的に非常に高

い評価を受けた。このほか、河口域に

おける底質輸送シミュレーションモデ

ルの開発は国際会で発表するととも

に、インドネシア等他国の港湾での活

用が期待されている。また、インドネシ

ア・スラウェシ地震津波を対象とした

調査研究を基に地震液状化が津波を

引き起こす連鎖機構を明らかにしたこ

とや、被覆防食確認効果確認センサ

「ペトモニ」の開発は世界初のもので

あるほか、海外展開を視野に AI を活

用したコンテナターミナルシステム、音

響ビデオカメラに関する特許について

の国際出願（PCT 出願）を進めた。 

さらに、アルカリ骨材反応によるコンク

リート膨張を評価する試験法の提案

が国際学会（RILEM）規格に採用が内

定したり、土のデジタルサンプリング

の実現に向けた具体的な試験ツール

の開発・製作など、成果は国際的にも

非常に意義が大きいと考える。 

 

（国土技術政策総合研究所との連携） 

港湾空港技術研究所における成果を

技術基準に反映するため、また、生産
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（２）産業と国民生活

を支えるストックの形

成 

我が国の産業の国際

競争力を確保し、国

民 生 活 を 支 え る 港

湾・空港等の効率的

かつ効果的な整備に

資するため、研究所

は港湾・空港の機能

強化に関する研究開

発等に取り組む。ま

た、既存構造物の老

朽化が進むなか、維

持管理・更新等にお

いて限られた財源や

人員での効率的かつ

効果的な老朽化対策

に資するため、インフ

ラのライフサイクルマ

ネジメント及び有効活

用に関する研究開発

等に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）産業と国民生活

を支えるストックの形

成 

人口減少が進み高齢

化社会が進展してい

く一方で、過去に蓄

積されたインフラの老

朽化が進む中、国の

活力の源である我が

国産 業の国際競 争

力、国民生活を支え

る港湾・空港の機能

をいかに確保していく

か、また限られた財

源や人員の下、既存

インフラの有効活用

や施設自体の長寿命

化にも留意しつつ、イ

ンフラの維持、更新

及び修繕をいかに効

率的かつ効果的に実

施していくかに重点を

置いた取組が求めら

れている。 

このため、以下の

研究開発を進める。 

さらに、設計潮位を超える高潮位での

護岸の大規模実験によって、堤体の

天端を越える越波量・越波越流量の

簡易推定法を作成したとともに、パラ

ペットに働く波力の特性を調べ、鉄筋

コンクリートの破壊メカニズムを明ら

かにした。また、台風 1915 号による護

岸パラペットの破壊状況を現地調査

し、複雑な構造断面を持つ護岸の衝

撃波力を水理模型実験で明らかにす

るとともに、そのデータに ANN を適用

して最大波力及び時系列波力推定法

を検討した。護岸背後の防砂シートの

浮き上がり防止対策工の効果も大型

実験で確認した。【年度計画 3(1)③】 

 

（２）産業と国民生活を支えるストック

の形成 

〇連続コンテナターミナル等の効率化

方策の開発に関しては、連続コンテナ

ターミナルの有効活用方策やターミナ

ル作業の自動化等の効率化方策の

開発を進め、コンテナターミナルの効

率化を進めることが可能な荷役設備、

オペレーションシステム、設計及び計

画手法について検討した。特に、横浜

港南本牧ふ頭 MC1-4 を対象として、

年間の計画を超過する取扱数に対し

て、拡張蔵置場の効果、ICT による予

約システムや事前ゲート手続きを導

入する効果について、シミュレーション

による定量的な評価を実施した。ま

た、AI 等を活用したコンテナターミナ

ルの検討に着手し、特許を申請した。

【年度計画 3(2)①】 

 

〇コンテナターミナルシステムへの

AI,ICT 等新手法導入効果の評価手法

の提案に関しては、横浜港新本牧ふ

頭を対象として、ゲート、蔵置場、運

用を横浜港南本牧ふ頭 MC-1,2,3,4 を

参考に、GC、RTG、ゲートレーン数を

性向上の研究を推進するため、国土

技術政策総合研究所とは頻繁に会合

を持っており、密な連携が図られてい

ると考える。 

具体的には、国土技術政策研究所で

開催される技術基準検討会議におい

て、各分野の研究者が正式なメンバ

ーとして参加し、液状化予測判定法、

津波浸透を受ける防波堤基礎の安定

性評価手法、ブルーカーボンによる緩

和と適応効果の定量化手法等、創出

した研究成果の技術基準への適切な

反映において、研究所が非常に大き

な役割を果たした。また、「港湾におけ

る護岸等の耐震性調査・耐震改良の

ためのガイドライン」「港湾の施設の

点検診断ガイドライン」「港湾における

管理型海面最終処分場の高度利用

の指針」「港湾の施設の技術上の基

準・同解説」（いずれも国土交通省港

湾局）、「港湾の施設維持管理技術マ

ニュアル」「港湾コンクリート構造物補

修マニュアル」「港湾鋼構造物の防

食・補修マニュアル」（いずれも（一財）

沿岸技術研究センター）等に研究成

果を反映するのに際して、検討の場を

通じて国土技術政策総合研究所との

連携を図っている。 

さらに、国土技術政策総合研究所と

港湾空港技術研究所は、港湾・海岸・

空港施設に関わる良好な維持管理の

実施を支援するため、施設の計画・施

工・管理を実施する地方整備局、地方

自治体、民間事業者などからの問い

合わせに迅速に応えられるよう、ワン

ストップ窓口として機能する枠組であ

る「久里浜 LCM 支援総合窓口」を開

設しており、研究成果の普及に向けた

連携を継続的にとっている。 

 

（特定萌芽的研究への対応） 

独創的、先進的な発想に基づく萌芽
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①国際競争力確保の

ための港湾や空港機

能の強化に関する研

究開発 

②施設の長寿命化や

新たな点検診断シス

テムの開発などイン

フラのライフサイクル

マネジメントに関する

研究開発 

③施設の効率的な更

新、建設発生土の有

効利用、海面廃棄物

処分場の有効活用な

どインフラの有効活

用に関する研究開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定、計画取扱量を上回る設定で

AutoMod によりシミュレーションした。

この際に、CONPAS の予約システム・

事前クラークシステム、遠隔 RTG、オ

ンドックについてモデル化し、評価し

た。 

また、定量的なシミュレーションによる

新型コンテナターミナル計画技術の提

案やコンテナダメージチェックシステ

ムの開発など、コンテナターミナルの

運用支援技術の提案に着手した。【年

度計画 3(2)①】 

 

〇インフラの長寿命化技術に関して

は、暴露試験によるコンクリート、鋼材

及び各種材料の長期耐久性評価等

について検討を行った。特に、暴露試

験を継続している鋼管杭の防食工法

の追跡調査を行い、被覆防食材料の

耐久性の評価を行うとともに、干満・

飛沫帯で一般的なペトロラタム被覆工

法の長期耐用性を把握するための促

進劣化試験及び暴露試験を実施し

た。【年度計画 3(2)②】 

 

〇インフラの点検診断システムに関し

ては、港湾構造物のヘルスモニタリン

グの導入、桟橋上部工点検のための

ROV の機能拡充について検討を行っ

た。具体的には、測位・衝突回避機能

などについて ROV の操作性を向上さ

せるとともに、運用アプリケーションマ

ニュアルを整備し、データの 3D 化(可

視化)も可能な実用レベルとした。 

また、鋼部材のモニタリング技術とし

てペトロラタム被覆防食の防食効果

確認センサを新たに開発するととも

に、構造物に設置されたセンサから得

られる蓄積データによる点検診断シス

テムを構築した。 

さらに、コンテナターミナルにおいて

IoT を活用したモニタリング技術の適

期の研究について、将来の発展性が

未知の課題であっても採択に当たっ

て最大限の配慮を行い、先見性と機

動性を持って対応していると考える。 

特定萌芽的研究の採択に当たって

は、年度末に開催する港湾空港技術

研究所の幹部で構成する内部評価委

員会で応募者から説明を聴き、将来

性、独創性、先進性の観点から審議

の上採否を決定するほか、当該年度

4 月以降に研究所に着任した研究者

に対しても取り組む機会を与えるた

め、年度開始当初にも募集を行って、

年度前半に開催する内部評価委員会

において審議して追加採択をし、年度

毎に合わせて 5～8 件の研究を実施し

ている。 

特定萌芽的研究の中には、その研究

をきっかけとして科研費等の外部競

争的資金の獲得につながった研究も

あり、新たな研究分野の開拓に寄与

していると考える。 
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用性を検証し、運用上の課題をとりま

とめたほか、水中ドローンを活用した

点検手法について、実海域における

画像取得能力や動作能力等を検証

し、運用マニュアルとしてとりまとめ

た。【年度計画 3(2)②】 

 

〇インフラのマネジメントシステムに

関しては、港湾構造物のライフサイク

ルシミュレーションの検討を行った。具

体的には、維持管理の省力化のため

の構造形式や構造細目の事例収集、

設計時における維持への配慮事項施

工時における維持への配慮事項の抽

出整理を行ったほか、実構造物にお

けるコンクリートの補修事例を収集整

理するとともに、塩害を受ける PC 部

材への断面修復工法の適用に関する

検討を行ったほか、アルカリ骨材反応

に対して新しい膨張試験法・コンクリ

ート膨張予測モデルを初めて構築し

て、その対策も提案して効果を実証し

た。 

また、事後保全的に維持管理されて

いるモデル桟橋群を想定し、予防保

全型に移行するための補修シナリオ

(補修工法及び実施時期の選定)につ

いて、LCC と NPV 及び CO₂排出量を

評価指標としたケーススタディを実施

した。 

さらに、既存ケーソンの補強のための

中詰固化工法の設計・施工に関する

資料、PC 桟橋上部工の補修設計に

関する資料をとりまとめたほか、エトリ

ンガイトの遅延生成（DEF）に対する補

修・補強効果について、実験及び解

析により評価した。【年度計画 3(2)

②】 

 

〇既存施設の改良・更新技術に関し

ては、地盤改良工法や埋立材料の違

いを考慮した空港埋立地盤の性能評
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価手法等について検討を行った。ま

た、地盤内に細粒分を多く含み透水

性が低く薬液が浸透しにくい層が介在

する場合を想定して薬液の注入実験

を行い、地盤の不均質箇所周辺の浸

透状況や周辺地盤への影響の評価

を行った。また、細粒分含有率が異な

る砂質地盤への薬液注入過程を透明

土を用いて可視化し、重力場及び遠

心で実験を行い、拘束圧、細粒分含

有率や分布が異なる条件下で浸透状

況や周辺地盤への影響の評価を行っ

た。 

さらに、施工履歴を考慮した杭間地盤

改良による既設組杭の改良工法につ

いて、遠心模型実験及び FLIP による

再現解析を行い、実断面への適用に

向けた数値解析上のモデル化手法の

妥当性を検証したほか、既設の矢板

式係船岸の控え組杭の杭間改良工

法による耐力向上方法について数値

解析手法を確立し、結果が実務設計

に適用された。【年度計画 3(2)③】 

 

〇建設副産物等の有効活用・処理技

術に関しては、転炉系製鋼スラグの

海域利用条件下における耐久性、微

視構造を考慮した複合地盤材料の力

学特性評価について検討を行い、そ

のために、礫地盤を対象とした「原位

置 X 線 CT スキャン装置」の開発等を

実施し、さらに原位置地盤内で撮影

可能な小型 X 線 CT スキャナ及び掘

削マシンを開発、製作した。【年度計

画 3(2)③】 

 

〇海面廃棄物処分場の管理と活用に

関しては、海面処分場の高度土地利

用のための構造物基礎構築技術の

評価について検討した。また、基礎杭

を打設する場合における、底面遮水

層(粘土層)に十分根入れする、掘削
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（３）海洋権益の保全

と海洋の利活用 

海洋権益の保全の

ためには、本土から

遠く離れた特定離島

（南鳥島、沖ノ鳥島）

における、排他的経

済水域（ＥＥＺ）及び大

陸棚の保全や利用を

支える活動拠点の整

備が必要である。研

究所は、これら活動

拠点の整備や、この

海域も含めた我が国

のＥＥＺ等における海

洋再生エネルギー開

発及び海洋の利用促

進のため、港湾整備

に係る技術を活用し

て海洋の開発と利用

に関する研究開発等

に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）海洋権益の保全

と海洋の利活用 

海洋権益の保全と

海洋の利活用のため

には、本土から遠く離

れた遠隔離島等にお

ける活動拠点の整備

が必要であり、また海

中 を 含 む 海 洋 で の

様々なインフラ整備

技術が不可欠である

ことを踏まえ、海洋開

発の拠点形成のため

の港湾をはじめとす

るインフラ整備や地

形保全、海洋資源や

海洋再生エネルギー

の調査・開発に重点

を置いた取組が求め

られている。 

このため、これまで

研究所が蓄積してき

た波浪や海底地盤、

港湾構造物等に関す

る知見を総合的かつ

最大限に活用して、

遠隔離島での港湾整

備や海洋における効

果的なエネルギー確

時には余掘りにより廃棄物を確実に

取り除くなどの施工法や遮水特性をと

りまとめ、基本技術を確立した。 

さらに、モデル断面を対象に、浚渫度

の嵩上げ高さ、嵩上げ部の仮仕切り

堤の護岸からの離隔、護岸本体に対

する対策などをパラメータとして、嵩上

げによる堤体の変状に関する数値解

析的検討やその検証のための遠心載

荷実験を行い、護岸直背後の嵩上げ

設定の検討手法をとりまとめた。【年

度計画 3(2)③】 

 

（３）海洋権益の保全と海洋の利活用 

〇遠隔離島での港湾整備に関して

は、遠隔離島における港湾施設等の

点検・調査における投入・揚収作業の

負担軽減を考慮した作業プラットフォ

ームの検討を行った。また、孤立リー

フ海域における係留船舶の動揺実

験・計算を行ってそれらの特性を把握

し、得られた知見を相互に整理・考察

して、リーフ周辺海域に船舶を安全に

係留するための係留・波浪条件を提

案するとともに、離島を対象とした高

強度ワイヤを用いた新型係留装置を

現地に適用するための、システム全

体及び各構成成分における技術的課

題への対応策を提案した。【年度計画 

3(3)】 

 

〇海洋の利用・開発を支援するインフ

ラ技術に関しては、離島における炭酸

カルシウム地盤の形成と安定性に関

して、南鳥島及びサブサイトのルカン

礁、西表島、石垣島において現地調

査を実施するとともに、地盤形成速度

等に関する定量的な概念モデルを構

築し、モデルサイトにおける現地調査

や現有コアサンプル資料分析から地

盤形成速度の精緻な推定に成功、規

定要因を明らかにした。また、グリー
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保など海洋の開発と

利用に関する研究開

発を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンレーザー搭載ドローンを適用するこ

とで、従来ボアにより測量不可能だっ

た砕波帯も砕波の切れ目から測深可

能であることを明らかにしたほか、AI

を用いた機械学習によるサンゴ自動

検出について、南鳥島の空撮画像を

例として試行した。 

次世代音響画像システムとして深海

用及び浅海用 ROV 搭載用音響ビデ

オカメラを製作するとともに、映像呈

示システムの改良を行い、深海用に

ついては拓洋第五海山、浅海用につ

いては東京湾でそれぞれ実証実験を

行った。また、浅海用カメラについて

は、耐水圧 30m,気中重量 32 ㎏の軽

量化を図るとともに、社会実装の一環

として、SIP メンバーである海洋調査

協会と連携し音響ビデオカメラ及び音

響映像提示システムの運用マニュア

ルを作成した。 

さらに、水中施工機械において、マシ

ンガイダンス機能を付加して京浜港ド

ックで実証実験を実施し、水中での刃

先座標誤差が±32 ㎜以下であること

等を確認したほか、ソナー（外界計測

用）、水中モニタ、地磁気方位計など

のセンサを搭載した水中バックホウに

よるマシンガイダンスシステムを構築

し、宮古島の実工事において運用試

験を実施した。また、我が国の洋上風

力ポテンシャルの分布について検討

するともに、波力発電・洋上風力発電

の実用的なシステムについて検討し、

洋上風力発電施設の杭基礎に作用

する変動荷重について、大型土槽を

用いた飽和砂地盤における杭の繰り

返し水平載荷試験及び現地飽和粘土

地盤における杭の繰り返し水平載荷

試験を実施したほか、杭の貫入過程

を表現可能な数値解析コードの開発

を行った。【年度計画 3(3)】・・・ 
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（４）海域環境の形成

と活用 

海域環境の保全・

再生・創出や海洋汚

染の防除により豊か

な海域環境を次世代

へ継承するとともに、

地球温暖化対策や循

環型社会の構築とい

った地球規模の環境

問題への対応が必要

である。研究所は、沿

岸域等における、生

態系の保全や活用、

地形の形成や維持に

関する研究開発等に

取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）海域環境の形成

と活用 

地球温暖化対策や

循環型社会の構築と

いった地球規模の環

境問 題への対応 が

益々重要となってい

ること、また沿岸域が

多様な生態系が広が

る環境上重要な空間

であることを踏まえ、

この環境や地形を人

間の営む経済活動や

気候変動の中でいか

に保全するか、また

気候変動の緩和策と

していかに活用でき

るかということに重点

をおいた取組が求め

られている。 

このため、以下の

研究開発を進める。 

①沿岸生態系の保全

や活用に関する研究

開発 

②沿岸地形の形成や

維持に関する研究開

発 

 

 

 

（４）海域環境の形成と活用 

〇沿岸生態系の活用に関しては、炭

素動態に関連する水槽実験並びに国

内外における水底大気質の現地調査

を行って、気候変動に伴う沿岸域環

境の変化を予測するモデルを構築し

た。また、ブルーカーボン生態系がも

たらす二酸化炭素吸収効果（緩和効

果）及び波浪減衰効果（適応効果）の

両方の定量化を可能とする新たな沿

岸生態系モデルを開発し、全球の地

形・生態系データの収集・解析等を実

施したほか、波浪モデル、地形底質モ

デル及び生態系モデルを統合し、か

つ、全球的・動的に解析できる数理動

態モデルを世界で初めて構築して、将

来水温が上昇するにつれて二酸化炭

素の吸収速度が顕著に低下する予測

を得た。これらの成果は、世界のトッ

プジャーナルに掲載されるなどして高

い評価を得ている。【年度計画 3(4)

①】 

 

〇内湾域の水環境リアルタイム予測

技術に関しては、東京湾・伊勢湾の各

湾口における定期フェリーを活用した

流動等のモニタリングシステムを運用

し、その結果を活用した各湾域での流

動構造を解明し、内湾域での水質変

動等の環境動態を評価するための解

析手法の開発を進めた。 

このほか、大気観測に関して風向風

速観測体制を整備するとともに、海洋

観測に関して海技研と堀場アドバンス

ドテクノと協力し、船体での㏗長期観

測技術の開発を行った。また、沿岸生

態系シミュレーションにおけるマクロ

生物の動態解析に関して、コーディン

グを行って伊勢湾シミュレータに実装

するとともに、現地観測で得られた残

存量等に関する情報を整理し、シミュ
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レーション結果との比較を行った。【年

度計画 3(4)①】 

 

〇海上流出油への対応技術に関して

は、港湾施設から流出した油の津波

による移流及び拡散範囲の検討、流

出油の漂着抑制技術の港湾施設へ

の適用可能性の検討、油流出リアル

タイムハザードマップの設計等を実施

した。 

また、多連管式のバブルカーテンによ

る流出油の漂着抑制技術を開発し、

港湾施設への応用、津波火災への応

用等を検討したほか、ネットワーク対

応型の油漂流シミュレーションとハザ

ードの常時提供システム（試験運用

版）の開発を行うとともに、海技研と共

同で沈船からの油の抽出技術に関す

る検討を行った。 

さらに、バブルカーテンによる港湾施

設の自己防衛、水面燃焼油の分散消

火、気泡を用いた集油に関する検討

を行ったほか、次世代型油回収機に

適した油回収方法について、高圧化

水ジェットサクションと余水リサイクル

システムを導入した模型実験を行っ

た。また、海上流出油の漂流予測に

ついてネットワーク対応型漂流予測シ

ステムのバージョンアップを行った。

【年度計画 3(4)①】 

 

〇海岸保全と航路・泊地維持に関し

ては、インドネシア・ジャワ島東部のパ

ティンバン海岸周辺の河口域での調

査を実施し、底泥密度の分布特性を

評価するためのデータ取得、河口濁

度分布調査等により、含泥率等の変

化に依存する底泥輸送量のモデル化

と検証を行ったほか、河口域周辺の

港湾における航路・泊地埋没対策の

ため、濁水挙動の把握実験を行い、

砂泥混合輸送モデルのパラメータ設
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定の検証を行った。また、インドネシ

ア政府機関 BPPT との共同調査の一

環として、インドネシアでのセミナー開

催及び研究者の招へいを行った。 

また、平均海面上昇等に伴う海岸地

形変化の実測と将来予測手法の汎用

化に関して、波崎海洋研究施設にお

いてこれまでと同様に波・流・地形変

化の現地観測を行うとともに、潜堤周

辺での地形変化予測計算モデルの改

良を行ったほか、汀線変動モデルを

表浜海岸、オーシャンビーチにおいて

適用し、妥当性を検証した。さらに、フ

ランスの海岸の地形変化データの整

理にも着手し、フランス研究者と共同

で将来予測計算用の将来シナリオデ

ータを整備した。【年度計画 3(4)②】 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－３－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間中間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―４ 電子航法に関する研究開発等の実施 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】我が国の航空交通システム等における技術的課題の

解決は、国土交通省の政策目標実現に不可欠であるため。 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

（研究開発評価、政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビ

ューシートの番号を記載） 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 ２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度  ２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 

査読付論

文数（ジャ

ーナル等

で発表さ

れたもの） 

－ 3615) 

編※ 

89(19) 

編※ 

72(19) 

編※ 

74(28) 

編※ 

－ － － 予算額（千円） 1,653,389 1,635,350 1,616,492 1,609,174 － － － 

重点的に

取り組む

研究実施

数 

－ 11件 10件 8件 8件    決算額（千円） 1,556,592 1,485,012 1,503,438 1,676,282 － － － 

競争的資

金の獲得

件数 

－ 15件 21件 16件 20件 － － － 経常費用（千円） 1,645,805 1,575.272 1,506,960 1,587,306 － － － 

国際連携

活動数（国

際共同研

究数、連携

のための

会議及び

技術交流

の実施等

の数） 

－ 11件 11件 12件 13件 － － － 経常利益（千円） 561 -12,014 66,878 51,100 － － － 

         行政コスト（千円） 1,745,455 1,645,779 1,615,178 2,112,389 － － － 

          従事人員数 61 60 58 57 － － － 

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注２）行政コストは、30年度実績まで、行政サービス実施コスト 

注３）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

 

 

 

※全文査読の論文数。括弧内はうちジャーナル発表数   
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 中長期目標期間中間評価 

 国土交通省は、航

空交通の安全の確保

とその円滑化を図る

ため、航空管制等の

航空保安業務を実施

するとともに、我が国

の国際競争力の強化

に資するため、首都

圏空港の機能強化、

航空交通容量の拡大

等に係る施策を推進

している。 

こ の た め 研 究 所

は、航空交通の安全

性向上、航空交通容

量の拡大、航空交通

の利便性向上、航空

機運航の効率性向上

及び航空機による環

境影響の軽減を目標

にして航空交通シス

テムの高度化を図る

ため、次の研究開発

課題に重点的に取り

組み、航空行政の推

進を技術面から支援

することとする。 

さらに、独創的または

先進的な発想に基づ

き、研究所の新たな

研究成果を創出する

可能性を有する萌芽

的研究に対しては、

先見性と機動性を持

っ て 的 確 に 対 応 す

る。 

 

 

 

中長期目標に掲げ

ら れ た 研 究 開 発 課

題、すなわち航空交

通の安全性向上を図

りつつ、航空交通容

量の拡大、航空交通

の利便性向上、航空

機運航の効率性向上

及び航空機による環

境影響の軽減に寄与

する観点から、適切

な成果を創出するた

め、本中長期目標期

間においては、次に

記載する研究に重点

的に取り組むこととす

る。 

また、これら重点的

に取り組む研究開発

課題以外のものであ

っても、本中長期目

標期間中の航空行政

を取り巻く環境変化

により、喫緊の政策

課題として対応すべ

き も の が あ る 場 合

は、重点的に取り組

む研究開発課題と同

様に取り組むこととす

る。 

さらに、独創的また

は先進的な発想によ

り研究所の新たな研

究成果を創出する可

能性を有する萌芽的

研究については、電

子航法に関する国際

的な技術動向を踏ま

えつつ先見性と機動

１．評価軸 

○成果・取組が国の方針や社会の

ニーズに適合し、社会的価値（安

全・安心の確保、環境負荷の低減

等）の創出に貢献するものである

か。 

○成果の科学的意義（新規性、発

展性、一般性等）が、十分に大き

いか。 

○成果が期待された時期に創出さ

れているか。 

○成果が国際的な水準に照らして

十分大きな意義があり、国際競争

力の向上につながるものである

か。 

○成果・取組が継ぎ目の無い航空

交通（シームレススカイ）につなが

るものであるか。 

○萌芽的研究について、先見性と

機動性を持って対応しているか。 

 

 

２．評価指標 

○研究開発等に係る具体的な取

組及び成果の実績 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

（１）軌道ベース運用による航空交通

管理の高度化 

① 運航者の希望に基づく飛行経路

を実現しつつ、適切な管制処理容

量の確保を可能とするための管

理手法に関する研究開発では、

運航者が効率の良い飛行経路を

選択する利用者選択経路（UPR）

を陸域へ導入する場合の円滑か

つ効率の高い交通流の実現手法

を研究するとともに、悪天時にお

ける運航前の協調的な軌道調整

の研究を行った。 

具体的には、航空管制作業量

を推定するモデルを構築し、UPR

を陸域に導入した場合の航空管

制作業量に及ぼす影響をシミュレ

ーションした。また、UPR の便益を

詳細に検討し、経路と季節ごとの

気象、便益との関係を明らかにし

た。これらの成果は航空局に提

供され、航空局の陸域 UPR の導

入意思決定に大きく貢献した。 

また、悪天候が航空機の運航

や航空交通に及ぼす影響及び空

域容量に対する制約を可視化、

定量化した。 

今後、気象要因による運航制

約条件を考慮した軌道調整に関

する研究により、悪天回避モデル

の開発、飛行経路の選択や航空

交通流制御の実施判断支援に資

する気象情報の位置づけの明確

化が成果として期待でき、運航前

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

（国の方針・社会的観点） 

電子航法研究所で実施している研

究は国土交通省航空局からのニーズ

によるものが多く、年に２回開催され

る航空局との連携推進会議において

研究の進捗や方向性を報告し、国の

方針やニーズとの適合性を確認しな

がら研究を進めている。特に、電子航

法研究所の各領域では、航空分野に

おける安全・安心を確保する研究が

実施されており、成果の創出が見られ

る。 

その中でも、航空機位置監視シス

テムの覆域拡大に係る研究では、こ

れまでできなかった空港面から 30NM

まで覆域を拡張可能となるシステムを

開発し、空港面及び周辺の航空機の

位置を連続して把握することが可能と

なり、安全・安心の確保へ貢献した。

また、空港面交通管理に係る研究で

は、羽田空港において誘導路の計画

的な補修を可能とし、突発的な誘導

路閉鎖に伴う空港運用の効率低下が

防げることから、首都圏空港の機能

強化に貢献しており、顕著な成果を得

た。 

 

（科学的観点） 

電子航法研究所では、新たな手法

の開発や世界初の実験等を行ってお

り、新規性・発展性のある研究を実施

している。 

特に、従来の衛星航法補強システ

ムの課題であった電離圏擾乱のリス

クに対して、これまで存在しなかった

データを実測し、世界初の電離圏脅

評定 Ａ 

【評定に至った理由】 

当該国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等について諸事情

を踏まえて総合的に勘案した結果、下記のとおり顕著な成果の創出や将来的

な成果の創出の期待等が認められるため、A 評定とする。 

 

・軌道ベース運用による航空交通管理の高度化に関する研究では、従来の衛

星航法補強システムの課題であった電離圏擾乱のリスクに対して、実測データ

に基づき世界初の電離圏脅威モデルを開発したこと、また、次世代 SBAS の規

格に我が国準天頂衛星システムを組み入れる ICAO 標準の改定に貢献したこ

とは、顕著な成果の創出であると認められる。今後、悪天回避モデルの開発等

により、気象要因による運航制約条件を考慮した軌道ベース運用の実現への

貢献について、将来的な成果の創出の期待が認められる。 

 

・空港運用の高度化に関する研究では、国土交通省航空局が整備を行う遠隔

型空港業務支援システムについて、研究の成果により国土交通省航空局の機

器仕様書の作成に貢献したこと、また、電子航法研究所が開発した OCTPASS

が、ベトナム・フーコック国際空港において導入に向けた実証実験が行われて

いることは、顕著な成果の創出であると認められる。今後、衛星を活用した航

法の研究により、燃料節減効果が高く、環境負荷の少ない柔軟な経路設計に

ついて、将来的な成果の創出の期待が認められる。 

 

・機上情報の活用による航空交通の最適化に関する研究では、航空機位置監

視システムの覆域を 30NM まで拡大し、空港面及び空港周辺の航空機の位置

を連続して把握することが可能となったことは、顕著な成果の創出であると認

められる。今後、継続して要素技術を開発することで、マルチレーダー技術を

効果的に実現するための高機能空中線の開発について、将来的な成果の創

出の期待が認められる。 

 

・関係者間の情報共有及び通信の高度化に関する研究では、空地通信システ

ム及び SWIM について、国土交通省航空局における導入年度を前倒しさせる

顕著な研究成果を提供したこと、また、SWIM 実験システムと AeroMACS 技術

を用いて、世界初の飛行実証実験を行い、FF-ICE に基づき様々な情報をリア

ルタイムに交換できることを実証したことは、顕著な成果の創出であると認めら

れる。今後、さらなる国際連携実験等により、高度な情報共有基盤の導入に向

けた、将来的な成果の創出の期待が認められる。 

 

【その他事項】 

（国立研究開発法人審議会の意見） 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）軌道ベース運用

による航空交通管理

の高度化 

全航空機の飛行経

路と通過時刻によっ

て航空交通を管理す

る軌道ベース運用に

ついて、混雑空域に

おいて実施可能とす

る技術、当該運用を

支える航空交通シス

テムの堅牢性向上、

管制空域及び飛行経

路の管理技術に関す

る研究開発等に取り

組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性を持って長期的な

視点から取り組むとと

もに、プロジェクト型

の研究開発に成果を

移転するための基盤

技術に関する研究に

も 経 常 的 に 取 り 組

む。 

 

 

（１）軌道ベース運用

による航空交通管理

の高度化 

運航者の希望に基

づく飛行経路を実現

するとともに、安全な

航空機間隔が維持で

きる軌道ベース運用

による航空交通管理

方式の、洋上空域な

どの航空路空域のみ

ならず航空交通量が

多い高密度空域や複

雑な空域への導入を

実現するため、効率

的な管制空域及び飛

行経路の管理並びに

軌道ベース運用の概

念を実装するための

技術の開発が求めら

れている。 

また、この効率的

な管制空域及び飛行

経路の管理手法並び

に軌道ベース運用の

円滑な導入のため、

高度な航空交通シス

テムの安全かつ安定

的な機能に必要とな

る堅牢な通信・航法・

監視を含む航空交通

管理のためのシステ

の協調的な軌道調整の高度化に

より、気象要因による運航制約下

での軌道ベース運用の実現に貢

献できるものと考える。 

 

② 全航空機の飛行経路と通過時刻

によって航空交通を管理する軌

道ベース運用を可能とする技術

に関する研究開発では、運航者

が最大便益を得るためのフリー

ルーティングと空域などを効率よ

く割り振るため協調的な意思決定

を取り入れた軌道ベース運用に

基づいた軌道管理方式のコンセ

プトの提案、軌道ベース運用を可

能とするための軌道最適化ツー

ルの開発等を行った。 

具体的には、日本と北米を結

ぶ太平洋上の経路の容量を拡大

するために、経路再編案の評価、

シミュレーションを行い、日米の航

空当局に提案するとともに、日本

と韓国の間のフリールーティング

概念の把握と課題抽出のために

交通流解析等を行った。 

また、航空機の性能を厳密に

考慮し、気象等の運用制限を考

慮できる機能を追加するととも

に、新たに考案したグラフ探求理

論に基づく軌道最適化手法を用

いてアルゴリズムを改良し、軌道

最適化ツールを開発した。これに

より、時間ごとの気象変化を加味

した最適経路の生成が可能とな

った。また、軌道最適化ツールの

適用性を向上するための改善を

行い、短時間で最適経路の作成

が可能となった。 

今後、フリールーティング環境

におけるバランスのとれた（利害

調整済みの）飛行計画経路の設

定を可能とすることが期待され

威モデルを開発したことや、世界で初

めて準天頂衛星を用いた衛星航法補

強システムを構築するなど、科学的に

新規性があり、成果の科学的意義は

大きいと考える。 

 

（時間的観点） 

航空局の施策導入の意思決定時

期に研究の成果を報告しており、国か

ら期待された時期に成果を創出してい

る。 

特に、空地通信システム及び情報

共有基盤について、航空局の導入意

思決定の時期に、当初想定された導

入年度を前倒しさせる程の顕著な研

究成果を提供し、航空局が整備を行

う遠隔型空港業務支援システムにつ

いて、航空局の機器仕様書作成の時

期に研究成果を反映させたことは、期

待された時期での顕著な成果であ

る。 

 

（国際的観点） 

航空の分野においては国際的な連

携や国際標準化が重要であり、常に

国際的水準を意識し研究を実施して

いる。 

特に、我が国の準天頂衛星システ

ムの利用が衛星航法補強システム

（SBAS）として適していることを実証

し、次世代 SBAS の規格に準天頂衛

星システムを組み入れるための国際

民間航空機関（ICAO）の標準の改訂

案が採用されたことは、国際水準に

照らして大変大きな意義がある。 

また、開発した世界初の電離圏脅

威モデルを活用すると、本邦の地上

型衛星航法補強システム（GBAS）及

び SBAS の電離層リスクへの対応能

力を向上させることができ、これら補

強システムの世界的な競争力の向上

につながるものと考える。 

評定：Ａ 

＜評定理由＞ 

○ 以下の点について高く評価できる。 

・国土交通省からのニーズに沿った研究内容に取り組み高い水準で順調に研

究成果を示している。航空交通管理や空港面交通管理など、実際の運用へ向

けて多くの取り組みが行われており、その必要性は高く、今後とも成果に期待

がされている。 

・航空分野における安全・安心の確保する技術研究において、世界初の技術

を創出し、世界初のコンセプトを提案し、国際的に評価を得たことの意義は大

きい。実証試験を行い、実用化にむけた説得力ある成果も評価できる。 

・国内にとどまらない、国際社会の動向を取り入れ、その水準を満たす研究成

果につなげていることは評価が高い。 

・今後の課題として、セキュリティーへの対応を取り入れ始めたことは重要であ

る。 

・次世代 SBAS、GBAS のプロトタイプ構築では、実際の空港への適用や国際

基準への貢献がされており、評価は高い。 

・PBN と GBAS を活用した計器進入方式はシミュレーターの実証まで実施され

ており、そのうちの障害物評価ソフトは国際機関に採用される見込みとなった

ことは大いに評価される。 

・リモートタワープロトタイプを構築し、空港周辺監視システムが実際の空港で

実証され、国際規格追加に貢献したことは重要な成果と言える。 

・航空機の拡張型到着管理システムはシミュレーターで検証された。運用プロ

トコルやスケジューリング手法の検討を経て、実装されることが期待される。 

 

＜その他の意見＞ 

・フリールーティング空域の軌道ベース運用技術は、ぜひ国際的な貢献に期待

したい。 

・空港間サービス連携を通じ SWIM を検証し、その上で、飛行実験で実証、国

際連携によりデモも実施した。実装を目指して開発を継続してほしい。 
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（２）空港運用の高度

化 

到着機が燃料消費

を抑えて進入する継

続降下運航の混雑空

港における運用の拡

大を可能とする経路

設定技術、衛星航法

を利用した進入着陸

方式等高度な運航方

式、空港面における

出発機と到着機の交

通管理手法、光ファイ

バー技術等を応用し

た航空機監視技術、

ムの開発が求められ

ている。 

このため、以下の

研究開発を進める。 

①運航者の希望に基

づく飛行経路を実現

しつつ、適切な管制

処理容量の確保を可

能とするための管理

手法に関する研究開

発 

②全航空機の飛行経

路と通過時刻によっ

て航空交通を管理す

る軌道ベース運用を

可能とする技術に関

する研究開発 

③システム故障、ヒュ

ーマンエラーや自然

状況変化によるリス

クなどに強い通信・航

法・監視を含む航空

交通管理のためのシ

ステムに関する研究

開発 

 

 

（２）空港運用の高度

化 

燃費軽減に寄与す

る混雑空港における

継続降下運航の運用

拡大、低視程時の就

航率を改善するため

の衛星航法による高

度な運航方式、空港

面における到着便と

出発便の交通流の輻

輳を解消する効率性

と定時性の高い航空

交通管理技術の開発

が求められている。ま

る。 

 

③ システム故障、ヒューマンエラー

や自然状況変化によるリスクなど

に強い監視システムに関する研

究開発では、航空機の搭載機材

に依存せず、空港面及び空港近

傍における移動体を検出するた

めに、現行の監視レーダーを補

完する航空機監視システムの研

究を行うとともに、国際的な技術

指針の策定を行った。 

具体的には、マルチスタティッ

クレーダー（MSPSR）に運用レー

ダーで使用される信号処理を適

用し、航空機の検出精度を向上さ

せるとともに、地上デジタル放送

の電波を使った航空機の検出に

成功し、現行の一次監視レーダー

と比較して、購入費、維持費等が

安く、既存周波数帯を活用した航

空機の監視方式を実証した。ま

た、リアルタイム処理が可能な

MSPSR 実験システムの構築を行

った。 

今後、MSPSR 実験システムの

移動体検出実験を行い、MSPSR

導入技術を確立することにより、

障害に強い安全安心な航空機監

視の実現が期待される。 

 

リスクなどに強い航法システム

に関する研究開発では、次世代

静止衛星型衛星航法補強システ

ム（SBAS）の研究開発を進めると

ともに、国際規格の策定作業に積

極的に参画した。 

具体的には、準天頂衛星が放

送する L5S 信号を使用し、世界

初の人工衛星による次世代

SBAS の地上試験及び飛行実験

を行い、ロバストでアベイラビリテ

さらに、電子航法研究所が開発を

進 め て き た 新 型 航 空 機 監 視 装 置

（OCTPASS）の有用性が認められ、ベ

トナム・フーコック国際空港の導入に

向けた実証実験が行われており、今

後我が国における航空交通システム

の国際競争力の向上につながるもの

と考える。 

 

（継ぎ目のない航空交通（シームレス

スカイ）） 

電子航法研究所ではシームレスス

カイにつながる研究を継続して実施し

ており、諸外国との連携実験や実験

用航空機を使用した世界初の実証実

験を実施している。 

特に、電子航法研究所で開発した

グローバルな情報共有基盤 SWIM 実

験システムと次世代航空通信システ

ム AeroMACS 技術を用いて、世界初

の飛行実証実験を行い、グローバル

な協調運用方式であるFF-ICEに基づ

き様々な情報をリアルタイムに交換で

きることを実証したことは、出発から到

着までのシームレスな航空交通（シー

ムレススカイ）の実現につながる顕著

な成果といえる。 

 

（先見性・機動的観点） 

 近年、急速に発展している機械学習

技術について、先見性をもち、萌芽的

研究として実施した研究成果を機動

的に活用することにより、羽田空港到

着機の飛行時間の予測精度を改善で

きることを確認した。また、航空交通

データを使用し、機械学習モデルを用

いた FIX 通過予測精度の分析や出発

時刻等のばらつきの特性を機械学習

によりモデル化する検討を進めてい

る。 

大量のデータを扱う航空交通分野

の分析においては、機械学習の利活
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滑走路上の異物監視

システムに関する研

究 開 発 等 に 取 り 組

む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）機上情報の活用

による航空交通の最

適化 

航空機が保持する

運航や気象等に関す

る情報を地上へ伝送

し活用する技術、航

空機が地上と連携し

て周辺航空機の状況

を把握し最適な航空

機間隔を維持すると

ともに最適な飛行経

路を実現する技術に

関する研究開発等に

取り組む。 

 

た、空港面に対する

監視技術の高度化等

が求められている。 

このため、以下の

研究開発を進める。 

①混雑空港における

継続降下運航の運用

の拡大及び衛星航法

による進入着陸シス

テムを用いた曲線精

密進入等の高度な運

航方式等に関する研

究開発 

②航空機の離着陸時

刻及び地上走行時間

の予測を基に行う空

港面交通の管理に関

する研究開発 

③光ファイバー技術

等を応用した航空機

監視技術及び滑走路

上の異物監視システ

ム等に関する研究開

発 

 

 

（３）機上情報の活用

による航空交通の最

適化 

航空機が持つ情報

（機上情報）を航空交

通管理などにおいて

活用するため、機上

情報を迅速に取得す

る 等 の 監 視 性 能 向

上、航空機監視応用

システムと地上管制

の連携による航空機

間隔最適化に関する

技術の開発が求めら

れている。 

このため、以下の

ィ（利用可能な時間割合）の高い

次世代 SBAS を開発するととも

に、次世代地上型衛星航法補強

システム（GBAS）のプロトタイプを

開発し、低緯度地域で影響の大

きい電離圏擾乱の対策に宇宙天

気情報の活用が有効であることを

示した。併せて、次世代 GNSS 補

強システムにおける国際標準規

格案の策定作業に参画し、研究

により得られた知見を提供し、国

際標準案を検証して貢献した。 

今後、今中長期計画の策定時

には想定になかったセキュリティ

対策技術に取り組み、デジタル署

名技術を応用した信号認証機能

を開発・規格化することで、安全・

安心なシステム構築が期待され

る。 

 

（２）空港運用の高度化 

① 混雑空港における継続降下運航

の運用の拡大に関する研究開発

では、降下途中でエンジンの推力

を最小としたまま、最適な降下率

で継続的に降下を行う継続降下

運航（CDO）を混雑空港で拡大す

るための研究を行った。 

具体的には、CDO の現状分析

により、日中の進入管制区におい

て、CDO を実施する航空機と周

囲の交通流との間でコンフリクト

が発生する可能性が高いこと及

び出発機との関連性が高いことを

明らかにした。また、CDO 実施に

あたり、管制官に有用な情報を提

供する CDO 実施判断支援ツー

ルを開発し、管制経験者によるシ

ミュレーションを実施し、ツールを

利用して CDO を実施する場合の

交通量を明らかにし、現在よりも

運用拡大できることが分かった。 

用の範囲が拡大しており、将来さらな

る発展が見込まれることから、先見性

と機動性を持った研究開発を実施し

ていると考える。 
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（４）情報共有及び通

信の高度化 

 

多数の関係者が航

空機運航の状 況認

識・判断を行えるよう

にする情報共有基盤

の構築及び航空機と

地 上 の 間 で 航 空 管

制、運航、気象等に

関する情報を高速伝

送する地対空通信シ

ステムの開発並びに

そのセキュリティの確

保に関する研究開発

等に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発を進める。 

①放送型自動位置情

報伝送監視システム

等の機能を用いて航

空機の飛行管理シス

テムが持つ運航情報

などを地上に伝送し

て航空交通管理に活

用する技術に関する

研究開発 

②航空機が地上と連

携して周辺航空機の

状況を把握し最適な

航空機間隔を維持す

るとともに最適な飛行

経路を実現する運航

に関する研究開発 

 

 

（４）関係者間の情報

共有及び通信の高度

化 

航空情報、飛行情

報、気象情報等、航

空機の運航に必要な

情報の共有に関する

技術の開発及び航空

機と地上管制機関等

との間のセキュアで

高速な通信に関する

技術の開発が求めら

れている。 

このため、以下の

研究開発を進める。 

①異種システム間の

情報交換において安

全性の保証された共

通データ基盤の構築

に関する研究開発 

②航空機と管制機関

間をつなぐ高速で安

全性の保証された次

今後、さらなる運用拡大のため

には、到着機位置の予測精度を

向上させる必要があり、今後、管

制官が予測しやすい新降下方式

を設計し、検証することで、CDO

の運用拡大に貢献し、燃料削減

や CO2 削減の効果が期待され

る。 

 

衛星航法による進入着陸シス

テムを用いた曲線精密進入等の

高度な運航方式等に関する研究

開発では、衛星航法による精密

進入着陸システムを用いた曲線

進入（TAP）等の高度運用方式を

実現するため、機上実験装置の

開発と飛行実証実験により TAP

を実証し、併せて性能準拠型航

法（PBN）概念による RNP 航法と

GBAS を組み合わせた曲線進入

等（RNP to xLS）の計器飛行方式

の設計法を確立した。 

具体的には、実験用機上装置

へ考案した改良演算を組み込

み、3 次元表示機能を開発して

TAP 経路を飛行実証した。 

また、RNP to xLS 方式の設計

条件を明らかにするため、空港周

辺の山岳地形などの制約を調査

し、計器飛行方式を設計してフル

フライトシミュレータで検証した。さ

らに、1970 年代に作成されて以

来更新されていなかった衝突危

険度モデルを改善する衝突確率

計算アルゴリズムを提案したほ

か、ICAO の OAS（障害物評価表

面）ソフトウェアを自ら開発し、

ICAO 文書の標準ソフトウェアとし

て採用される方向で進捗している

等、国際的に大きく貢献した。 

今後は、RNP to xLS 方式の飛

行実証により設計した飛行方式
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世代航空通信に関す

る研究開発 

 

 

のフライアビリティを評価し、最適

な条件を追及することで、衛星航

法の利点を活かし、燃料節減効

果が高く、環境負荷の少ない柔軟

な経路設計が期待される。 

 

② 航空機の離着陸時刻及び地上走

行時間の予測を基に空港面交通

管理を行う研究開発では、空港

面の交通状況に応じた交通管理

手法に関する研究と空港設計及

び地上走行時間管理に資する交

通データ等活用技術の研究を行

った。 

具体的には、成田空港の交通

状況に応じてスポット待機を行う

交通管理手法の適用条件を検討

し、シミュレーションにより効果を

推定・比較し、交通管理手法の有

効性（到着機の円滑な誘導等）を

示した。 

また、羽田空港の空港面交通

データから、離陸待ちの航空機が

滞留する誘導路等を明らかにす

るとともに、日々の滑走路使用状

況をもとに、滑走路運用方向ごと

に誘導路の通年の交通量を推定

できる見通しが得られた。 

今後、交通管理しやすい地上

走行の要件を検討し、空港面に

おける出発機の順序・間隔付の

高精度化を図ることにより、スポッ

ト出発前の管制承認要求の時点

でスポット待機時間を算出し、誘

導路上の離陸待ち時間を解消す

ることが期待される。 

 

③ 光ファイバー技術を応用した航空

機監視技術に関する研究では、

空港面と空港近傍で全ての航空

機を監視する光ファイバー接続型
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受動監視システム OCTPASS 装

置の実用化の研究を行った。 

具体的には、すべての航空機

を監視するためには、新型のモー

ド S 信号のみならず従来型のモ

ード A/C 信号を用いた監視方式

が不可欠であるが、モード A/C

信号の送信側、受信側の機能を

改良し、また監視覆域の広域化を

行い、OCTPASS に実装すること

で、空港面及び空港近傍でモード

A/C 機を含む全航空機の監視

が可能となった。 

なお、この技術の特許を出願す

るとともに、総務省による「電波シ

ステムの海外展開」プロジェクトの

中で、本研究所で開発を進めてき

た OCTPASS 装置がベトナム・フ

ーコック国際空港において実証実

験を行うこととなり、2019 年度に

設置された。 

 

航空局からリのモートタワーに

関する新たな研究の要請に対応

するため、小規模空港や離島空

港でリモート運用を可能とするた

めに必要な技術を開発し、我が国

の運用環境に適したリモートタワ

ーシステムの実用化研究を行っ

た。 

具体的には、タワー管制業務

の要件、カメラ、監視システム、操

作系ヒューマンマシンインタフェー

ス（HMI）等のシステム要件を整理

し、製作したプロトタイプの性能検

証を行うとともに、AI による識別

機能を組み込み、追尾精度を向

上させるとともに、空港面及び空

港近傍で利用可能な OCTPASS

装置を組み込みプロトタイプの機

能向上を図った。 
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また、国際機関における技術

規格策定活動に貢献するととも

に、航空局のリモートレディオの

仕様策定に貢献した。 

今後、小規模な監視センサの

開発等、必要な技術開発を実施

することで、管制空港のリモートタ

ワー化の整備・導入促進が期待

される。 

 

滑走路上の異物監視システム

等に関する研究開発では、滑走

路上の異物（FOD）探知に関して

FOD 探知率向上（感度向上）及び

悪天候時等の動作の確実性に対

する課題を解決し、実用化、シス

テム高度化の研究を行った。 

具体的には、レーダーで検知し

たものをカメラが撮影、自動追跡

する技術を構築した。成田空港内

のフィールド評価の結果、350m

離れた距離において、1cm の金

属片を検出することが可能となっ

た。また、深層学習（AI 技術）を用

いて分類する FOD 特徴抽出アル

ゴリズムを構築した。さらに、FOD

システムの感度向上、雨天・悪天

候時対応技術、ユーザーインター

フェースの研究開発を行った。 

今後、航空局との調整により、

羽田空港に FOD 探知システムを

設置し評価する方向で検討を進

めており、航空局から本研究に対

する成果を高く評価されているこ

との現れと考えている。 

 

（３）機上情報の活用による航空交通

の最適化 

① 放送型自動位置情報伝送監視シ

ステム等の機能を用いて航空機

の飛行管理システムが持つ運航

情報などを地上に伝送して航空
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交通管理に活用する技術に関す

る研究開発では、広域マルチラテ

レーション（WAM）及び放送型自

動位置情報伝送監視システム

（ADS-B）による機上情報ダウン

リンクと航空交通管理の実現に必

要な技術を開発し、実験システム

による実証実験を行うとともに、

国際規格の策定を行った。 

具体的には、高利得セクタ型ア

ンテナを開発し、WAM 及び ADS-

B に適用することにより、覆域が

30％拡大し、空港面及び周辺の

航空機の位置を連続して把握す

ることが可能となり、安全・安心の

確保へ貢献した。また、GPS 障害

時の WAM の時刻同期障害対策

であるルビジウム発振器による時

刻同期維持技術、ADS-B 方式に

係る不正位置情報の判定、受信

局冗長配置によるジャミング（通

信妨害）対策について、機能付加

と機能試験を行った。さらに、質

問機能によりダウンリンクした機

上情報の信頼性評価技術を開発

し、航空機側が誤情報を回答した

場合でも、管制機関側において検

知が可能になり、ICAO マニュア

ル策定に貢献した。 

今後、継続研究を実施し、WAM

や ADS-B のみならず、二次監視

レーダーを含むマルチレーダーを

効果的に実現するため高機能空

中線といった要素技術の開発が

期待されている。 

 

② 航空機が地上と連携して周辺航

空機の状況を把握し最適な航空

機間隔を維持するとともに最適な

飛行経路を実現する運航に関す

る研究開発では、航空機の拡張
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型到着管理システムの研究を行

った。 

具体的には、ターミナル空域か

らエンルート空域にかけて、到着

機の順序付けとスケジューリング

を行う拡張型到着管理システム

の運用方法を検討した。特に、航

空機が周辺航空機の状況を把握

し最適な航空機間隔を維持する

運用方法の東京国際空港への適

用を検討し有効性を航空局及び

ICAO に報告した。 

また、担当研究員は、本研究

の成果により、平成 30 年度に日

本航空管制協会より功労者表彰

を受賞した。 

今後、引き続き、航空機間隔を

維持する運用方法を検証し、国際

基準策定に貢献することが見込

まれる。 

 

（４）関係者間の情報共有及び通信の

高度化 

① 異種システム間の情報交換にお

いて安全性の保証された共通デ

ータ基盤の構築に関する研究開

発では、航空交通管理において、

各国や地域で構造や処理方式が

異なる SWIM 情報システム間の

融合と協調を実現するため、シー

ムレスな情報交換とサービス連携

に関する技術の提案と評価テスト

ベッドの開発を行った。 

具体的には、まず本邦メーカー

との共同により地上情報共有基

盤を構築し、世界 10 か国と

SWIM 実証実験を行い、SWIM の

有効性と実現性を示した。また、

地上システム間の情報セキュリテ

ィを向上させつつ、多くの利用者

と効果的に情報共有できることを

実証した。その後、AeroMACS を
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用いた空地統合 SWIM のサービ

ス連携システムを開発し、SWIM

構築技術を国際連携により検証

するとともに、空港で評価実験を

行った。 

また、飛行実験に向け、空地統

合 SWIM テストベッドの開発を進

めた。 

ICAO ではこれまでに、離陸前

の運航情報を利用して運航効率

を向上させる計画（FF-ICE）の検

討が進められており、電子航法研

究所では、国際間の連携した作

業により、FF-ICE 運用方式の導

入に向けた実証実験を実施する

など、ICAO 規定の改定に貢献し

た。 

今後、離陸後の運航管理に関

する課題を解決するため国際連

携実験や SWIM 作業部会の推進

により、低コスト、高効率で安全

性の高い運航を保証できる SWIM

情報共有基盤の導入が見込まれ

る。 

 

② 航空機と管制機関間をつなぐ高

速で安全性の保証された次世代

航空通信に関する研究開発で

は、AeroMACS プロトタイプを活

用し、利用技術を開発するととも

に、その技術の適用範囲拡大の

可能性について性能評価を行っ

た。 

具体的には、次世代航空通信

として汎用高速通信のモバイル

WiMAX 技術を航空安全通信に応

用した AeroMACS を選定し、プロ

トタイプを開発した。性能評価試

験や利用技術の検討について

は、技術移転を見込んで、通信事

業者と共同で大規模空港におい

て行うとともに、情報通信基盤の
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SWIM と連接し、データ通信が可

能となることを実証した。また、複

数の航空機追尾型基地局を使っ

た飛行実験により、基地局間の

ハンドオーバーが可能であること

を実証し、地上走行中だけでな

く、飛行中も利用可能であること

を確認した。 

ICAO 通信パネルとその技術作

業部会等においては、AeroMACS

関する研究成果を報告するととも

に、議論に積極的に参画し、技術

マニュアルの策定に貢献した。 

なお、共同研究を行った通信事

業者は平成 30 年度に

AeroMACS 実用化機器を調達

し、単独で大規模空港環境下に

おける性能評価試験を開始し、当

所からの技術移転を完了した。 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－３－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間中間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―５ 研究開発成果の社会への還元 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】 行政への支援や他機関との連携及び協力等による

研究所の研究開発成果の社会への還元は、国土交通省の政策目標の

実現に不可欠であるため。 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

（研究開発評価、政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビ

ューシートの番号を記載） 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 ２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度  ２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 

発表会の実

施件数 
8回 14回 8回 10回 10回 － － － 

        

一般公開・

公開実験回

数 

8回 9回 8回 8回 7回 － － － 

        

現場や基準

等に反映さ

れた研究成

果数 

－ 14件 10件 13件 5件 － － － 

        

行政からの

受託件数 
－ 59件 60件 68件 75件 － － － 

        

行政等が設

置する技術

委員会への

参加件数 

－ 245人 267人 226人 214人 － － － 

        

災害派遣件

数 
－ 2回 0回 2回 4人 － － － 

        

事故原因分

析件数 
－ 2回 1回 6回 6回 － － －  

        

産業界・学

界との共同

研究等の実

施件数 

－ 190件 159件 174件 170件 － － －  

        

産業界から

の受託研究

の実施件数 

－ 158件 135件 126件 140件 － － －  

        

人事交流実

績 
－ 81人 91人 85人 88人 － － －  
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外部委員会

への参画件

数 

－ 410人 430人 409人 396人 － － －  

        

産業界への

技術移転や

実用化に結

びついた研

究成果事例 

－ 0件 0件 1件 4件 － － －  

        

特許・プロ

グラム等の

知的財産の

出願等件数 

－ 58件 65件 63件 65件 － － －  

        

研究者派遣

の実施件数 
－ 145人 123人 117人 101人 － － －  

        

 

 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 中長期目標期間中間評価 

 研究所は、上記１．

～４．における研究開

発成果を活用し、行

政への技術的支援、

他機関との連携及び

協力等を通じて我が

国全体としての研究

成果を最大化するた

め、次の事項に取り

組む。 

 

 

 

（１）技術的政策課題

の解決に向けた対応 

上記１～４．におけ

る研究開発成果を、

国が進めるプロジェク

ト等への支援、海上

輸送の安全確保・海

洋環境の保全等に係

る基準や港湾の施設

に係る技術基準及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）技術的政策課題

の解決に向けた対応 

①国が進めるプロジ

ェクト等への支援 

国等がかかえる技術

課題について受託研

究等を実施するととも

に、国等が設置する

技術委員会へ研究者

を派遣する等、技術

１．評価軸 

（１）技術的政策課題の解決に向

けた対応 

〇政策課題の解決に向けた取組

及び現場や基準等への還元がな

されているか。 

○そのための、行政機関との意思

疎通が的確になされているか。 

 

（２）災害及び事故への対応 

〇自然災害・事故時において迅速

な対応がなされているか 

 

（３）橋渡し機能の強化 

〇技術シーズの産業界への活用

のために、橋渡しの取組を的確に

実施しているか。 

〇国内の研究機関等と十分に連

携・協力しているか 

 

（４）知的財産権の普及活用 

〇知的財産権を適切に取得、管

理、活用しているか 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）技術的政策課題の解決に向けた

対応 

研究開発成果を、国が進めるプロ

ジェクト等への支援、海上輸送の安全

確保・海洋環境の保全等に係る基準

や港湾の施設に係る技術基準及びガ

イドライン、航空交通の安全等に係る

基準等の策定などに反映することに

より、技術的政策課題の解決を支援

するとともに、行政機関との意思疎通

＜評定と根拠＞ 

 

 

 

評定：Ａ 

根拠： 

４年間、年度計画は全て達成してお

り、研究開発成果の最大化に向けた

顕著な成果の創出や、将来的な成果

の創出の期待が認められる。特筆す

べき事項は以下のとおり。 

 

 

（１）技術的政策課題の解決に向けた

対応 

国等が抱える技術課題においてプロ

ジェクトの成否を左右する重要なもの

を受託研究として引き受けるととも

に、最新の技術を用いた衛星システ

ムへの技術指導を行うなど、既存の

技術では十分な対応が期待できない

研究開発の分野で大きな役割を果た

した。また、国等が設置した技術委員

評定 Ａ 

【評定に至った理由】 

当該国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果、取組み等について

諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、下記のとおり顕著な成果の創出や

将来的な成果の創出の期待等が認められるため、A 評定とする。 

 

（技術的政策課題の解決に向けた対応） 

・4 年間を通じて、国等の受託研究を 261 件実施するとともに、国等が設置する

技術委員会に 956 名参画し、基準やガイドラインに研究成果 42 件を反映させ

る等、国の技術的政策課題の解決について、顕著な成果を挙げたと認めら

れる。 

（災害及び事故への対応） 

・国内外の被災現場に研究者を派遣して、迅速かつ適切に被災原因究明や早

期復旧等に尽力した。また、海難事故等に関する当研究所の分析結果が運

輸安全委員会に活用されるなど、⾃然災害・事故への対応について、顕著な

成果を挙げたと認められる。 

（橋渡し機能の強化） 

・4 年間を通じて、大学や民間企業等との共同研究を 693 件実施し、受託研究

を 559 件獲得する等、研究成果の実⽤化及び活⽤促進に尽力するとともに、

各種研究プラットフォームを構築・強化する等、産学官の橋渡しとして、我が

国の国際競争力の強化に貢献したことは、顕著な成果を挙げたと認められ

る。今後、上記に加えて、クロスアポイントメント制度の導入等により研究者
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ガイドライン、航空交

通の安全等に係る基

準等の策定などに反

映することにより、技

術的政策課題の解決

を支援する。このた

め、技術的政策課題

や研究開発ニーズの

把握に向けて、行政

機関等との密な意思

疎通を図るとともに、

社会情勢の変化等に

伴う幅広い技術的政

策課題や突発的な研

究開発ニーズに、的

確かつ機動的に対応

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的政策課題の解決に

的確に対応するとと

もに、国が進めるプロ

ジェクトや計画等の実

施に貢献する。さら

に、国や公益法人等

が実施する新技術の

評価業務等を支援す

る。 

②基準・ガイドライン

等の策定 

研究所の研究開発成

果を活用し、海上輸

送の安全確保・海洋

環境の保全等に係る

基準や港湾の施設に

係る技術基準・ガイド

ライン、航空交通の

安全等に係る基準等

の策定や改定を技術

的 観 点 か ら 支 援 す

る。 

③行政機関等との密

な意思疎通 

研究計画の策定にあ

たっては、ニーズの

把握のため行政機関

等と密な意思疎通を

図り、研究の具体的

な内容を検討すると

ともに、実用化が可

能な成果を目指す。 

国、地方公共団体等

の技術者を対象とし

た講演の実施、研修

等の講師としての研

究者の派遣や受け入

れにより、技術情報

の提供及び技術指導

を行い、行政機関等

への研究成果の還元

を 積 極 的 に 推 進 す

 

（５）情報発信や広報の充実 

〇一般社会から理解が得られるよ

う、研究開発成果等をわかりやす

く発信しているか 

〇研究開発成果の迅速な社会還

元や共同研究の促進のために行

政等に向けた情報発信が的確に

なされているか 

 

 

２．評価指標 

（１）技術的政策課題の解決に向

けた対応 

〇現場や基準等に反映された研

究成果の実績 

〇行政機関との意思疎通に関す

る取組の状況 

 

（２）災害及び事故への対応 

〇自然災害や事故における対応

状況 

 

（３）橋渡し機能の強化 

〇産学官連携に関する取組の状

況 

 

（４）知的財産権の普及活用 

〇知的財産権の取得、管理、活用

の状況 

 

（５）情報発信や広報の充実 

〇発表会の実施件数 

〇一般公開・公開実験件数 

〇行政等に向けた情報発信の取

組状況 

 

を図った。 

具体的な取り組みは以下の通り。 

〇研究所が有する最新かつ先導的な

研究成果や技術的知見等について、

国土交通省等の行政機関が策定及

び改定を行う基準やガイドラインに反

映させるため、基準等の策定及び改

定作業に積極的に参画した。現場や

基準等に反映された研究成果は、４

年間で 42 件であった。 

 

〇令和 2 年 3 月には、海上技術安全

研究所研究員 4 名が、日本原子力学

会から「放射線遮蔽ハンドブック」など

のガイドライン発行にあたる長年の功

績が評価され、日本原子力学会賞・

貢献賞を受賞した。 

 

〇行政からの受託を４年間で 262 件

実施した。 

 

〇行政等が設置する技術委員会に４

年間で延べ 952 名参加した。 

 

〇国土交通省（地方整備局等を含む）

の要請に応じて、有用な新技術の活

用促進を図るために「公共工事等に

おける新技術活用システム（通称

「NETIS」）」に登録する技術の現場へ

の適用性等を評価することを目的とし

て各機関が設置している、「新技術活

用評価会議」に研究者を派遣し、技術

支援を実施した。 

 

〇地方整備局等において、港湾空港

技術地域特別講演会を国土技術政

策総合研究所と共催し、研究者が研

究所の最新の研究成果を報告するこ

とで、研究所が実施している港湾、航

路、海岸及び飛行場等に係る技術に

関する研究活動や成果についての情

報を幅広く提供するとともに、研究ニ

会等に多くの研究者が委員として参

画し、専門家として助言や提案を行う

ことで研究成果を国の基準やガイドラ

インに多数反映させており、研究所が

国を牽引して政策課題の積極的な解

決を図り、期待以上の対応を行ったも

のと認められる。さらに、各種講演会

や意見交換会、国が実施する研修へ

の講師派遣等を通じ、行政機関との

密な連携を図るとともに研究ニーズを

正確に把握して研究活動へ反映させ

ており、行政機関との意思疎通につ

いても間断なく適切に実施したものと

認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が組織の壁を越えて活躍することを通じて、外部との連携の裾野が拡大し、

新たなイノベーションが創出されることについて、将来的な成果の創出の期

待が認められる。 

（知的財産権の普及活用） 

・知的財産権研修や褒賞金・実施補償金制度を通じて、研究者への特許創出

のインセンティブ向上を図った。保有特許についてはホームページや展⽰会

等において公表し、有償活用の促進に努める等した結果、4 年間で特許料収

入 190 百万円を得ており、顕著な成果を挙げたと認められる。 

（情報発信や広報の充実） 

・一般の国民に高度な研究内容をわかりやすい形で広報することを念頭に PR

に取り組んだ結果、研究所の⼀般公開において毎年、過去の実績を上回る

来場者数を達成する等、研究成果を⼀般社会への理解を促進することにつ

いて、顕著な成果を挙げたと認められる。 

 

 

【その他事項】 

（国立研究開発法人審議会の意見） 

評定：Ａ 

＜評定理由＞ 

○ 以下の点について高く評価できる。 

・理事長のリーダーシップのもと、成果の社会還元に今まで以上のリソー

スを配分し、橋渡し機能などの強化を図ってきたことは高く評価できる。 

・受託研究、国の委員会やプロジェクトへの貢献、他機関の技術の評価な

ど、果たすべき役割を十分に果たしている。 

・基準やガイドラインの策定、論文発表、民間への成果移転、特許出願等、

社会への情報発信や研究成果の還元についても、十分に行っている。 

・災害対応、対応マニュアル作成、事故原因究明等、本研究所でなければ

できない役割を果たしている。 

・産学官との連携や人材育成についても、これまでの 4年間は特に精力的

に推進してきたと考える。 

 

＜その他の意見＞ 

・国等が抱える技術課題に対する研究を実施し、既存の技術では解決され

ないものを本研究開発において解決に至る役割を果たすなど、研究所が扱

う分野においては重要な位置を占めている。 

・技術開発の面だけではなく、災害や事故時への対応など多岐に渡る活躍

をしている。 
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（２）災害及び事故へ

の対応 

沿岸域の災害にお

ける調査や、災害の

発生に伴い緊急的に

求められる技術的な

対 応 を 迅 速 に 実 施

し、被災地の復旧を

支援するとともに防

災に関する知見やノ

ウ ハ ウ の 蓄 積 を 図

り、今後の防災対策

のための技術の向上

に努める。また、沿岸

自治体の防災活動の

支援や沿岸住民への

啓発活動など、ソフト

面の事前対策強化も

支援する。 

さらに、海難事故

等の分析及び適切な

る。 

その他、社会情勢

の変化等に伴う幅広

い技術的政策課題や

突発的な研究開発ニ

ーズに、的確かつ機

動的に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）災害及び事故へ

の対応 

沿岸域の災害にお

ける調査や復旧支援

を実施するとともに、

防災に関する技術の

向上や知見･ノウハウ

の向上を図り、災害

対応マニュアルの改

善等の取組を支援す

る。また、沿岸自治体

の防災活動の支援や

沿岸住民への啓発活

動など、ソフト面の事

前対策強化を支援す

る。 

具体的には、国内

で発生した災害時に

おいて、国土交通大

臣からの指示があっ

た場合、または研究

ーズなど、各地域における情報を収

集した。 

 

〇港湾空港技術研究所に隣接する国

土技術政策総合研究所において実施

された国等の技術者に対する研修

に、研修計画の企画段階から積極的

に参画し、研究者を研修コースに講師

として派遣した。 

 

〇航空保安大学校が実施している研

修に講師派遣を行い、航空情報科、

航空電子科を対象として技術開発と

評価試験に関する講義を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）災害及び事故への対応 

国や自治体からの要請を受けて、

被災現場の調査や、災害の発生に伴

い緊急的に求められる技術的な対応

を迅速に実施し、被災地の復旧を支

援した。 

また、海難事故等の分析及び適切

な対策立案を支援した。 

具体的な取り組みは以下の通り。 

 

〇大雨や台風に伴う施設の被災に伴

い、国からの要請を受けた研究者を

現地に派遣して、高度な技術力をもっ

て被災現場を調査し結果を早々に国

へ報告し、復旧等に当たっての高度

な技術指導を実施するなど、技術指

導等を迅速かつ適切に行った。研究

者の災害派遣について、４年間で国

内８件、海外２件実施した。 

 

〇現地調査後に国が設置した委員会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）災害及び事故への対応 

大雨や台風に伴う施設の被災に伴

い、国や自治体からの要請を受けた

研究者を現地に派遣して、高度な技

術力をもって被災現場を調査し結果を

早々に国へ報告し、復旧等に当たっ

ての高度な技術指導を実施するな

ど、技術指導等を迅速かつ適切に行

った。その後は国が設置した委員会

の委員として研究者を派遣し、引き続

き被災原因究明及び復旧等に尽力し

た。また、大規模地震を想定した地震

発生時対応としての安否確認訓練、

及び津波避難訓練の実施による、職

員の災害対応能力の向上等、非常時

における高度な即応体制を整えてい

る。 

さらに、海難事故解析センターにお

いて、運輸安全委員会からの旅客船

衝突事故に係る実船計測及び解析、

漁船転覆事故解析調査等に係る解析
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対 策 立 案 を 支 援 す

る。 

これらに加えて、突

発的な災害や事故の

発生時には、必要に

応じて予算や人員等

の研究資源の配分を

適切に行い、機動的

か つ 的 確 に 対 応 す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所が必要と認めた場

合に、被災地に研究

者を派遣することによ

り、被災状況の把握、

復旧等に必要な技術

指導等を迅速かつ適

切に行う。また、研究

所で作成した災害対

応マニュアルに沿っ

た 訓 練を 行 う とと も

に、その結果に基づ

いて当該マニュアル

の改善を行う等、緊

急時の技術支援に万

全を期する。 

また、重大な海難

事故等が発生した際

には、研究所の持つ

豊富な専門的知見を

活用して事故情報を

解析し、その結果を

迅速に情報発信する

とともに、詳細解析が

必要な場合には、事

故再現や各種状況の

シミュレーションを行

うことにより、国等に

おける再発防止対策

の立案等への支援を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の委員として研究者を派遣し、引き続

き被災原因究明及び復旧等に尽力し

た。 

 

〇平成 29 年 4 月に発生したスリラン

カ国ごみ処分場堆積物崩落（死者 32

名、負傷者 11 名、被災者約 1782 名

の人的被害、住宅損壊多数）におい

て、崩落直後に組織された調査団（ス

リランカ国からの要請を受けた日本国

政府が調査団を現地に派遣）に参加

して被災地へ行き、崩落現場の被災

原因調査及び二次災害防止、ごみ処

理問題対策の計画策定等に関する高

度技術指導を実施した。これにより、

二次災害の拡大や再崩壊を防止する

ことができた。これらの功績が認めら

れ日本国外務大臣から２名に感謝状

が授与された。 

 

〇平成 30 年 9 月、インドネシア・スラ

ウェシ島で発生した地震と津波（死者

2200 名以上）に伴い、インドネシア国

家開発企業庁からの要請を受けた日

本国政府の調査団に研究者２名が参

加し、被災箇所の調査及びインドネシ

ア政府関係機関への調査結果の報

告を行い、復興マスタープランの策定

に向けて助言を行うなど高度な技術

指導を迅速かつ適切に行った。 

 

〇運輸安全委員会からの事故原因解

析の調査を請負い、海難事故解析セ

ンターにおいて、漁船転覆事故に係る

解析調査等を実施して解析結果が同

委員会の報告に活用されるなど、事

故原因の究明に貢献したほか、事故

低減策効果を推定する共同研究を同

委員会と実施した。 

 

〇運輸安全委員会の海難事故調査

資料を用いてデータベースを作成し、

結果が同委員会の報告に活用される

など、事故原因の究明に大きな貢献

を行っており、自然災害・事故時にお

ける迅速かつ適切な対応について、

期待以上の顕著な成果をあげたもの

と認められる。 
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（３）橋渡し機能の強

化 

研究所の優れた技

術シーズを社会に還

元するために、学術

的なシーズを有する

大学や産業的なニー

ズを有する民間企業

等との共同研究、受

託研究、政府出資金

を 活 用 し た 委 託 研

究、人事交流、研究

所からの研究者派遣

等 の 取 組 を 推 進 す

る。 

また、研究所の大

型試験設備、人材、

蓄積された基盤技術

を核として、外部との

連携を促進する研究

プラットフォームとして

の機能強化を図る。 

さらに、出資を活用

し、民間の知見等を

生かした研究開発成

果 の 普 及 を 推 進 す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）橋渡し機能の強

化 

研究所の成果を社

会に還元するため、

研究所の有する優れ

た技術シーズを迅速

に産学官で共有し、 

企業等への技術移転

に 積 極 的 に 取 り 組

む。また、大学等の

有する学術的シーズ

を活かし、研究所単

独ではなし得ない優

れた研究開発成果の

創出と活用拡大に努

めるとともに、関連研

究に取り組む研究機

関の裾野の拡大を図

る。 

具体的には、学術

的なシーズを有する

大学や産業的なニー

ズを有する民間企業

等との共同研究、受

託 研 究 、 公 募 型 研

究、政府出資金を活

用した委託研究、研

究者・技術者等との

情 報 交 換 ・ 意 見 交

換、人事交流、研究

ここから事故に寄与している要因を整

理・体系化することにより、事故低減

策効果を推定する共同研究を運輸安

全委員会とともに実施した。 

 

〇遠地津波を想定した地震発生時対

応としての情報伝達訓練、災害対策

本部設置訓練、TEC-FORCE 派遣判

断訓練、安否確認訓練、津波避難訓

練などを毎年実施して職員の防災対

応能力の向上を図った。 

 

（３）橋渡し機能の強化 

革新的技術シーズから事業化へと

繋ぐ取り組みとして、学術的なシーズ

を有する大学や産業的なニーズを有

する民間企業等との共同研究、受託

研究や公募型研究、研究者・技術者

等との情報交換・意見交換、人事交

流、研究所からの研究者派遣等の取

り組みを行い、産学官における研究

成果の活用を推進した。また、研究所

の大型試験設備、人材、蓄積された

基盤技術等を核として、外部との連携

を促進する研究プラットフォームとして

の機能を強化した。 

具体的な取り組みは以下の通り。 

 

〇研究所単独ではなし得ない優れた

研究開発成果の創出と活用拡大を目

指し、学術的なシーズを有する大学や

産業的なニーズを有する民間企業等

との共同研究を 4 年間で 693 件実施

した。また、研究所の有する優れた技

術シーズを活用するため、受託研究

を 4 年間で 559 件獲得した。さらに、

関連研究に取り組む研究機関の裾野

の拡大を図るため、研究所では公募

型研究への取り組みも行っている。 

これらにより、産業界・学界におけ

る研究成果の活用促進を図るととも

に、研究所が有さない技術を補完し、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）橋渡し機能の強化 

革新的技術シーズから事業化へと繋

ぐ取り組みとして、学術的なシーズを

有する大学や産業的なニーズを有す

る民間企業等との共同研究、を 4 年

間で 693 件実施した。また、研究所の

有する優れた技術シーズを活用する

ため、受託研究を 4 年間で 559 件実

施した。さらに、関連研究に取り組む

研究機関の裾野の拡大を図るため、

研究所では公募型研究への取り組み

も行い、研究成果の実用化、研究成

果の活用の推進に貢献した。 

また、研究者・技術者等との情報交

換・意見交換、人事交流、研究所から

の研究者派遣等の取り組みを行い、

産業界における各種規格・基準への

策定にも積極的に関与するなど､産学

官における研究成果の活用を推進し

た。さらに、研究所が中心的役割を担

った「実海域実船性能評価プロジェク

ト」を発足し、「次世代造船設計システ

ム研究会」を設置した。また、共同事

業「操船支援機能と遠隔からの操船

等を活用した船舶の実証事業」への

参加や、共同研究「90GHz 帯協調制

御型リニアセルレーダーシステムの研

究開発」での成果は、海外に輸出でき

る国産の技術として、マレーシア国ク

アラルンプール空港に実証試験機を
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所からの研究者派遣

等 の 取 り 組 み を 行

い、産学官における

研究成果の活用を推

進する。 

また、研究所の大

型試験設備、人材、

蓄積された基盤技術

等を核として、外部と

の連携を促進する研

究プラットフォームと

しての機能を強化す

る。 

さらに、出資を活用

し、民間の知見等を

生かした研究開発成

果の普及を推進する

体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究成果の質の向上、実用化を加速

させた。 

 

〇船舶に係る技術及びこれを活用し

た海洋の利用等に係る技術に関する

研究開発等において、我が国の海事

産業の持続的発展に不可欠な産学

官の人材の糾合と技術の統合を推進

し、戦略的アプローチに基づくクラスタ

ーの結集が不可欠な共通的・基盤的

な研究課題に取り組み、研究成果の

最大化を目指しているが、そのパイロ

ットプロジェクトとして「実海域実船性

能評価プロジェクト」を発足させた。 

また、我が国造船業の国際競争力

強化に向けて、当所が事務局となり、

民間企業や大学等 21 機関で構成さ

れる「次世代造船設計システム研究

会」を設置した。研究会は計 4 回開催

され、以下の通り、今後の取り組みに

ついて提言をまとめ、各種イベントに

て発出した。 

さらに、民間16社で構成されている

共同事業「操船支援機能と遠隔から

の操船等を活用した船舶の実証事

業」において、タグボートを使用した遠

隔操船実船試験では評価を実施し

た。 

 

〇港湾、航路、海岸及び飛行場等に

係る技術に関する研究開発等におい

て、海洋・港湾構造物の設計に関する

専門知識向上、技術の発展・普及並

びに「港湾の施設の技術上の基準」

の円滑な運用に寄与することを目的

として、国土交通省 国土技術施策総

合研究所、一般財団法人 沿岸技術

研究センター及び海洋・港湾構造物

設計士会と四者で「連携・協力」に関

する協定書を平成 30 年 12 月 7 日に

締結した。 

 

配置し、第 2 滑走路を用いて運用評

価を行っているなど、我が国の国際競

争力強化に大きく貢献した。 

「港湾の施設の技術上の基準」の

円滑な運用に寄与することを目的とし

て、国土交通省 国土技術政策総合

研究所、一般財団法人 沿岸技術研

究センター及び海洋・港湾構造物設

計士会と四者で「連携・協力」に関す

る協定書を締結したり、将来の航空交

通シ ステムに関する長期ビジ ョン

（CARATS）を推進する協議会および

傘下の会議体に参加したりするなど、

うみそら研の橋渡し機能の強化に資

する取組を行った。   「三鷹オープ

ンイノベーションリサーチパーク構想」

により学術と産業双方に関する情報

が得られる環境の整備を引き続き推

進するなど、うみそら研の研究プラット

フォームとしての機能強化を図ってお

り、顕著な成果をあげたものと認めら

れる。 
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〇電子航法に関する研究開発等にお

いて、日立国際電気株式会社等との

総務省競争的資金を用いた共同研究

「90GHz 帯協調制御型リニアセルレ

ーダーシステムの研究開発」は、滑走

路等上の異物（FOD）は空港安全の

課題の一つであり、ミリ波レーダーを

用いたシステム開発が行われており、

大規模空港等の複数滑走路に対応

できる干渉波除去、周波数共用シス

テム開発のニーズが高まっている。電

子航法研究所では 2 次元位置推定技

術に関して共同研究を実施しさらなる

成果活用の推進が期待される。これ

らの成果は海外に輸出できる国産の

技術として、マレーシア国クアラルン

プール空港に実証試験機を配置し、

第 2 滑走路を用いて運用評価を行っ

ている。 

 また、アルウェットテクノロジー株式

会社等との総務省競争的資金を用い

た共同研究「セキュリティ強化に向け

た移動物体高度認識レーダー基盤技

術の研究開発」は、近年、世界各地で

ソフトターゲットを標的としたテロが増

加し、セキュリティ対策の強化が喫緊

の課題となっている。従来のセキュリ

ティ検査機の速度を向上し、歩行者を

直接検査できる新しい検査システム

の需要が高まっている。検知距離 2～

5mを目標に人が所持する不審物を衣

服の上からイメージング画像を取得す

るイメージャ及び、検知距離 15m を目

標に人の位置及び不審物からの反射

特性情報を取得するレーダーシステ

ムから構成された数センチ程度の解

像度を持つ不審物特定用のメージャ

を開発し、センシング・イメージング技

術を確立する。電子航法研究所では

2 周波対応アクティブ型イメージャの

研究開発に関して担当し、さらなる成

果活用の推進が期待される。 
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〇研究所の有する優れた技術シーズ

を産学官で共有するための促進策の

一環として、行政機関、大学、独立行

政法人、民間企業などと人事交流を

行っており、強力な技術交流が育ま

れた。各研究所の特性を活かし、4 年

間で 345 人の人事交流を行った。 

特に、研究者が、研究所と外部機

関等の間で、それぞれ雇用契約関係

を結び、各機関の責任の下で業務を

行うことが可能となる仕組みである「ク

ロスアポイントメント制度」を導入し、

研究者が組織の壁を越えて活躍する

ことを通じて、研究所の技術シーズが

円滑に外部機関等に橋渡しされ、新

たなイノベーションが創出されること

が期待される。 

 

〇客員教授、非常勤講師等として研

究者を 17 大学に派遣し、高等教育機

関における人材育成に貢献した。ま

た、国内からの研修生・インターン生

の受け入れを実施した。これは各研

究所の存在感の向上のみならず、若

手育成の一環として関連業界の技術

力の底上げに資するものである。 

さらに、研究成果の活用の推進を図

るため、研究所として外部委員会へ

の委員、講師等委嘱の受け入れ、研

究者の派遣を行っており、4 年間で延

べ 1,645 人が外部委員会に参画し、4

年間で延べ 486 人を派遣させた。この

ような継続的な取り組みにより、当研

究所は産学官の間に立って橋渡しを

行うことができる国立研究開発法人と

なっている。 

特に、電子航法に関する研究開発

等においては、将来の航空交通シス

テムに関する長期ビジョン（CARATS）

を推進する協議会および傘下の会議

体へ参加し、CARATS の実現に向け
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（４）知的財産権の普

及活用 

知的財産権につい

ては、有用性、保有

の 必 要 性 等 を 検 討

し、コストを意識した

管理を行いつつ、出

資の活用も含めて普

及活動に取り組み知

的財産の活用促進を

図るとともに、技術の

グローバル化に向け

た国際特許の取得も

視野に入れた戦略的

な取組を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）知的財産権の普

及活用 

知的財産権につい

ては、有用性、保有

の 必 要 性 等 を 検 討

し、コストを意識した

管理を行いつつ、出

資の活用も含めて普

及活動に取り組み知

的財産の活用促進を

図る。また、技術のグ

ローバル化に向けた

国際特許の取得も視

野に入れた戦略的な

取組を推進する。 

具体的には、特許

権を保有する目的や

た検討・議論を積極的に実施した。会

議体の一つである研究開発推進分科

会では当研究所の職員がリーダーを

務めており、航空交通分野における

研究開発の推進に大きく貢献してい

る。 

 

〇研究所の保有する大型試験設備、

人材、蓄積された技術等をベースとし

て、前述の取り組みを通じて外部との

連携を促進するとともに、各研究所の

特性に応じた取り組みを行うことによ

り、研究所との関係が深く、様々な連

携が見込める国内及び海外の大学や

研究機関等に対して複数の共同研究

を締結すること等が実施しやすくな

り、研究プラットフォームとしての機能

強化を図った。今後も様々な人・情

報・資金が集積する国際的な研究所

（未来創造の拠点）を目指し、研究・技

術に関する交流や連携の促進によ

り、学術と産業双方に関する情報が

得られる環境を整備し、さらなる交流

や連携促進を図っていく。 

 

（４）知的財産権の普及活用 

〇研究者に特許出願のインセンティブ

を付与するため、褒賞金及び実施

補償金として４年間で 59,899 千円

を支払い、特許等出願の意欲の向

上を図った。 

〇研究所全体の研修として実施して

いる知財研修の見直しを行い、知

財の基礎的事項の解説と各研究の

知財戦略や諸外国との比較、実例

を用いた知財分析と戦略検討の取

り組みを学習することにより、特許

創出を意識した研究の実施につい

て、更なる意識の向上を図った。 

〇有償・無償を問わず、公開を実施あ

るいは想定している技術計算プロ

グラムについては、紛争への備えと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）知的財産権の普及活用 

知財研修については、研究所全体で

実施し、毎年、内容の充実を図りつ

つ、特許創出を意識した研究の実施

について実例を示して、更なる意識向

上を図っている。特許申請に係る費用

等について十分に吟味したうえで、知

的財産管理活用委員会等において、

事業性と特許性について審議し、厳

格な手続きを経て、４年間で 251 件の

特許を出願した。また、４年間で活用

された知的財産のうち、有償活用件

数については、特許実施が 59 件、著

作権（プログラム）の使用許諾に関す

る実施が 212 件であり、収入として、

特許料収入 190 百万円、著作権収入

168 百万円を得ている。保有特許につ
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（５）情報発信や広報

の充実 

研究発表会、講演

会、広報誌やパンフ

レット等の発行、研究

所の一般公開や施設

見学の実施、ホーム

ページ掲載等の多様

なツールを活用し、研

究開発成果の迅速な

社会還元や共同研究

の促進のための行政

等に向けた情報発信

や、研究活動の理解

促進のための一般国

民に向けた広報を積

極的に行う。 

 

 

 

申請にかかる費用等

を 十 分 に 吟 味 す る

等、特許を含む知的

財産全般についての

あり方を検討しつつ、

適切な管理を行う。ま

た、研究所のホーム

ページの活用等によ

り保有特許の利用促

進を図る。 

 

 

（５）情報発信や広報

の充実 

研究発表会、講演

会、出前講座、研究

所報告等の発行等に

より、研究業務を通じ

て得られた技術情報

や研究開発の実施過

程に関する様々な情

報を、主に行政等の

利活用が想定される

対象に向けて積極的

に発信し、研究成果

の普及、活用に努め

る。 

また、研究成果を

分かりやすく説明・紹

介する広報誌やパン

フレット等の発行、研

究所の一般公開、施

設見学の実施、ホー

ムページ掲載等の多

様なツールを通じた

広報周知活動を、主

に一般国民に向けて

効率的かつ積極的に

行い、研究所の取組

に対する理解の促進

に努めるとともに、科

学技術の普及啓発及

して著作物登録を進めている。「高

潮津波シミュレータ(STOC 改良

版)」は研究所が単独で開発したも

のであるが、公益に資するため、津

波に関する部分を「津波シミュレー

タ T-STOC」として、ソースプログラ

ム及び入出力データをホームペー

ジにおいて公開している。 

 

 

 

 

（５）情報発信や広報の充実 

 研究開発成果の迅速な社会還元や

共同研究の促進のための行政等に

向けた情報発信や、研究活動の理解

促進のための一般国民に向けた広報

を積極的に行った。 

具体的な取り組みは以下の通り。 

 

○海上・港湾・航空技術研究所の中

期計画の前 4 年間の活動の成果を取

りまとめ公表するため、令和元年 12

月 10 日に「うみそら研成果報告会」を

開催し、統合後の研究所としてのこれ

までの歩みと成果、今後の展望等に

ついて報告した。 

 

〇海上技術安全研究所において、毎

年、研究発表会を開催し、研究所に

対する社会的要請や今後の研究所の

取組や海洋開発、安全確保、基盤技

術開発及び環境保全など海事関係者

に関心の高いテーマを中心に、研究

の成果を紹介した。また、来場者との

双方向、対話型の展示プログラムとし

て、最新の研究を紹介するポスターセ

ッションを開催した。 

 

〇港湾空港技術研究所において、毎

年、講演会を開催し、研究の課題と展

望について報告し、研究活動や成果

いてはホームページや展示会等にお

いて公表して利用促進に努め、その

結果、官庁及び民間から多数の問い

合わせを受けており、更に、研究成果

の製品化を目的とした共同研究・開発

の枠組みを継続し、積極的な知財の

普及に努めた。 

以上のとおり、知的財産権を適切

に取得、管理、活用したものと認めら

れる。 

 

 

（５）情報発信や広報の充実 

各分野の講演会や研究成果の発

表会等について、多数開催しており、

その実施にあたっても研究者の一方

的な発表に留まらず、外部有識者を

招聘したパネルディスカッションや特

別講演を行ったほか、民間企業への

出前講座や公開実験、大学等からの

依頼に対応した特別講義による人材

育成への寄与など、研究開発の成果

を迅速かつ能動的に公開し、社会へ

の還元と行政等への発信について想

定を超えて強力に推し進めたものと認

められる。また、研究所の研究内容は

非常に高度でその分野も多岐にわた

るが、行政や企業への発信と並行し

て、一般国民に対して分かり易い形で

広報活動を行うことを念頭に置いて活

動した。具体的手法として、近隣の三

鷹市の中学生を対象とした施設見学・

体験学習や、文部科学省が先進的な

理数系教育を実施する高等学校等を

支援する「スーパーサイエンスハイス

クール（SSH）」事業への協力等、研究

施設を最大限に利用した活動に加え

て、空の日仙台空港祭への参加を通

じ、子供連れの家族など多くの来場者

に研究所の活動内容のＰＲを行った。

実績としても、研究所の一般公開にお

いて毎年、過去の実績を上回る来場
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び人材育成の促進に

寄与する。 

 

 

についての情報を幅広く提供するとと

もに、研究ニーズなど、各地域におけ

る情報を収集した。 

 

〇港湾空港技術研究所において、毎

年、「港湾空港研究シンポジウム」を

国土技術政策総合研究所と共同で開

催した。 

 

○電子航法研究所において、毎年研

究発表会を開催し、研究成果を発表

した。 

 

〇海上・港湾・航空技術研究所のパ

ンフレットを作成し、関係者に配布す

ることで、統合による新法人の発足と

新たな研究所の体制や役割について

積極的な周知に努めるとともに、各研

究所においても研究活動や研究計画

を紹介する業務概要を作成し、各研

究所のホームページでも公開した。 

 

〇港湾空港技術研究所において、毎

年、技術情報誌「PARI」を刊行し、「研

究活動が国民の暮らしの向上にどの

ような役割を果たしているのか」を分

かり易く説明・紹介するため、毎号ご

とに各研究テーマの特集記事を選定

し、研究成果が実際に活用されてい

る状況、研究所の実験施設及び現地

観測施設などを紹介した。 

 

〇港湾空港技術研究所において、毎

年、活動内容を簡潔にとりまとめた

「年次報告」（日本語版）並びに「PARI 

Annual Report」（英語版）を作成し、関

係機関へ配布するとともにホームペ

ージで公開し、航空分野においても、

航空に関する研究活動について年報

を毎年発行し、ホームページで公開し

た。 

 

者を記録しており、研究成果の一般

社会への理解の促進を多角的に行

い、顕著な成果をあげたものと認めら

れる。 

 

以上のように、研究成果を国の基

準やガイドラインに多数反映させて国

の基準・ガイドライン等策定に貢献し

たこと、国からの要請による現地での

高度技術指導に大きな役割を果たし

たこと、自然災害・事故時において迅

速かつ適切に対応したこと、研究所の

優れた技術シーズを社会に還元する

ために大学や民間企業との共同研究

を多数実施したこと、知的財産権を適

切に取得管理活用したこと、各分野

の講演会や研究成果の発表会等を

多数開催し様々な研究活動の PR を

行ったことなど、研究開発成果の社会

への還元において期待以上の顕著な

成果を挙げたことから、自己評価を A

とした。 
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〇科学技術週間の行事の一環とし

て、毎年、東京都三鷹市から調布市

にかけて隣接する電子航法研究所、

海上技術安全研究所及び交通安全

環境研究所が合同で、研究施設の一

般公開を開催し、一般の方にもわかり

やすい展示や体験などを行った。 

 

〇港湾空港技術研究所において、毎

年、主に子供や家族連れを対象とし

て、体験しながら研究所について学ぶ

ことができる研究所施設の一般公開

を実施した。 

 

〇政府、自治体、民間企業、学校や

一般の方々等、研究所施設の見学希

望者に対応するため、毎年、施設見

学を積極的に実施した。施設見学に

ついては単なる施設の紹介にとどま

らず、施設に関連した研究を紹介する

ことを通して、研究所の活動内容や研

究者の社会的位置付けを広く理解し

てもらう絶好の機会と捉え、極力、希

望者を受け入れるよう努めた。また、

見学者からの質問には、分かり易い

解説、説明で答えるなど見学者の理

解を深めるように心がけた。 

 

〇研究所内の図書館に所蔵している

歴史的または学術研究用の重要で貴

重な資料について、広く一般の方にも

活用してもらえるように、各種規程類

及び一般利用者の研究所内への入

退所の手続き等の各種規程類を整備

し、図書館の一般開放を引き続き実

施した。なお、当該図書館は公文書

等の管理に関する法律に基づく歴史

資料等保有施設として内閣総理大臣

より指定されている。 

 

〇特別教育活動及びキャリア研修の

協力の観点から、学生の社会科体験
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学習を受け入れるなど、積極的に取り

組んだ。 

 

〇三鷹ネットワーク大学の市民向け

講座に講師として研究員を派遣し、科

学者を志す小中学生を対象とした「み

たかサマーラボ」に研究員を派遣し、

地域貢献と研究活動の理解促進に寄

与した 

 

〇メディアを通じた情報発信のため、

テレビやプレス取材に積極的に協力

した。テレビ放映については、一般公

開、各種水槽、AUV、大型水路を用い

た実験等を紹介した番組が放映され

た。また、研究所の諸活動について新

聞や専門紙などに記事掲載があっ

た。 

 

〇国土交通省の航空普及活動として

毎年実施される「空の日」の記念事業

について、毎年開催される空の日仙

台空港祭に参加し、電子航法研究所

紹介マンガの配布や、電子航法研究

所研究紹介パネルの展示を実施して

一般の方々に向けて効率的に情報発

信を行った。 

 

〇海事交通文化の研究及び普及・発

展への貢献が認められ、永遠の課題

である船舶衝突予防の問題を海上で

の情報通信技術、クラウドサービスな

どを駆使して考察した論文が「山縣勝

見賞」を受賞した。 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－３－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間中間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６ 戦略的な国際活動の推進の実施 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】 研究所による研究開発の成果を活用して戦略的に

国際活動を推進することは、国土交通省の政策目標実現に不可欠で

あるため。 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

（研究開発評価、政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビ

ューシートの番号を記載） 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 ２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度  ２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 

国際基準・

国際標準に

おける会議

参加者数 

63人回 102人

回 

105人

回 

105人

回 

121人回 － － －         

国際会議に

おける発表

数 

200件 218件 251件 249件 265件 － － －         

国際ワーク

ショップ等

国際会議の

主催・共催

回数 

3回 5回 5回 3回 4回 － － －         

研究成果が

反映された

国際基準・

国際標準に

係る提案文

書数 

－ 89件 86件 81件 64件 － － －         

海外機関へ

の研究者の

派遣数 

－ 2人 4人 8人 6人 － － －         

海外の災害

における研

究者の派遣

数 

－ 0件 1件 1件 0件 － － －         

海外機関か

ら の 研 究

者、研究員

－ 10人 9人 9人 9人 － － － 
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等の受入数 

研究者の国

際協力案件

従事回数 

－ 6回 12回 14回 8回 － － － 

 

        

 

 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 中長期目標期間中間評価 

 研究所は、上記１．

～４．における研究開

発成果を活用し、国

際基準・国際標準策

定への積極的な参画

や海外機関との連携

を通じて我が国の技

術及びシステムの国

際的な普及を図る等

の戦略的な国際活動

を推進するため、次

の事項に取り組む。 

 

 

 

（１）国際基準化、国

際標準化への貢献 

世界的な交通の発

展及び我が国の国際

競争力の強化に貢献

するため、国際海事

機関（ＩＭＯ）や国際民

間 航 空 機 関 （ Ｉ Ｃ Ａ

Ｏ）、国際標準化機関

（ＩＳＯ）等における我

が国提案の国 際基

準・国際標準化を視

野に入れた、戦略的

な取組を進める。具

体的には、国土交通

省に対する技術的バ

ックグラウンドの提供

等の我が国提案の作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国際基準化、国

際標準化への貢献 

研究成果の国際基

準・国際標準化を目

指して研究計画を企

画立案するとともに、

国際的な技術開発動

向を踏まえつつ研究

を実施することで、ＩＭ

Ｏ、国際民間航空機

関（ＩＣＡＯ）、国際標

準化機構（ＩＳＯ）等へ

の国際基準案等の我

が国の提案作成に積

極的に関与する。 

また、我が国の提

案実現のため、国際

会 議 の 審 議 に 参 画

１．評価軸 

（１）国際基準化、国際標準化への

貢献 

○国際基準及び国際標準の策定

において、十分な貢献がなされて

いるか。 

 

（２）海外機関等との連携強化 

○海外の研究機関や研究者等と

の幅広い交流・連携において、先

導的・主導的な役割を担っている

か。 

 

 

２．評価指標 

（１）国際基準化、国際標準化への

貢献 

〇国際基準・国際標準に係る会議

参加数 

 

（２）海外機関等との連携強化 

〇国際会議における発表数 

〇国際ワークショップ等国際会議

の主催・共催回数 

〇海外に対する技術支援等の活

動状況 

 

＜主要な業務実績＞ 

（評価と関連が深い主な業務実績及

び将来の成果の創出の期待等につい

て具体的かつ明確に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国際基準化、国際標準化への貢

献 

〇国際海事機関（IMO）、国際民間航

空機関（ICAO）、国際標準化機構

（ISO）等における国際基準化、標

準化に係わる会議へ積極的に参加

し、毎年度の目標である 63 人を大

幅に上回る数の職員が参加し、４

年間で延べ 433 人（年平均 108 人）

が参加した。 

〇液化水素タンカーの国際航海に

は、荷積み国、荷揚げ国及び船舶

の旗国による「参加国合意」が必要

で、IMO による「液化水素ばら積み

運送に係る暫定勧告」の策定に際

し、我が国は荷積み国である豪州

の海事安全庁（AMSA）と事前協議

を行い、海上技術安全研究所は、

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

根拠： 

中間期間において、毎年度の参考指

標の基準値を全て達成しており、ま

た、以下に示すように顕著な成果も多

数見られることから、A とした。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国際基準化、国際標準化への貢

献 

〇IMO、ICAO、ISO 等の国際基準化、

標準化に係わる会議参加者数につ

いて、毎年度、年度基準値である

63 人を大幅に上回る数の職員が参

加し、４年間で延べ 433 人が参加し

た。 

 

 

〇海上技術安全研究所から国際海事

機関（IMO）に継続的に出席してい

る研究者 1 名は、SSE の議長を務

めるとともに、CCC の作業部会の

議長を務めるなど、我が国代表団

の中心的存在として我が国意見の

国際規則・基準への反映に寄与す

評定 Ａ 

【評定に至った理由】 

当該国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果、取組等について

諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、下記のとおり顕著な成果の創出や

将来的な成果の創出の期待等が認められるため、A 評定とする。 

 

（国際基準化、国際標準化への貢献） 

・4 年間を通じて、IMO、ICAO、ISO、PIANC 等の国際基準化、国際標準化に係

る会議への積極的な参画及び当該会議における議長やコーディネーター等と

して主導的役割を遂行する等、研究成果及び我が国意見の国際規則・基準

への反映に多大な貢献をしており、顕著な成果の創出が認められる。具体的

には、欧州⺠間航空電⼦装置機構(EUROCAE)より Presidentʼs Award 2019

が授与される等、当研究所の国際標準策定に関する長年の寄与が国際的に

評価されており、今後も国際標準化に先導的・主導的役割を果たすことにつ

いて、将来的な成果の創出が期待される。 

 

（海外機関等との連携強化） 

・国際ワークショップの主催・共催を 4 年間で 17 回開催し、積極的に海外機関

等との連携を強化するとともに先導的な役割を果たしており、顕著な成果と認

められる。また、アジア地域を中心に研修及び講師派遣を実施する等、我が

国と近隣アジア諸国との連携を深め、各国の技術力向上に貢献したことは、

国土交通省が政策として推進するインフラ海外展開に大きく寄与するもので

あり、今後も将来的な成果の創出が期待される。 

 

【その他事項】 

（国立研究開発法人審議会の意見） 

評定：A 

＜評定理由＞ 

○ 以下の点について高く評価できる。 

・継続して戦略的かつ積極的な国際活動が推進されており、国際基準化、国際

会議でのリーダーシップなど、目標以上の成果を上げている。 

・国際機関などにおいて議長を務めるなど国益を損なわない基準策定に尽力

し、国際交流・連携においては中心的役割を果たしたことは大きく評価される。 
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成に必要な技術的支

援や、国際会議の参

加等を行うことによ

り、我が国提案の実

現に貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、技術的なサポート

を実施するとともに、

会議の運営にも積極

的に関与する。 

加えて、主要国関

係者に我が国提案へ

の理解醸成を図るた

め、戦略的な活動を

行う。 

また、我が国が不

利益を被ることがな

いよう、我が国への

影響及び適合性につ

いて技術的な検討を

行うなど、他国の提

案についても必要な

対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題に係る全ての提案文書の策定

や技術的な議論を補佐する等、暫

定勧告の策定に貢献した。その結

果、液化水素タンカーに関する暫

定勧告は、IMO の場において、僅

か 2 年という短期間で採択された。

「世界初となる液化水素タンカーの

国際基準化への貢献」により、当所

研究員が内閣総理大臣から首相官

邸で、第10回海洋立国推進功労者

表彰を平成 29 年 8 月に受賞した。 

○海上技術安全研究所から、IMO に

継続的に出席している研究者 1 名

は、船舶設備小委員会（SSE）の議

長を務めるとともに、船舶設計・建

造小委員会（SDC）の係船索に関す

る作業部会の議長や会期間通信

審議グループのコーディネーター、

貨物運送小委員会（CCC）の作業

部会の議長を務めるなど、我が国

代表団の中心的存在として我が国

意見の国際規則・基準への反映に

寄与するとともに、IMO における基

準策定全般に大きな貢献を果たし

た。加えて CCC 6 会期中の令和元

年 9 月には IMO において、国土交

通省海事局及び中国交通運輸部

海事局との共催により、モデルコー

スの普及を目的とした国際ワークシ

ョップ（25 の国及び機関から約 60

名が参加）を開催した。その結果、

CCC 6 はモデルコースを承認した。 

〇海上技術安全研究所の研究者１名

は、これまでの研究の成果が国際

的に評価され、IMO から船級協会

が策定する船体構造規則の監査員

として指名されたため、今後、公平

かつ合理的な規則策定への貢献

が期待される。  

○ISO 等の活動においては、当所職

員がプロジェクトリーダーを務める

など、小委員会等の運営、規格策

るとともに、IMO における基準策定

全般に大きな貢献を果たした。 

〇当所職員が 2014 年から船舶設備

小委員会（Sub Committee on Ship 

Systems and Equipment）の議長に

選出され、その後 2019 年末まで、6

年間議長を勤め上げた。2019 年 6

月に開催された第 101 回海上安全

委員会（MSC 101）では、各国から

謝辞が述べられるなど、大きな貢

献を果たした。 

〇PIANC INCOM Working Group 128 

に参加して文献の記述内容の修正

を 行 っ た 。 ま た 、 PIANC World 

Congress への参加を通じてその

活動に貢献した。PIANC が作成す

る技術的課題のレポートは世界の

港湾・航路技術者の指針となってお

り、同協会に設置された委員会や

会議への参加により、研究成果の

国際的な浸透を図った。 

〇電子航法研究所は、ICAO の作業

部会等で研究成果を積極的に提供

し国際基準や技術マニュアル等の

策定作業に大きく貢献した。 

〇 欧 州 民 間 航 空 電 子 装 置 機 構

(EUROCAE) President’s Award 

2019 の授与は、EUROCAE の活動

と国際標準化への顕著な貢献に対

して与えられるものであり、航空無

線システムの国際標準作成に関す

る 長 年 の 寄 与 の み な ら ず 、

EUROCAE の活動活性化への献身

的活動が国際的に評価された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の意見＞ 

・所員の国際的プレゼンスを上げる取り組みも多く見られる。 
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定作業に貢献した。また、国内委員

会においても、当所職員が委員とし

て参画し、我が国の技術の国際標

準化に貢献した。 

 さらに、これまでの実績が、国内製

造者の国際競争力強化に貢献した

ことが評価され、工業標準化事業

表彰（経済産業大臣表彰）、産業標

準化事業表彰を受賞した。 

○港湾空港技術研究所は、PIANC 

YP-Com BTV に研究者がアジア・

パシフィック地区の副代表および日

本代表として参加し、アジア・パシフ

ィック地区と日本の状況について報

告 し た 。 ま た 、 PIANC YP-Com 

Asia-Pacific Seminar（韓国）におい

ては、平成 30 年度に本セミナーの

開催を企画し、韓国でのセミナー運

営をサポートするなど、戦略的な国

際活動の推進に重要な役割を果た

した。PIANC MarCom WG では、洋

上風力発電施設と船舶航行との離

隔、港湾及び航行施設に関する温

室効果ガスの管理、防舷材や港湾

施設等を議論した。PIANC INCOM 

WG では、「植生を利用した河岸浸

食防止策に関する指針と事例」に

関する記述内容の修正を行う等、

会議への参加を通じてその活動に

貢献した。 

 さらに、RILEM TC AAA 会議におい

ては、令和元年、研究者がアルカリ

骨材反応によるコンクリート膨張を

評価する試験法を国際規格とすべ

く 提 案 し 、 最 終 審 査 で RILEM 

Recommended Test Method ： 

AAR-13 として承認されるなど、戦

略的な国際活動の推進に重要な役

割を果たした。 

〇電子航法研究所は ICAO の技術標

準案を検討する専門家会議にメン

バーとして参加する航空局を支援
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（２）海外機関等との

連携強化 

国際会議の主催及

び共催や積極的な参

加、あるいは海外の

研究機関との研究協

力協定の締結等を通

じて、幅広い交流や

連携の強化を図る。 

港湾分野において

は、世界各国の研究

機関等と協力し、アジ

ア・太平洋地域をはじ

めとする各地の現場

が抱える技術的課題

の解決や、沿岸域の

災害における技術的

支援を通じて、国際

貢献を推進する。さら

に、海外における被

災状況の調査等を通

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）海外機関等との

連携強化 

国際会議やワーク

ショップの主催や共

催、国際会議への積

極的な参加、在外研

究の促進等を通じ、

国外の大学、企業あ

るいは行政等の研究

者との幅広い交流を

図る。 

また、国外の関係

研究機関との研究協

力協定や教育・研究

連携協定の締結、こ

れに基づく連携の強

化を図ることにより、

関連する研究分野に

おいて研究所が世界

の先導的役割を担う

ことを目指す。 

し、試験評価に関する研究成果を

活用して技術資料を提供するととも

に、作業部会等の国内開催を支援

している。また、特定技術課題の解

決にむけて多国間協力の下で研究

者等が連携して作業をおこなうタス

クフォースのタスクリーダーを務

め、地域的な電離圏擾乱など日本

と課題を共有するアジア諸国と連

携しながら ICAO マニュアルを執筆

出版するなどの成果を上げている。

また、国際標準の策定に貢献する

ために、最終的なルール化を行う

機能を有する ICAO だけでなく、事

実 上 の 国 際 標 準 を 決 め て い る

EUROCAE(欧州民間航空機器機

構)や米国の RTCA(航空無線技術

委員会)における活動に貢献するよ

う戦略的かつ積極的に取り組んで

いる。 

 

（２）海外機関等との連携強化 

○海外機関との連携強化に向けた国

際会議への積極的な活動に取り組

み、国際会議において毎年度、年

度目標である 200 件を上回る発表

を行った。また、国際ワークショップ

については、毎年度、年度目標で

ある 3 件を達成した。 

 

○港湾空港技術研究所は、毎年度開

催される「OCEANS」に産学官で構

成される Japan Pavilion の一員とし

て出席し、港湾、航路、海岸及び飛

行場等に係る技術に関する最新の

研究成果を展示し、海外の研究機

関と活発な技術交流を行った。 

○ 電 子 航 法 研 究 者 は 、 Civil Air 

Navigation Services Organization が

主催する民間航空管制機関を対象

と し た 世 界 最 大 規 模 の 展 示 会

World ATM Congress に SBAS（衛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）海外機関等との連携強化 

○国際会議において、毎年度、年度

基準値の 200 件を上回る実績を挙

げ、4 年間で 983 件の発表を行っ

た。また、国際ワークショップの主

催・共催についても、毎年度、年度

基準値 3 回を達成し、4 年間で 17

回開催したことから、国際連携とし

て十分貢献しているといえる。 

 

○研究所職員の ISO における貢献に

対し、工業標準化事業表彰（経済

産業大臣表彰）を受賞したほか、国

際会議（OMAE2018）においては最

優秀論文賞を受賞するなど、国際

的に主導的な役割を認められたこ

とが示されたといえる。 

○平成 29 年度に開催した国際ワーク

ショップ EIWAC2017 では、将来の

シームレススカイの円滑な運用に

必要な SWIM 
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じた情報収集により、

我が国の防災及び減

災対策に資する知見

の蓄積に努める。 

また、航空交通分

野においては、全世

界で航空交通サービ

ス等の均質性と連続

性の確保が重要とな

ることから、航空交通

システム等に係る技

術開発について、国

際ワークショップ等を

通じた技術交流や協

力協定等による国際

連携を強化する。特

に、我が国と近隣ア

ジア諸国との技術協

力等を拡大し、継ぎ

目 の な い 航 空 交 通

（シームレススカイ）

実現を支援する。 

また、外国人技術

者を対象とした研修

への講師派遣や外国

人 研 究 員 の 受 け 入

れ、研究者の海外派

遣 に よ る 技 術 支 援

等、国際貢献を推進

するとともに、国土交

通省が進める海外へ

のインフラ輸出を念

頭に置いた我が国の

技術力向上のための

支援を行う。 

具 体 的 分 野 と し

て、港湾分野におい

ては、アジア・太平洋

地域をはじめとする

世界各地の研究機関

等との連携を強化す

るとともに、大規模自

然災害や沿岸域の環

境問題等への技術的

支援を通じて国際貢

献を推進する。また、

海外における被災状

況、沿岸環境等に係

る情報収集を行い、

我が国はもちろんの

こと世界的規模での

防災・減災対策、環

境対策に貢献する技

術 や 知 見 を 蓄 積 す

る。 

航空交通分野にお

いては、航空管制業

務等に係る多くの技

術や運航方式等につ

いて、世界での共用

性を考慮する必要が

あることから、各国の

航空関係当局や研究

機関及び企業等と積

星航法補強システム）及び FODDS

（空港面異物監視システム）等を出

展するとともに、研究所の要覧の配

布等を行い研究所の国際社会にお

けるプレゼンスの向上に努めた。 

○海上技術安全研究所においては、

平成 30 年 5 月、国土交通省海

事局及び（一財）日本船舶技術研

究協会とともに、ロンドンの  IMO 

において、自動運航船及び IMO 規

則に関する国際ワークショップを開

催し、「自動運航船の規制面での論

点整理」の審議を行った。また、令

和元年 9 月、ロンドンの IMO にお

いて、固体ばら積み貨物の安全な

荷役と運送に係るモデルコースの

海事関係者への普及促進を目的と

する国際ワークショップを開催し

た。 

○港湾技術研究所は、平成 30 年に

福岡で「第６回 日韓沿岸技術研究

ワークショップ」を、令和元年に韓

国・釜山で「第７回 日韓沿岸技術

研究ワークショップ」を開催した。ま

た、国連総会で日本の津波防災の

日（11 月  5 日）が「世界津波の

日」に制定されたことから、沿岸防

災技術分野で顕著な功績を挙げた

方を対象とした「濱口梧陵国際賞

（国土交通大臣賞）」を創設。平成 

30 年から毎年、国際津波・沿岸防

災技術啓発事業組織委員会が主

催し、港湾空港技術研究所が事務

局を務める「濱口梧陵国際賞授賞

式及び記念講演会」を開催してい

る。 

○電子航法研究所では、平成29年度

に第 5 回 EIWAC2017（国際ワーク

ショップ）、令和元年度に第 6 回

EIWAC2019 を主催した。 

○海上技術安全研究所では、平成 30

年 度 に 国 際 会 議 （ Advanced 

（System Wide Information 

Management）や航空交通流管理手

法関連セッションを設けたことによ

り、これらの分野における我が国と

近隣アジア諸国の研究機関との間

で技術協力を拡大するきっかけとな

った。また、令和元年度に開催した

EIWAC2019 では、国際相互運用性

を目指した航空交通システムの実

現に必要不可欠なデジタル化に焦

点を当ててパネルディスカッション

を行い、デジタル化の適用範囲を

広げるために要する専門知識を共

有できる場を提供することができ

た。 

〇平成 30 年度の自動運航船及び 

IMO 規則に関する国際ワークショ

ップでは「自動運航船の規制面で

の論点整理」の審議について各国

の理解を深め、IMO 小委員会にお

ける論点整理のためのフレームワ

ーク策定に際し大きく貢献した。ま

た令和元年度には固体ばら積み貨

物の安全な荷役と運送に係るモデ

ルコースの海事関係者への普及促

進を目的とする国際ワークショップ

を開催し、本モデルコースは、CCC 

6（ CCC 小委員会の第 6 回会合）

において審議され、当所職員を議

長とする起草部会（Drafting group）

で仕上げがなされた後、承認され

大きく貢献した。 

〇国際津波・沿岸防災技術啓発事業

組織委員会が主催し、港湾空港技

術研究所が事務局を務める形で、

都内において「濱口梧陵国際賞授

賞式及び記念講演会」を開催し、受

賞者には国土交通大臣より記念品

が授与された。当該賞の創設及び

授賞には港湾空港技術研究所が

深く関わっており、今回の授賞式及

び記念講演会を通じて、港湾空港
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極的に技術交流及び

連携を進める。特に、

継ぎ目のない航空交

通 （ シーム レ ス スカ

イ）実現を支援するた

め、我が国と近隣ア

ジア諸国の研究機関

との技術協力等を拡

大する。 

 

 

Maritime Engineering Conference）

において論文賞を受賞した。  ま

た、令和元年度には海洋・構造物

及び極地工学に関する国際会議

（OMAE2018）において最優秀論文

賞を受賞した。 

○海上技術安全研究所においては、

オランダ・海事研究所(MARINE)、フ

ラ ン ス ・ 海 洋 汚 染 研 究 セ ン タ ー

(Cedere)、カナダ・海洋技術研究所

(UIOT)、韓国・海事研究所(KMI)、イ

ン ド ネ シ ア ・ 技 術 評 価 応 用 庁

(BPPT)、インドネシア・スラバヤ工

科大学(ITS)、ブラジル・カンピナス

大学、ブラジル・サンパウロ大学と

研究連携促進に向けた覚書を結

び、引き続き研究連携の深化を図

った。 

○港湾空港技術研究所では、平成 28

年度に中国交通運輸部水運科学

研究院（WTI）及びインドのジャダプ

ール大学とそれぞれ研究協力協定

を締結し、平成 29 年度にスウェー

デン地盤研究所（SGI）との研究協

力協定を更新するなど、令和元年

度には、研究の質の向上と研究の

効率的な実施を目指して、国内外

の研究機関との連携をより積極的

に進めるため、平成 15 年度以降平

成 31 年度までに、国内 13 件、海外

27 件、合計 40 件の研究協力協定

を締結しており、平成 31 年度は、

IFSTTAR (フランス交通・空間計

画・開発・ネットワーク科学技術研

究所)との研究協力協定を更新し

た。 

○電子航法研究所では、平成28年度

にドイツ航空宇宙研究機関（DLR）

との共同研究協定を締結し、平成

29 年度にドイツのブラウンシュワイ

ク工科大学（TUBS）との連携協定

を締結した。平成 30 年度には、中

技術研究所が今後の津波・沿岸防

災に係る研究において、国内のみ

ならず国際的にも中核に位置し、各

国の研究機関を先導する役割を担

う研究所であることを、広く知らしめ

たものである。 

〇海事技術者の育成を目的として、

東京大学の実施する産学連携プロ

グラムにおいて、毎年度、研究者１

名を MIT(米マサチューセッツ工科

大学）に派遣しており、研究連携の

推進や国際競争力の高い人材の

育成への貢献が期待される。 

〇アジア地域における専門家に対し

て研修および講師派遣を行うことで

日本と近隣アジア諸国との研究機

関等との連携を深め、特にインドネ

シアやベトナムに対して技術力向

上に貢献した。 

 

 

以上のように、国際会議へ積極的に

参画し、議長等の中心的役割を務め

て国際基準策定等において日本提案

を実現するなど国際基準策定等、顕

著な成果をあげた。また、幅広い交

流・連携において先導的役割を果た

し、顕著な成果をあげたことから、自

己評価を A とした。 
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国 航 空 大 学 校 （ Civil Aviation 

University of China）との包括協定

を締結するとともに、ベトナム科学

技術アカデミー地球物理研究所

（IGP-VAST）と研究協力覚書を締

結した。令和元年度には、インドネ

シア航空宇宙庁、韓国航空大学と

研究連携協定を締結し、オランダデ

ル フ ト 工 科 大 学 と GE Aviation 

Systems 社と秘密保持契約を締結

した。 

 

○海上技術安全研究所では、国内外

の大学より研修員を受け入れ、船

舶の性能評価・海洋開発などに関

する究連携の深化を図った。また、

海事技術者の育成を目的として、

毎年度、国立大学法人東京大学が

実施する産学連携新領域創成プロ

グ ラ ム に お い て 研 究 者 １ 名 を

MIT(米マサチューセッツ工科大学）

に派遣させ、研究連携の推進や国

際競争力の高い人材の育成に努

めた。 

○港湾技術研究所では、JICA が開発

途上国に対する技術協力の一環と

して主催する「港湾開発・計画研修

（港湾技術者のための）」に、港湾、

航路、海岸及び飛行場等に係る技

術に関する講師として、４年間での

べ 79 名を派遣したほか、研修の一

環として各国研修生を対象とした実

験施設の見学を実施し、研修生か

らの積極的かつ多数の質問に丁寧

に回答することで、国際交流の推

進に努めた。 

〇電子航法研究所では、JICA の

「New CNS/ATM 専門教官の能力

向上研修」の一環として、平成 30

年度、ミャンマーの研修生に対して

GBAS、WAM、リモートタワーの講

義を実施した。また、ブータン王国
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航空局より 2 名の研修生を受け入

れ、ADS-B による航空機監視に適

した覆域設計手法の高度化手法に

ついて、研究員の指導により共同

研究を行い、山岳地域における覆

域設計についての指針を得た。令

和元年度にはフォローアップとし

て、ブータン王国航空局による山岳

地帯における在空機 ADS-B 信号

の測定実験に参加した。本結果か

ら将来のADS-B 導入検討における

基礎的な情報としての活用や、貴

重な山岳地帯における測定データ

を将来的に研究に活用することを

目指している。 

○電子航法研究所では、ベトナム

IGP-VAST との研究協力覚書に基

づいて、平成 31 年 1 月からベトナ

ム国・ハノイにおいて電離圏共同観

測を開始するとともに、平成 30 年

度には IGP-VAST の研究者 2 名が

電子航法研究所を訪問し、当所研

究員の指導の下で、ベトナム国で

の GBAS 導入のための電離圏解析

を実施した。また令和 2 年度には当

所研究員 1 名が IGP-VAST を訪問

し、技術指導及び研究成果につい

て議論を行った。 

○平成 30 年度、令和元年度には、米

国マンスフィールド財団による研修

の一環として、米国連邦航空局か

ら国土交通省航空局に派遣されて

いる研修生を電子航法研究所で受

け入れ，我が国の航空交通管理及

び通信・航法・監視システムの研究

開発状況等について研修を実施

し、国際交流の推進に努めた。 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－３－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間中間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

（政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビューシート

の番号を記載） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

業務経費（所要

額除く）（百万

円） 

－ 9,441 1,390 1,335 1,322 1,304 － － －  

一般管理費（所

要額除く）（百万

円） 

－ 1,063 165 160 155 152 － － －  

一括調達の実施

数 

－ 5件 10件 10件 5件 3件 － － －  

           

予算額（千円） － － 7,324,478 7,286,683 7,088,450 7,092,238 － － －  

決算額（千円） － － 9,002,360 9,240,874 9,402,424 8,315,448 － － －  

経常費用（千円） － － 8,503,445 8,961,011 9,326,008 8,124,944 － － －  

経常利益（千円） － － 307,730 -35,461 -322,349 -168,825 － － －  

行政コスト 

（千円） 

－ － 6,524,332 7,140,450 6,713,610 11,450,381 － － －  

従事人員数 － － 377 365 367 363 － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。行政コストは、30年度実績まで、行政サービス実施コスト。従事人員数は各年 4月 1日現在の役職員数。 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 中長期目標期間中間評価 

 （１）統合に伴う業務

運営の効率化 

統合により生じる

事務の煩雑化等の影

響を軽減し、円滑な

業務運営の確保に努

める。 

また、間接部門に

ついて、研究開発成

果の最大化及び業務

効率と質の最大化を

図りつつ、効率化す

る。 

さらに、一括調達

の導入を進めるととも

に、システムの合理

化などの統合に伴う

適切な環境整備につ

いて、業務効率と経

費の双方に留意して

計画的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．統合に伴う業務運

営の効率化 

 

統合により生じる

事務の煩雑化等の影

響を軽減し、円滑な

業務運営を図る。 

また、間接部門に

ついて、研究開発成

果の最大化及び業務

効率と質の最大化を

図りつつ、効率化す

る。具体的には、管

理業務の効率化の状

況について定期的な

見直しを行い、業務

の簡素化、電子化、

定型的業務の外部委

託等を図ることによ

り、一層の管理業務

の 効 率 化 に 取 り 組

む。 

さらに、一括調達

の導入を進めるととも

に、システムの合理

化などの統合に伴う

適切な環境整備につ

いて、業務効率と経

費の双方に留意して

計画的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．評価軸 

○業務を定期的に見直し、簡素

化・電子化等の方策を講じることに

よって業務の効率化を推進してい

るか。 

 

○統合により生じる事務の煩雑化

等の影響を軽減し、円滑なマネジ

メント体制の確保等に努めている

か。 

 

 

２．評価指標 

○一般管理費 

○業務経費 

○一括調達の実施数 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

統合により生じる事務の煩雑化等の

影響を軽減し、円滑な組織運営を図

ることとした。 

また、業務運営の効率化は当研究所

が取り組むべき重要な課題であり、一

層の管理業務の効率化について取り

組みを行った。 

具体的な取り組みは以下の通り。 

 

１．統合に伴う業務運営の効率化 

（１）円滑な業務運営 

（ア） 「経営戦略室」を運営する等統

合に発生する事務について分担を図

り、府省庁等に対する窓口を同室に

一本化することで業務の効率化を図

った。 

（イ）「幹部会」を運営し、研究所に関

係する重要情報及び職員に周知徹底

すべき情報などを関係者間で共有し、

円滑な組織運営の確保を図った。 

（ウ）統合による規模拡大の効果を業

務の効率化に導くため、「業務効率化

検討委員会」を運営し、対象業務の抽

出、標準化・統一化、外部化を含む効

率的な業務処理体制の検討、そのた

めに必要となる情報、課題共有のた

めの体制の検討を実施した。特に、統

一した会計システムの運用を開始し、

これにより、統合に生じる事務の煩雑

化を大幅に軽減することができ、業務

効率化及び円滑な業務運営の推進に

寄与した。 

また、業務の効率化を推進するた

め､若手職員による業務効率化事項

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

根拠： 

中長期計画の目標を着実に達成す

るだけでなく、新しい取り組みを積極

的に実施し、更なる業務効率化を推

進した。 

なお、予算額と決算額のかい離の主

な要因については、受託事業等が予

定を上回ったことであり、適切な財務

運営を図ったものと考える。 

 

〇業務効率化検討委員会の運営など

業務の見直しや簡素化、各研究所間

で統一したグループウェアの導入によ

る、資料作成等の業務の効率化の向

上、ペーパーレス化の実現による資

料準備時間の削減や経費削減等の

業務の効率化、外部発表許可申請の

電子決裁化による決裁時間の大幅な

短縮、働き方改革に向けたネットワー

クシステムの基盤整備など、各方面で

新しい取り組みが行われており、これ

らの取り組みが業務簡素化及び業務

の電子化を推進したことは顕著であ

る。また、産官学との連携促進及び所

内での業務効率化のためのクラウド

導入・整備に向けた検討・開発など、

更なる業務の効率化を期待できる方

策を進めていることは高く評価でき

る。 

 

〇法人の長のリーダーシップの下、適

切な組織運営により、統合により生じ

る事務の煩雑化などの影響を軽減

し、円滑なマネジメント体制の確保に

努めた。特に、統合に伴う業務運営の

効率化においては、3 研究所統合の

評定 B 

【評定に至った理由】 

本評価項目に係る予算額と決算額は、それぞれ評価項目Ⅰ―２、Ⅰ―３

及びⅠ―４に係る予算額と決算額を合算したものであり、両者とも間接部門

の分を含んでいる。両者には乖離が生じているが、これは共同研究や競争

的資金を活用した研究などにより受託等の確保に努め、予定以上に外部資

金を獲得したことが主な要因であり、独立行政法人に対して自己収入の拡

大に向けた取組みが求められる中、中間期間を通じて、研究開発に関する

成果の創出の観点から着実に実施されているため、B 評定とする。 

なお、自己評価ではＡ評定であるが、会計システムの統一化等、３研究所

統合に伴う業務の簡素化に向けて新たな評価すべき取組みが見受けられる

一方で、全体としては計画通り着実な業務運営が実施されていると認められ

ることから、Ｂ評定が妥当であると考える。 

 

【その他事項】 

（国立研究開発法人審議会の意見） 

評定：B 

＜評定理由＞ 

・中長期目標を着実に達成しており、4 年間を通して業務効率化への積極的

な取り組みが見られ、３研究所統合の成果が見えてきた。 

・理事長の強いリーダーシップで、研究所の業務運営の新たなあり方を構築

したことは高く評価できる。 

・教務の簡素化や効率化の推進は、十分な成果が表れてきている。 

・クラウドや遠隔会議を導入し、法人全体の情報交換を効率的にした。これ

が新型コロナウィルス感染症対策にも効果を発揮し、テレワークがスムース

に導入され、業務への影響を緩和した。 

・テレワークや実験設備の遠隔監視など、通信技術を効果的に用いた基盤

整備を進めたことは評価できるが、他の研究所と比較して顕著な成果を上

げたとは言い難い。 

・過去の評定結果や将来的な成果の創出に対する期待度を踏まえ、本項目

の評定は「B」が妥当である。 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）業務の電子化 

テレビ会議やメール

会 議 の 更 な る 活 用

等、ＩＣＴ環境の整備

等により、業務の電

子化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．業務の電子化 

テレビ会議やメール

会 議 等 の 更 な る 活

用、ＩＣＴ環境の整備

等により、業務の電

子化を図る。 

 

 

 

 

に係る WG を設置し、旅費 WG におい

ては、各研究所で異なる旅費運用を

統一し、将来的にアウトソーシングを

目指す取り組みを開始した。  

さらに、e-ラーニングを通じて、研究

倫理やコンプライアンス、さらに安全

保障輸出管理に関する研修を 3 研合

同で実施することにより、研修時間等

の効率化及び職員への周知徹底を図

った。各研究所の旅費業務の運用ル

ールについて、統一するべく検討を行

い、令和元年度より統一されることと

なった。業務効率化に向けた研究職

からの要望調査等を実施し、研究者

の要望を踏まえた課題を抽出した。 

（エ）、3 研究所が連携して、「法人とし

て共通のセキュリティ水準を念頭にセ

キュリティ対策を推進したこと」が「他

法人に推奨される良好事例」として内

閣 サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー

（NISC）によるセキュリティ監査におい

て評価された。これは、統合に伴うシ

ステムの合理化に 3 研究所が連携し

て取り組んだ成果である。 

（２）一括調達等による取組 

従来より３研究所で個別に契約して

いた定型的業務の外部委託につい

て、一括調達とすることにより、簡素

化を図った。業務効率と経費の双方

に留意しつつ 4 年間で 18 件について

一括調達を行った。 

 

２．業務の電子化 

（１）テレビ会議による効率化 

テレビ会議システムによる幹部会、

役員連絡会などを実施し、移動に要

する時間と経費を抑制しつつ、コミュ

ニケーションの活性化を進め、業務の

効率化を図った。 

（２）メール会議による効率化 

担当者間による情報共有や意見交

換などを実施する際にメール会議を

会計システムの運用による業務効率

化、e-ラーニングを通じた 3 研究所合

同研修による研修時間等の効率化、

若手職員による業務効率化の推進、

ICT 環境の整備に係るセキュリティ監

査など、更なる業務効率化を推進し

た。 

 

〇3 研究所が連携して、「法人として

共通のセキュリティ水準を念頭にセキ

ュリティ対策を推進したこと」が「他法

人に推奨される良好事例」として内閣

サイバーセキュリティセンター（NISC）

によるセキュリティ監査において評価

された。 

 

以上の成果は、中長期目標終了時

の達成目標を上回る各年度計画の完

遂に加え、法人の長の強いリーダー

シップの下、柔軟かつ効率的な組織

運営を実施したことにより、業務運営

の効率化に大きく貢献したと考えられ

ることから「A」と評価した。 
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実施し、管理業務の効率化の状況に

関し、随時見直しを行った。 

（３）ICT 環境の整備等による効率化 

３研究所の情報ネットワークシステ

ムの統合（研究所間を結ぶ VPN（仮

想プライベートネットワーク）の接続）

及び３研究所で統一したグループウェ

アを導入した。これにより、ペーパーレ

ス化を実現し、各研究所間の円滑な

情報共有が可能となり、資料準備時

間の削減や経費削減等の業務の効

率化を図った。また、このグループウ

ェアの導入により、外部発表許可申

請を電子決裁化するなど、決裁時間

の大幅な短縮に貢献した。 

（４）クラウド導入・整備に向けた検討・

開発 

研究所が開発したプログラムやデ

ータベースによる解析サービスの提

供や外部リソースとの連携による新

研究・プロジェクトの創出等を通じて、

産官学との連携を促進するとともに、

研究所が保有する実験設備やシミュ

レータのリアルタイムモニタリング等を

通じて、所内の業務効率化を促進す

るため、クラウドの導入・整備に向け、

作業部会（WG）を設置して検討を開始

した。今年度は、研究所のインフラを

構築・整備するため、3 研究所間での

勉強会を実施するとともに、研究所ソ

フトウェアを利用したクラウド用ポータ

ルサイトの開発、並びにクラウド上で

の実験設備の監視システムの開発を

行った。 

（５）働き方改革・新型コロナウイルス

感染防止に向けたテレワークの推進 

働き方改革関連法に基づき、長時間

労働の是正や多様で柔軟な働き方の

実現、雇用形態に関わらない公正な

待遇の確保を目的とした、テレワーク

推進のためのシステム基盤整備（外

部リモート操作機能の拡充及び機能
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（３）業務運営の効率

化による経費削減等 

ア 業務運営の効率

化を図ることにより、

中長期目標期間終了

時までに、一般管理

費（人件費、公租公

課等の所要額計上を

必要とする経費及び

特殊要因により増減

する経費は除く。）に

ついて、初年度予算

額の当該経費相当分

に７を乗じた額に対

し、中長期目標期間

中における当該経費

総額の 8％程度の抑

制を図る。ただし、新

規に追加されるもの、

拡充分など、社会的・

政策的需要を受けて

実施する業務に伴い

増加する費用等はそ

の対象としない。 

 

 

イ  業務運営の効率

化を図ることにより、

中長期目標期間終了

時までに、業務経費

（人件費、公租公課

等の所要額計上を必

要とする経費及び特

殊要因により増減す

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務運営の効率

化による経費削減等 

ア 業務運営の効率

化を図ることにより、

中長期目標期間終了

時までに、一般管理

費（人件費、公租公

課等の所要額計上を

必要とする経費及び

特殊要因により増減

する経費は除く。）に

ついて、初年度予算

額の当該経費相当分

に７を乗じた額に対

し、中長期目標期間

中における当該経費

総額の８％程度の抑

制を図る。 

ただし、新規に追

加されるもの、拡充

分など、社会的・政策

的需要を受けて実施

する業務に伴い増加

する費用等はその対

象としない。 

 

イ  業務運営の効率

化を図ることにより、

中長期目標期間終了

時までに、業務経費

（人件費、公租公課

等の所要額計上を必

要とする経費及び特

殊要因により増減す

拡充に伴うセキュリティ強化）を行っ

た。これにより、新型コロナウイルス

感染が拡大する以前から、新型コロ

ナウイルス感染症防止対策としてテレ

ワークの試行を行い、緊急事態宣言

後のテレワークの本格実施に繋がっ

た。 

 

３．業務運営の効率化による経費削

減等 

（１）一般管理費、業務経費の抑制 

中長期計画で定められた目標値を

達成するため、契約プロセスの見直

し、予算、収支計画及び資金計画の

定期的な点検、簡易入札の活用等に

よる経費抑制を実施し、業務運営の

効率化等に取り組みつつ、着実に経

費の抑制を図った。 

 

（２）給与水準の検証状況 

職員の給与については、国家公務員

の給与水準も十分考慮し、厳しく検証

を行い、検証結果については各研究

所のホームページで公表した。また、

職員の給与については、国家公務員

に準拠する形で給与規程を整備し

た。 

 

（３）契約の見直し 

（ア）「独立行政法人における調達等

合理化の取組の推進について」（平成

２７年５月２５日総務大臣決定）に基づ

き、平成３０年度調達等合理化計画を

策定し、入札参加要件の緩和、ヒアリ

ング実施、共同調達等及び複数年契

約の推進を実施した。（イ）「独立行政

法人の随意契約に係る事務につい

て」（平成 26 年 10 月１日付け総管

査第 284 号総務省行政管理局長通

知）に基づく合理的な調達の実施状

況としては、当該通知に基づく契約関

係規程により、随意契約によることが
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る経費は除く。）につ

いて、初年度予算額

の当該経費相当分に

７を乗じた額に対し、

中長期目標期間中に

おける当該経費総額

の 3％程度の抑制を

図る。ただし、新規に

追加されるもの、拡

充分など、社会的・政

策的需要を受けて実

施する業務に伴い増

加する費用等はその

対象としない。 

 

ウ 本研究所の給与

水準については、国

家公務員の給与水準

も十分考慮し、厳しく

検証を行った上で、そ

の検証結果や取組状

況については公表す

る。 

 

エ 「独立行政法人に

おける調達等合理化

の取組の推進につい

て」（平成 27 年５月

25 日総務大臣決定）

等を踏まえ、公正か

つ透明な調達手続に

よる、適切で迅速か

つ効果的な調達を実

現する観点から、毎

年度策定する「調達

等合理化計画」に基

づく取組を着実に実

施する。 

また、随意契約に

ついては「独立行政

法人の随意契約に係

る事務について」（平

る経費は除く。）につ

いて、初年度予算額

の当該経費相当分に

７を乗じた額に対し、

中長期目標期間中に

おける当該経費総額

の３％程度の抑制を

図る。ただし、新規に

追加されるもの、拡

充分など、社会的・政

策的需要を受けて実

施する業務に伴い増

加する費用等はその

対象としない。 

 

ウ 本研究所の給与

水準については、国

家公務員の給与水準

も十分考慮し、厳しく

検証を行った上で、そ

の検証結果や取組状

況については公表す

る。 

 

エ 「独立行政法人に

おける調達等合理化

の取組の推進につい

て」（平成 27 年５月

25 日総務大臣決定）

等を踏まえ、公正か

つ透明な調達手続に

よる、適切で迅速か

つ効果的な調達を実

現する観点から、毎

年度策定する「調達

等合理化計画」に基

づく取組を着実に実

施する。 

また、随意契約に

ついては「独立行政

法人の随意契約に係

る事務について」（平

合理的と判断されたものについて、契

約審査委員会に諮った上で随意契約

を実施した。 

（ウ）契約監視委員会による契約改善

状況のフォローアップ及び結果の公

表について、令和元年６月に平成 31

年度第１回海上・港湾・航空技術研究

所契約監視委員会を開催し、平成 30

年度の各研究所の契約に関する点検

等を実施した。結果については各研

究所のホームページで公表しており、

契約事務の透明性、公平性の確保を

図った。 

 

（４）無駄の削減等に関する自律的な

取組 

「業務効率化検討委員会」のほか、各

研究所においても業務改善等を目的

とした委員会を設置し、調達等の手続

きに係る運用の改善や簡素化といっ

た事務手続きの見直しや、電力使用

量抑制等の無駄の削減に積極的に

取り組んだ。 
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成 26 年 10 月１日付

け総管査第284 号総

務省行政管理局長通

知）に基づき明確化し

た、随意契約によるこ

とができる事由によ

り、公正性・透明性を

確保しつつ合理的な

調達を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 業務経費に生じる

不要な支出の削減を

図るため、無駄の削

減及び業務の効率化

に関する取組を人事

評 価 に 反 映 す る な

ど、自律的な取組の

ための体制を整備す

る。 

 

 

 

成 26 年 10 月１日付

け総管査第284 号総

務省行政管理局長通

知）に基づき明確化し

た、随意契約によるこ

とができる事由によ

り、公正性・透明性を

確保しつつ合理的な

調達を実施する。 

更に、外部有識者

による「契約監視委

員会」において、締結

された契約に関する

改善状況のフォロー

アップを行い、その結

果を公表することによ

って、契約事務の透

明性、公平性の確保

を図る。 

 

オ 業務経費に生じる

不要な支出の削減を

図るため、無駄の削

減及び業務の効率化

に関する取組を人事

評 価 に 反 映 す る な

ど、自律的な取組の

ための体制を整備す

る。 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載） 
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様式２－３－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間中間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

（政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビューシート

の番号を記載） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

自己収入額（百

万円） 

－ 145 264 227 318 262 － － －  

           

予算額（千円） － － 7,324,478 7,286,683 7,088,450 7,092,238 － － －  

決算額（千円） － － 9,002,360 9,240,874 9,402,424 8,315,448 － － －  

経常費用（千円） － － 8,503,445 8,961,011 9,326,008 8,124,944 － － －  

経常利益（千円） － － 307,730 -35,461 -322,349 -168,825 － － －  

行政コスト 

（千円） 

－ － 6,524,332 7,140,450 6,713,610 11,450,381 － － －  

従事人員数 － － 377 365 367 363 － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。行政コストは、30年度実績まで、行政サービス実施コスト。従事人員数は各年 4月 1日現在の役職員数。 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 中長期目標期間中間評価 

 （１）中長期計画予算

の作成 

運営費交付金を充

当して行う事業につ

いては、「第４  業務

運営の効率化に関す

る事項」で定めた事

項について配慮した

中長期計画の予算を

作成し、当該予算に

よる運営を行う。 

 

 

 

１．予算、収支計画及

び資金計画 

運営費交付金を充当

して行う事業につい

ては、「第２  業務運

営の効率化に関する

目標を達成するため

にとるべき措置」で定

めた事項を踏まえ、

以下の項目について

計画し、適正にこれら

の計画を実施すると

ともに、経費の抑制

に努める。 

１．評価軸 

○適切に予算を執行しているか。 

○収支のバランスがとれており、

赤字になっていないか。 

○知的財産権の活用等により、自

己収入の確保に努めているか。 

 

 

２．評価指標 

○収支の状況 

○自己収入額 

＜主要な業務実績＞ 

 

運営費交付金を充てるべき支出の

うち 182 百万円を自己収入から充当

するよう査定を受けた予算になってい

るが、受託等収入からこの金額を捻

出し、年度計画を確実に達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

 

評定：B 

 

根拠： 

中長期計画の目標を着実に達成 

 

〇予算、収支計画及び資金計画につ

いて適正に計画、執行し、健全な財務

体質を維持した。 

 

〇特許権実施及びソフトウェア使用許

諾による収入など自己収入の確保に

努めた。また、海技研では効率的な

評定 B 

【評定に至った理由】 

本評価項目に係る予算額と決算額は、それぞれ評価項目Ⅰ―２、Ⅰ―３

及びⅠ―４に係る予算額と決算額を合算したものである。両者には乖離が

生じているが、これは共同研究や競争的資金を活用した研究などにより受

託等の確保に努め、予定以上に外部資金を獲得したことが主な要因であ

り、独立行政法人に対して自己収入の拡大に向けた取組みが求められる

中、中間期間を通じて、財務内容改善の観点から着実に実施されているた

め、B 評定とする。 

 

【その他事項】 

（国立研究開発法人審議会の意見） 

評定：B 

＜評定理由＞ 
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（２）運営費交付金以

外の収入の確保 

知的財産権の活用

などにより、適切な水

準の自己収入を確保

する。 

 

（３）業務達成基準に

よる収益化 

独立行政法人会計

基準の改訂(平成 12 

年２月 16 日独立行

政法人会計基準研究

会策定、平成 27 年１

月 27 日改訂)等によ

り、運営費交付金の

会計処理として、業

務達成基準による収

益化が原則とされた

ことを踏まえ、収益化

単位の業務ごとに予

算と実績を管理する

体制を構築する。 

 

 

 

（１）予算：別表１のと

おり 

（２）収支計画：別表２

のとおり 

（３）資金計画：別表３

のとおり 

 

 

２．運営費交付金以

外の収入の確保 

知的財産権の活用

などにより、適切な自

己収入を確保する。 

 

 

３．業務達成基準に

よる収益化 

独立行政法人会計

基準の改訂(平成 12 

年２月 16 日独立行

政法人会計基準研究

会策定、平成 27 年１

月 27 日改訂)等によ

り、運営費交付金の

会計処理として、業

務達成基準による収

益化が原則とされた

ことを踏まえ、収益化

単位の業務ごとに予

算と実績を管理する

体制を構築する。 

 

 

４．短期借入金の限

度額 

予見しがたい事故等

の事由に限り、資金

不足となる場合にお

ける短期借入金の限

度額は、13 億円とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．運営費交付金以外の収入の確保 

運営費交付金以外の収入として、研

究成果の普及・広報活動を精力的に

展開しつつ、知的財産権の活用など

により、自己収入の確保に努め、特許

権実施及びソフトウェア使用許諾によ

る収入などを獲得した。 

 また、海技研では効率的な自己収

入確保に向け、受託研究等に係る一

般管理費を引き上げ、さらに、技術コ

ンサルタント規程を整備し、研究所が

保有する技術の指導を促進することと

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．短期借入金の限度額 

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

自己収入確保に向け、受託研究等に

係る一般管理費を引き上げ、さらに、

技術コンサルタント規程を整備し、研

究所が保有する技術の指導を促進し

た。 

 

〇予算額と決算額のかい離の主な要

因については、受託事業等が予定を

上回ったことであり、適切な財務運営

を図ったものと考える。 

 

以上の取り組みにより、予算、収支

計画及び資金計画を適正に実施し、

予算の適切かつ効率的な執行を行

い、着実な業務運営を実施したため、

「Ｂ」と評価した。 

 

 

・中長期目標に従い、予算は適切かつ健全に運用され、効率的な執行が行

われている。 
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５．不要財産の処分

に関する計画 

特になし 

 

 

６．財産の譲渡又は

担保に関する計画 

特になし 

 

 

７．剰余金の使途 

・研究費 

・研究基盤・研究環境

の整備、維持 

・研究活動の充実 

・業務改善に係る支

出のための財源 

・職員の資質向上の

ための研修等の財源 

・知的財産管理、技

術移転に係る経費 

・国際交流事業の実

施（招聘、セミナー、

国際会議等の開催）  

・出資の活用を含め

た成果の普及 

 

 

 

４．不要財産の処分に関する計画 

特になし。 

 

 

 

５．財産の譲渡又は担保に関する計

画 

特になし。 

 

 

６．剰余金の使途 

特になし。 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載） 
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様式２－３－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間中間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

（政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビューシート

の番号を記載） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

２８年度 ２９年度 ３０年度 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

コンプライアン

ス違反防止のた

めの研修実施回

数 

－ 2回 3回 3回 3回 5回 － － －  

外部評価の実施

回数 

－ 3回 3回 3回 4回 3回 － － －  

           

           

 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 中長期目標期間中間評価 

 （１）内部統制に関す

る事項 

内部統制について

は、「「独立行政法人

の業務の適正を確保

するための体制等の

整備」について」（平

成 26 年 11 月 28 日

行政管理局長通知）

に基づく事項の運用

を確実に図り、研究

における不正等が起

きないよう、研究員を

含む役職員に対しコ

ンプライアンスに係る

研修を行うなどの取

１．内部統制に関す

る事項 

内部統制について

は、「「独立行政法人

の業務の適正を確保

するための体制等の

整備」について」（平

成 26 年 11 月 28 日

行政管理局長通知）

に基づき、業務方法

書に定めた事項の運

用を確実に図る。 

また、研究におけ

る不正等が起きない

よう関係規程の充実

を図るとともに、研究

１．評価軸 

○内部統制システムは機能してい

るか。 

○若手研究者等の育成が適切に

図られているか。 

○公正で透明性の高い人事評価

が行われているか。 

○外部有識者による評価結果が、

研究業務の運営に反映されている

か。 

○情報公開を促進しているか。 

○施設・設備の計画的な整備及び

管理がなされているか。 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

１．内部統制に関する事項 

（１）内部統制の推進 

内部統制について、業務方法書に

定めた事項の運用を確実に図るとと

もに、内部統制機能が確実に発揮さ

れるよう、「内部統制の推進及びリス

ク管理に関する規程」を整備し、研究

所における内部統制及びリスク管理

に関する事項の報告、改善策の検討

及び各管理責任者間における連絡及

び調整を行う組織として、内部統制・

リスク管理委員会を引き続き設置し、

適切な運用を行った。同委員会にお

いて、研究所のコンプライアンスマニ

ュアルの見直しを行うとともに、研究

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

根拠： 

中長期計画の目標を着実に達成 

 

〇コンプライアンス違反防止のための

研修等各種研修の実施、研究所全体

の重要リスクの把握及び分析、コンプ

ライアンスマニュアル見直し、内部監

査の実施、情報セキュリティポリシー

の適切な運用など、内部統制システ

ムが適切に機能するよう、各種取組を

適切に実施した。 

 

〇OJT プログラムや各種研修の実

評定 B 

【評定に至った理由】 

当該国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果、取組み等につい

て諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、下記のとおり、中間期間を通じ

て、着実な業務運営がなされているため、B 評定とする。 

 

（内部統制） 

・コンプライアンスマニュアルの見直しやコンプライアンス違反防止のための

研修を実施する等、着実な業務運営がなされている。 

（人事） 

・独自の研究者評価制度やクロスアポイントメント制度を導入する等、着実

な業務運営がなされている。 

（外部有識者による評価の実施・反映） 

・外部有識者による評価を適時・適切に研究開発業務に反映するとともに、

評価結果等をホームページで公表する等、着実な業務運営がなされてい

る。 
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組を強化するととも

に、内部統制機能が

確実に発揮されるよ

う、法人のミッション

や理事長の指示が組

織内に徹底される仕

組みなどの内部統制

システムを整備する。 

また、研究所が国

立研究開発法人とし

て発展していくため、

研究所の組織全体と

しても、個々の研究

者としても、研究活動

における不正行為の

防止、不正行為への

対応、倫理の保持、

法令遵守等について

徹底した対応をとると

ともに、研究所として

の機能を確実に果た

していく。 

さらに、昨今の社

会情勢を鑑みれば、

個人情報等の保護に

ついても徹底を図っ

ていくことは重要であ

り、事務室等のセキ

ュリティを確保すると

ともに、「サイバーセ

キュリティ戦略」（平成

27 年 9 月 4 日閣議

決定）等の政府の方

針を踏まえ、適切な

情報セキュリティ対策

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

員を含む役職員に対

し、内部統制に係る

研修を行う。 

さらに、内部統制

機能が確実に発揮さ

れるよう、法人のミッ

ションや理事長の指

示が組織内に徹底さ

れる仕組みとして内

部統制推進に関する

委員会を設置し、適

切に運用する。 

研究所が国立研究

開発法人として発展

していくためには、独

立行政法人制度や国

の制度等の様々なル

ールを遵守し適切に

行動していく必要が

ある。研究所の組織

全体としても、個々の

研究者としても、研究

活動における不正行

為の防止、不正行為

への対応、倫理の保

持、法令遵守等につ

いて徹底した対応を

とる。 

個人情報等の保護

を徹底するため、事

務室等のセキュリティ

を確保するとともに、

「サイバーセキュリテ

ィ戦略」（平成 27 年９

月４日閣議決定）等

の政府の方針を踏ま

え、情報セキュリティ

ポリシーを定め、適切

な情報セキュリティ対

策を実施する。 

 

 

２．評価指標 

○内部監査、監事監査の指摘に

対する対応状況 

○コンプライアンス違反防止のた

めの研修実施回数 

○若手研究者等の育成に関する

取組状況 

○外部評価の実施回 数 

○情報公開事例 

所全体の重要リスクについて把握及

び分析を行い、適正な業務を確保す

るために取り組んだ。 

（２）コンプライアンス違反防止のため

の取組 

研究者を含む役職員に対してコンプラ

イアンス研修及び研究倫理研修等を

4 年間で合計 14 回実施した。 

（３）不正防止に関する取組 

研究活動における不正行為の防止、

不正行為への対応、倫理の保持、法

令遵守等について徹底を図るため、

「研究活動における不正行為の防止

並びに公的研究費等の執行及び管

理に関する規程」、「研究活動並びに

公的研究費等の執行及び管理におけ

る行動規範及び不正防止対策の基本

方針」及び「不正防止計画」を整備し、

不正を事前に防ぐための体制を整

え、適切な運用を行った。 

（４）個人情報等保護に関する取組 

情報セキュリティポリシーを整備し適

切な運用を行った。平成 31 年度にお

いては、個人情報保護研修及び情報

セキュリティに関する教育・訓練を実

施するとともに、事務室について施錠

を徹底する等、セキュリティの確保に

よる個人情報の保護に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施、若手研究者への論文の積極的投

稿の指導等、若手研究者等の育成が

適切に図られた。また、クロスアポイ

ントメント制度の促進、研究者の博士

号取得の奨励、英語力向上のための

補助など、多様性のある将来の人材

育成に寄与した。 

 

〇職員の勤務成績を考慮した適切な

人事評価や研究者独自の評価制度

を実施し、公正で透明性の高い人事

評価を実施した。 

 

〇外部有識者による評価委員会を実

施し、研究業務の運営として、研究資

源の適時・適切な配分に反映させた。

また、外部有識者から頂いたコメント

は、ホームページで公表しており、透

明性の確保及び研究の重点化に大き

く寄与した。 

 

〇ホームページにおいて、情報公開

を促進し、適切かつ積極的な情報公

開を行った。 

 

〇年度計画に従い施設・設備の整備

等の実施、既存の施設等の維持に必

要となる予算の確保、適時適切なメン

テナンスによる効率的な施設運営、使

用状況調査に基づく保有資産の見直

しの実施など、施設・設備の整備につ

いて適切に管理した。 

 

以上の取り組みにより、内部統制

システムが適切に機能するよう取り組

むとともに、若手研究者等の人材育

成、外部有識者による評価の活用及

び情報公開の促進を図り、さらに施

設・設備の整備及び管理を適切に実

施するなど、適切な業務運営を行った

ため、「Ｂ」と評価した。 

 

（情報公開の促進） 

・各規程・計画等をホームページに情報公開する等、着実な業務運営がなさ

れている。 

（施設・設備の整備及び管理） 

・年度計画に従い施設・設備の整備等を実施するとともに、適時適切なメン

テナンスによる効率的な施設運営を実施する等、着実な業務運営がなされ

ている。 

 

【その他事項】 

（国立研究開発法人審議会の意見） 

評定：B 

＜評定理由＞ 

・人材育成、有識者による評価、情報公開促進など適切に実施している。 

・外部評価委員会の評価を適切に反映している。 
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（２）人事に関する事

項 

職員の専門性を高

めるための能力開発

の実施等により若手

研究者等の育成を進

めるとともに、職員の

勤務成績を考慮した

人事評価の適切な実

施等により能力本位

の公正で透明性の高

い人事システムを確

立し、卓越した研究

者等の確保を図る。 

また、達成すべきミ

ッションと整合的な人

材育成及び登用方針

を明確化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）外部有識者によ

る評価の実施、反映

に関する事項 

研究分野における

業務計画、運営、業

績については、目標

の達成状況を随時把

握し、必要に応じ研

究開発の継続そのも

のに関する助言や指

２．人事に関する事

項 

職員の専門性を高

めるための能力開発

の実施等により若手

研究者等の育成を進

めるとともに、職員の

勤務成績を考慮した

人事評価の適切な実

施等により能力本位

の公正で透明性の高

い人事システムを確

立し、卓越した研究

者等の確保を図る。 

また、達成すべきミ

ッションと整合的な人

材育成及び登用方針

を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．外部有識者による

評価の実施・反映に

関する事項 

研究分野における

業務計画、運営、業

績については、目標

の達成状況を随時把

握し、必要に応じ研

究開発の継続そのも

のに関する助言や指

２．人事に関する事項 

（ア）職員の専門性を高めるための能

力の開発や若手研究者の育成のた

めの取り組みとして、ＯＪＴプログラム

や各種研修の実施、若手研究者への

論文の積極的投稿の指導を行った。 

（イ）職員の勤務成績を考慮した適切

な人事評価を行うため、国の人事評

価制度に準じた制度を導入し、適切な

実施に努めるとともに、卓越した研究

者を確保するため、独自の研究者評

価制度や外部有識者による研究者格

付審査委員会により、研究者の評価

を実施した。 

（ウ）人材活用等に関する方針を策定

して、優れた人材の採用及び育成を

行い、その能力が発揮できる環境の

形成に努めた。 

（エ）研究者が、研究所と外部機関等

の間で、それぞれ雇用契約関係を結

び、各機関の責任の下で業務を行う

ことが可能となる仕組みである「クロ

スアポイントメント制度」を導入し、「ク

ロスアポイントメントに関する細則」を

整備した。 

（オ）研究所内外で開催されている勉

強会や研修への参加を奨励、研究者

の博士号取得の奨励、英語力向上の

ための補助など、関係者の専門性を

向上させる取り組みを進め、研究所

全体のポテンシャルの向上を図った。 

 

３．外部有識者による評価の実施・反

映に関する事項 

「船舶に係る技術及びこれを活用し

た海洋の利用等に係る技術に関する

評価」、「港湾、航路、海岸及び飛行

場等に係る技術に関する評価」及び

「電子航法に関する評価」をそれぞれ

実施し、4 年間で合計 13 回の外部有

識者による評価委員会を開催した。

評価の結果については、研究資源の
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導を行う外部有識者

から構成される研究

評価体制を構築し、

評価結果に基づいて

研究資源の適時・適

切な配分や研究開発

業務の重点化を図る

など評価結果を積極

的に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）情報公開の促進

に関する事項 

研究所の適正な運

営と国民からの信頼

を確保するため、適

切かつ積極的に情報

の公開を行う。 

 

 

 

 

 

（５）施設・設備の整

備及び管理等に関す

る事項 

業務の確実な遂行

のために必要な研究

施設の計画的整備、

維持、補修に努める

とともに、効率的に運

営する。 

また、保有資産の

必要性についても不

導を受けるため、外

部有識者から構成さ

れる評価委員会等に

よる研究評価体制を

構築する。 

評価結果について

は 、 研 究 資 源 の 適

時・適切な配分に反

映させ、研究成果の

質の向上を図るととも

に、研究開発業務の

重点化を図る。また

評価のプロセス、評

価結果等を研究所の

ホームページへの掲

載等を通じて公表し、

透明性を確保する。 

 

 

４．情報公開の促進

に関する事項 

 

研究所の適正な運

営と国民からの信頼

を確保するため、情

報公開窓口を設置す

るなど、適切かつ積

極的に情報の公開を

行う。 

 

 

５．施設・設備の整備

及び管理等に関する

事項 

業務の確実な遂行

のため、中長期目標

期間中に別表４に掲

げる施設を整備・改

修する。また、既存の

施設・設備を適切に

維持管理していくた

め、必要な経費の確

適時・適切な配分に反映させること

で、研究開発業務の重点化等に活用

しており、各研究所のホームページで

公表した。 

特に、海上技術安全研究所では、研

究評価以外に今後の研究所の長期ビ

ジョンについても第三者の視点から外

部有識者において検討・コメントをい

ただき、新しい長期ビジョンに反映し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．情報公開の促進に関する事項 

ホームページにおいて、法令等で公

開することとされている各規程・計画

等を公表した。さらに、情報公開窓口

及び手続きに関して周知しており、適

切かつ積極的に情報の公開を行っ

た。 

 

 

 

 

 

５．施設・設備の整備及び管理等に関

する事項 

（ア）施設・設備の整備及び管理等に

ついては、施設整備費補助金により

年度計画に従い実施し、既存の施設・

設備の適切な維持管理のため、必要

となる予算について国土交通省と連

携・調整しつつ、自己収入による財源

の確保に努めている。 

（イ）効率的な施設の運営のための具

体的な取り組みとして、円滑な使用・
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断に見直しを行う。 

 

保に努めるとともに、

効率的に施設を運営

する。また、保有資産

の必要性についても

不断に見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

６．積立金の処分に

関する事項 

旧海上技術安全研究

所、旧港湾空港技術

研究所及び旧電子航

法研究所の前中期目

標期 間繰越積立 金

は、前中期目標期間

中に自己収入財源で

取得し、研究所の当

中長期目標期間へ繰

り越した有形固定資

産の減価償却に要す

る 費 用 等 に 充 当 す

る。 

 

 

管理・運営のために主要研究施設ご

とにＷＧを設置し、必要なメンテナンス

等を行うことにより適切な維持管理を

実施するとともに、研究所の研究活動

に影響を及ぼさない範囲における外

部利用の実施を行った。 

（ウ）保有資産の必要性の見直しを進

めるため、保有施設に関して毎年度

使用状況調査を実施し、必要に応じ

て減損を認識することとした。 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載） 

 

 


